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７ 諭 文 ∠

経営者交代と会計手続き選択
吻 〃ｄ〃αｇｅｍ ㎝σ 肋ｒπωｅ 川 棚 〃８ｃｒθ抗ｏπ〃ψλ㏄ｏω耐 加ｇ ０κｏご㏄８

首 藤 昭 信（関西大学犬学院博士後期課程）

ノ１后６ｎ０６ｎ ５沙””０

要 約

本 研究 の 目的 は、 経 営者 交 代 と裁 量 的 な 会計 手 続 き選 択 の 関 係を 分 析 す る こと で あ る。 最初 に、 米 国 の

先 行研 究 に 従 い、 強制 的 交 代 を 対象 に 分 析 を行 な っ た。 しか し 米国 の 先 行 研究 と は 異 な り、 経 営 者 交代 年

度 に特 徴 的 な会 計 手 続き 選 択 を 観察 す る こと はで き な かっ た。 次に、 新 経 営 者の 属 性 に 注目 し、 企 業外 部

者 が就 任 し た場 合 の 経営 者 交 代 を調 査 し た。 そ の 結 果、 経 営 者 交代 年 度 に お いて、 外 部 か ら就 任 した 経 営

者 に よる 利 益 増加 型の 利 益 調 整 が検 証さ れ た。
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１． 経営 者交代 と会 計手 続き 選択

１．１ 経 営 者 交 代 と 会 計 情 報

本研 究 の 目 的 は、 経 営 者 交 代 と 会 計 手 続き 選 択

の 関 係 を 実 証 的 に 分 析 す る こ と で あ る。 す な わ

ち、 経営 者 交代 が 行 わ れ た 日 本 の 上 場 企 業 を 対 象

に し て、 経 営 者 交代 年 度 の 付 近 で 裁 量 的 な 会 計 手

続き 選 択 が 行 わ れ た か 否 か を 調 査 す る。 経営 者 交

代 に 関 する 実 証研 究 は 睾 富 に 蓄 積 さ れて お り、 そ

れ ら を 企 業 会 計 の 視 点 か ら ２ つ の ア プロ ー チ に 大

別 す れ ば、 次 の よ う に な る （Ｍ 岬 ｈｙ ㎝ｄ Ｚｉｍｍｅｍ ａｎ，

１９９３）。

１つは経営者交代の決定要因を探る研究であ

る。 会 計利 益 情 報 は 株 価 と 並 ん で 企 業 業 績 を 示 す

変 数 と し て 利用 さ れ、 日 本 企 業 を 分 析 した 多 く の

研 究 で は、 会 計 利 益 の 悪 化 が 経 営 者 交 代 の 可 能 性

を 高 め る、 と い う こ と が 示 さ れ て い る （Ｋａｐ１ａｎ，

１９９４： Ｋａｎｇ ａｎｄ Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ
，
１９９５

．
１９９６： 乙 政

、
２０００：

首 藤、２０００ａ）。 こ れ は 業 績 悪 化 に 伴 い 経 営 者 交 代

が 行 わ れ る こ と を 示 唆 して お り、 市 場 規 律 が 正 常

に 機 能 して い る こ と を 意 味す る。 ま た 同 時 に 会 計

情 報 が 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と が わ か る。

も う １ つ は、 契 約 に お け る 会 計 情 報 の 役 割 に 注

目 し、 そ れに も と づ く 経 営 者 の 裁 量 的 な 会 計 行 動

を 分 析 す る ア プ ロ ー チ で あ る。 経 営 者 交 代 と 会 計

利 益 は 相 関 し て お り、 経 営 者 は 報 告 利 益 を 調 整 す

る イ ン セ ン テ イ ブ を 持 つ。 し た が っ て 経 営 者 は、

交代時に利益調整を意図した会計手続き選択を行

な う こ と が予 測 さ れ、 米 国 で は、 こ の 関 係 が 実 証

的 に 分 析 さ れ て お り、 利 益 調 整 研 究 （ｅａｍｉｎｇＳ

ｍａｎａｇｅ卿ｅｎｔ ｒｅｓｅａｒｃｈ） と 呼 ば れ て い る
。

本 稿 も

こ の 領 域 の 研 究 の１つ と して 位 置 づ け ら れ る。 日

本 企 業 を 対 象 に して、 経 営 者 交代 と 利 益 調 整 の 関

係 を 直 接 的 に 分 析 した 研 究 は い ま だ 存 在 せ ず、 日

本企業の会計行動を解明する１つの手がかりとな

る で あ ろ う。

＿ １ ＿



● 現 代 ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー研 究 ● ２００１ 年 ３ 月 Ｎｏ．
２

１．２ 米 国 に お け る 先 行 研 究

経営者交代と会計手続き選択の関係を分析した

米 国 の 研 究 は、 通 常、 退 職 す る 経 営 者 と 新 任 経 営

者 の ２ 者 に 注 目 し、 交 代 年 度 （ｔ期） 及 び そ の 前

後 の 期 間 （ｔ－ １ 期 とｔ＋ １ 期） の 裁 量 的 な 会 計 行

動 を 調 査 し て い る’）
。

Ｓｔｒｏｎｇ ａｎｄ Ｍｅｙｅｒ （１９８７） お よ び Ｅ１１ｉｏｔｔ ａｎｄ

Ｓｈａｗ （１９８８） に よ れ ば、 固 定 資 産 の 評 価 切 り 下

げ に よ る 利 益 圧 縮 を 行っ た 企 業 は、 そ う で な い 企

業 と 比 較 し て、 経 営 者 交 代 の 件 数 が 有 意 に 大 き

く、 さ らに そ の よ う な 評価 切 り 下 げ は 経 営 陣 の 交

代 年 度 に 行 わ れ て い る。 こ れ は ビ ッ グ バ ス （ｂｉｇ

ｂａｔｈ） と 呼 ば れ、 新 経 営 者 は、 就 任 初 年 度 （ｔ期）

に お い て ウ ミ 出 し を 実 施 す る こ と で、 経 営 の フ レ

ッ シ ュ・ス タ ー ト を 行 う 動 機 を 持 つ。 ま た Ｄｅｃｈｏｗ

ａｎｄ Ｓ１ｏａｎ （１９９１） は、 退 職 す る 経 営 者 の 研 究 開

発 費 に 関 す る 裁量 行 動 を調 査 し、 そ の 結 果、 退 職

した 経 営 者 が 退 職 年 度 （ｔ－ １ 期） に 研 究 開 発 費

を 削 減 す る こ と で利 益 額 を 増 加 さ せ、 多 額 の 経 営

者 報 酬 を 獲 得 し た こ と を 示 し た。

さ ら に、 経 営 者 交 代 と 会 計 手 続 き 選 択 の 関 係 を

直 接 的・包 括 的 に 調 査 し た も の と し て は、 Ｐｏｕｒｃｉａｕ

（１９９３） と Ｍｕｒｐｈｙ ａｎｄ Ｚｉｍ ｍｅｒｍａｎ （１９９３） が あ

る。 Ｐｏｕｒｃｉａｕ （１９９３） は、 す べ て の 経 営 者 交 代 を

サ ン プ ルと す る の で は な く、 強 制 的 交 代 と 見 ら れ

る 交 代 の み を 対 象 と し た。 こ こ で い う 強 制 的 交 代

と は、 退 職 し た 経 営 者 が 企 業 に 対 す る 実 質 的 な コ

ン トー ル 権 を 失う 場 合 を 指 す。 強 制 的 交 代 は、 業

績 悪 化 の 変 数 と 強 く 相 関 して お り、 解 雇 や 引 責 辞

任 の 可 能 性 が 高 い。 そ こ で Ｐｏｕｒｃｉａｕ （１９９３） は、

強 制 的 交 代 の も と で の 経 営 者 は、 利 益 を 調 整 す る

強 い 動 機 を も つ と 仮 定 し、 会 計 発 生 高 と 異 常 損 益

項 目 を 対 象 に 調 査 を 行 っ て い る。 そ の 結 果、 ｔ－

１ 期 に お け る 裁 量 行 動 は 観 察 さ れ な か っ た が、 ｔ

期 の ビッ グ バ ス とｔ＋ １ 期 の 利 葺 増 加 傾 向 が 観 察

さ れ た。

Ｍｕ叩ｈｙ ａｎｄ Ｚｉｍｍｅｍ ａｎ （１９９３ ｐ．３１２．） は、 広

範 な サ ン プル を 用 い て、 研 究 開 発 費、 広 告 費、 資

本 的 支 出 お よ び 会 計 発 生 高 （ａ㏄ｒｕａ１ｓ） と い う ４

つ の 会 計 項 目 を 調 査 し 走 結 果、 企 業 業 績 を示 す 変

数 を コ ン トロ ー ル し た 後 で も、 わ ず か で はあ る が

新 任 経 営 者 に よ る ビッ グ バ ス が 観 察 さ れる こ と を

示 した。 した が っ て 米 国 で の 調 査 結 果 を 要 約 す る

と、 ｔ年 度 に お け る 新 経 営 者 の 裁 量 的 な 利 益 圧 縮

行 動 が 顕 著 で あ る、 と い え よ う。

１．３ 本 論 文 の 目 的 と 構 成

Ｓｍｉｔｈ （１９９３） お よ び Ｓｃｏｔｔ （１９９７） は、 経 営

者交代と会計手続き選択の関係を分析した前記の

先 行 研 究 に つ い て、 い く つ か の 問 題 点 を 指 摘 して

い る。 す な わ ち、 （１耀 営 者 交 代 は 企 業 の コー ポ レ

ー ト・ガ バ ナ ン ス 構 造 と 密 接 に 関 連 す る た め、 企

業 の 支 配 構 造 等 を 考 慮 し た 研 究 が 必 要 であ る。（２）

先 行 研 究 で 使 用 さ れ て い る 裁 量 行 動 の 代 理 変 数

が、 経 営 者 の 裁 量 行 動 を 正 確 に 把 握 して い な い可

能 性 が あ る、 と い う 問 題 が 指 摘 さ れた。 個 別 の 会

計 項 目 は、 経 営 者 の 裁 量 行 動 を 包 括 的 に把 握 し て

い る と は 言 え ず、 会 計 発 生 高 に は 経営 者 の 非 裁 量

的 な 部 分 が 含 ま れて い る。 よ っ て 単 純 な代 理 変 数

の 利 用 は 調 査 緒 果 の 解 釈 を 歪 め る 恐 れ が あ る。

本 研 究 で は 次 の よう な 形 で、 こ の ２ つ の 問 題 点

を 改 善 し た。 つ ま り、 （１）Ｐｏｕｒｃｉａｕ （１９９３） が 行

っ た 強 制 的 交 代 の 分 類 だ け で な く、 新 経 営 者 が 企

業 外 部 出 身 者 か 否 か を 識 別 し、 新 経 営 者 の属 性 お

よび企業の支配構造と会計手続き選択の関係も分

析 した。 経 営 者 交 代 に 関 す る 研 究 で、 特 に 日 本 企

業 を 対 象 に し た 分 析 の 多 く は、 新 経 営 者 の属 性 が

所 有 構 造 や 企 業 業 績 と 関 連 を 持 つ こ と を 示 し て い

る か ら で あ る （Ｋａｎｇ ａｎｄ Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ
，
１９９５

．
１９９６：

首 藤２０００ａ）。 さ ら に、 （２）経 営 者 の 裁 量 行 動 を 抽

出 す る 能 力 が 高 い モ デ ル （Ｄｅｃｈｏｗ ｅｔ ａ１．
１９９５）

を利 用 す る こ と で、 企 業 業 績 や 経 済 全 体 の 影 響 を
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排除した形で算定される裁量的発生高を測定し

た
。

こ のよ う に 先 行 研 究 の 問 題 点 を 改 善 し、 さ らに

日本企業に特有な要因も考慮している点が本研究

の 特 徴 と 意 義 に な ろ う。 以 下 の 第２ 節 で は、 仮 説

の 設 定お よ び サ ン プル の 抽 出 と 分類 方 法 につ いて

説 明 し、 具 体 的 な 調 査 方 法 につ いて 議 論す る。 第

３師 で、 そ れ ぞ れ の 分 類 方 法 に した がっ た 調 査 結

果 を 示 し、 続 く 第 ４ 節 で 調 査 緒 果 の 解 釈 を 行 う。

最 後 の 第 ５ 節 で、 総 括 と 展 望 を 提 示 す る。

２． サ ン プルと調 査方 法

２．１ 仮 説 の 設 定

会 計 手 続 き 選 択 を 調 査 す る 主 な研 究対 象 は、 （１）

強 制 的 交 代、（２）企 業 外 部 者 の 就任 の ２ つ に な る。

米 国 の 調 査 結 果 に 従 え ば、 強 制 的 交 代 企 業 で は、

利益滅少型の会計手続き選択を行なうことが予測

さ れる。 新 経 営 者 は、 経 営 者 交代 年 度 にお い て ウ

ミ 出 し を 行 な う こ と に よ り、 経 営 の フ レ ッ シ ュ・

ス ター ト を 行 なう 動 機 を 持 つ か ら で ある。 ま た 強

制 的 交代 の 決 定 要 因 を 分析 し た 日 本 の研 究 を 見 て

も、 米 国 と 同 様 に、 企 業 業 績 の 悪 化 が 強制 的 交代

の 可 能 性 を 高 め る こ と が示 さ れ て い る。 し た がっ

て 強 制 的 交 代 に お け る 利 益 調 整 イ ン セ ン テ ィ ブ

は、 日 米 に お い て 差 が な い と 考 え ら れ る。

企 業 外 部 者 の 就 任 に 関 し て は、 米 国 の 利 益 調 整

研 究 で も 具 体 的 な 調 査 結 果 は 提 示 さ れ て お ら ず、

利 益 調 整イ ン セ ン テ ィ ブ を 予 測 す る の は 難 しい。

しか しな が ら、 強 制 的 交 代 と 外 部 者 就 任 の 相 関 は

高 い と いう 経 験 的 証 拠 が あ る た め （首 藤２０００ａ）、

企 業 外 部 出 身 の 新 経 営 者 が ビ ッ グ バ ス を 行 な う 可

能 性 は 高 い。 そ こ で 企 業 外 部 者 の 就 任 も、 強 制 的

交 代 と 同 様 に、 利 益 減 少 型 の 利 益 調 整 を 行 な う こ

と が 予 想 さ れる。

し た が っ て、 強 制 的 交 代 と 企 業 外 部 者 就 任 の２

つ の ケ ー ス に お い て、 「新 経 営 者 は、 就 任 初 年 度

（経営者交代会計年度） において利益減少型の利

益 調 整 を 行 う」 と いう 仮 説 が 設 定 さ れ る。 こ れを

ビ ッ グ バ ス 仮 説 と 呼 ぶ こ と に し よ う。

２．２ サ ン プ ル の 選 択 と 分 類

日 本 の 上 場 企 業 の 中 で、 １９９３年 か ら１９９５年 ま

でに経営者交代を実施した企業９３６社が本研究の

サ ン プ ル で あ る。 経 営 者 交 代 に 関 す る デ ー タ は、

ｒ役員四季報』 （東洋経済新報社） を用いて収集し

た・ 調 査 期 間 に お け る９３６件 の 経 営 者 交 代 件 数 の

中 か ら、 ① 金 融 機 関、 ②１９７６年 度 以 降 に 会 計 年

度 を 変 更 し て い る 企 業２）
、 ③ 分 析 に 必 要 な デ ー タ

が 入 手 不 能 な 企 業 を、 サ ン プ ル か ら 除 外 した。 そ

の 結 果、 最 終 的 な サ ン プ ル は４２８件 と な っ た。 経

営 者 交 代 年 度 の 識 別 は、 新 経 営 者 が 最 初 に 影 響 力

を 持 つ 年 度 と して 特 定 す る３）
。 具 体 的 に は、 各 企

業 の 経 営 者 交 代 が 行 な わ れ た 交 代月 を 調 べ、 そ の

交代月が含まれる会計年度を経営者交代年度 （ｔ

期） と し て 特 定 した。

経 営 者 交 代 の 内 訳 は 図 表１に ま と め て い る。 一

般 に 、 強 制 的 交 代 （ｎｏｎ－ｒｏｕｔｉｎｅ ｔｕｍ ｏＶｅｒ） が 行 わ

れ た 経 営 者 は、 経 常 的 交 代 （ｒｏｕｔｉｎｅｔｕｍｏＶｅｒ） の

経 営 者 と 比 較 し て 利 益 調 整 の イ ン セ ンテ イ ブ が 大

き い と 予 測 さ れ る （Ｐｏｒｕｃｉａｕ， １９９３）。 本 研 究 で

は 強 制 的 交 代 を、 「退 職 した 経 営 者 が 退 職 後 会 長

に 就 任 せ ず、 取 締 役 に も 留 任 して い な い場 合」 と

定 義 し、 経 常 的 交 代 を、 「退 職 し た 経 営 者 が 退 職

後 会 長 に 就 任 す る、 も しく は 取 締 役 に留 任 す る 場

合」 と 定 義 して い る４）
。 図 表１ を 見 れ ば、 強 制 的

交 代 は１２１件、 経 常 的 交 代 は３０７件 （会 長 に 就 任

が２５９ 件、 取 締 役 に 留 任 が４８ 件） で あ る こ と が

分 か る。

ま た、 経 営 者 交 代 に 関 す る 先 行 研 究 で は、 新 経

営 者 の 属 性 （外 部 出 身者 あ る い は 内部 出 身 者） を、

日 本 企 業 の コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ンス 解 明 の 重 要
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図表１ 経営 者交 代の 種穎 別分 穎

経営者交代の種類 １９９３年 １９９４年 １９９５年 合 計

強制的交代

経常的交代

会長に就任

取締役に留任

４１

９５

２０

２９

６６

１３

５１ １２１

９８ ２５９

１５ ４８

企業内部者就任

企業外部者就任

一般事業法人出身

金融機関出身

官公庁出身

９４

５１

１１

０

６９

３３

４

２

９５ ２５８

５５ １３９

８ ２３

６ ８

注） 表 中の 年 は 経営 者 交 代 が行 な わ れた 年 を 示す。 分析 で は 会 計年 度 で サ ン プ ルを 分 類 する た め 以下 の よ う にな る （９６会

計 年 度 ＝１３２
，
９５ 会 計 年 度 ＝１２２，９４ 会 計 年 度 ：１４２

，
９３ 会 計 年 度 ：３２）。

な 手 が か り と し て い る （Ｋａｎｇ ａｎｄ Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ
，

１９９５．１９９６： 首 藤 ２０００ａ）。 そ れ は、 経 営 者 交 代 に

お け る 会 計 行 動 に も、 影 響 を 及 ぼ す と 考 え ら れ

る。 本 研 究 で は 企 業 外 部 者 に よ る 経 営 者 交 代 を、

「新 経 営 者 が 就 任 前 四 年 間 に 他 企 業 か ら 移 っ て き

た場 合」 と 定 義 し、 そ れ 以 外 の 場 合 は 内 部 者 によ

る 経 営 者 交 代 と 考 え る５）
。 図 表 １ に よ れ ば、 内 部

昇 進 は２５８件、 外 部 者 就 任 は１７０件 （一 般 事 業 法

人 出 身 が１３９ 件、 金 融 機 関 出 身 が２３ 件、 官 公 庁

出 身 が８件） で あ る こ と が 分 か る６）
。

２．３ 調 査 方 法

本 研 究 で は、 サ ン プ ル 企 業 の 経 営 者 交 代 年 度

（ｔ期） を 中 心 に、 ｔ－ ２ 期 か らｔ＋ ２ 期 ま で の 期 間

に お け る 裁 量 的 会 計 手 続 き 選択 を 観 察す る。 す で

に 述 べ た よ う に、 先 行 研 究 の 多 く は、 個 別 の 会 計

項 目 や 会 計 発 生 高 を 対 象 に 調 査 して い た。 し か

し、 会 計 発 生 高 に は 経営 者 に よ る 裁 量 的 な 部 分 と

そう で ない 部 分 が 含ま れ てお り、 経 営 者 の 裁 量 行

動 を 適切 に 把 握 す る た め に は、 会 計 発 生 高 の う ち

裁 量 的 な 部 分、 す な わ ち 裁 量 的 発 生 高

（ｄｉｓｃｒｅｔｉｏｎａｒｙ ａｃｃｒｕａ１ｓ） を 狽凹 定 し な け れ ば な ら な

い。

本 研 究 で は、 ま ず 以 下 の 式 に 従 い 会 計 発 生 高 を

算 定 し、 そ れ か ら 非 裁 量 的 発 生 高 （ｎｏｎ－

ｄｉ・… ｔｉｏｎ・・ｙ ａｃｃ・ｕ・１・） を 控 除 す る 形 で 裁 量 的 発

生 高 を 測 定 する。 米 国 で よく 利 用 さ れ て い る 会 計

発 生 高 の 定 義 に、 日 本 独 自 の引 当 金 項 目 を 加 え て

い る 。

会 計 発 生高 ＝（△売 上 債権 十△棚 卸 資 産十△ その 他 の

流動 資 産）一（△ 仕入 債 務十△ 未 払法 人

税 十△そ の他 の 流動負 債）一（△ 貸倒 引

当 金 （売 上 債 権 以 外 の も の） 十 △ 賞 与

引 当 金・未 払 賞 与 十△ そ の 他 の 短 期 引

当 金 十△ 退職 給 与 引 当 金 十△ その 他 の

長 期引 当 金）一 減 価 償 却費

会 計 発 生 高 の 算 定 に 続い て、 非 裁 量 的 発 生 高 を

測 定 す る。 非 裁 量 的 発 生 高 の 測 定 に は、 先 行 研 究

で 比 較 的 そ の 検 出 力 が高 い と さ れ る、 修 正 ジョ ー

ン ズ ・ モ デ ル （Ｄｅｃｈｏｗ ｅｔａ１．
１９９５） を 利 用 す る ７）

。
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修 正 ジ ョ ー ン ズ・モ デ ル の 式 は 以 下 の よ う に な る。

非 裁 量的 発 生 高 ＝ α１＋ α。（△ 売 上 高 一△ 売 上 債

権）十 α。 償 却 性 固定 資 産

裁 量 的 発生 高 ： 会 計発生 高一｛∂１＋ ∂２（△売上 高一

△売上債権）十 δ。償却性固定資産｝

た だ し、 △ は 当 期 中 の 増 減 額 を 示 す

上 記 モ デ ル で は、 会 計 発 生 高 を 被 説 明 変 数、 売

上高 （売上債権調整済み） と償却性資産を説明変

数と す る 回 帰 式 を 設 け て 非 裁量 的 発生 高 の 期 待 値

を 算 定 し、 そ れ を 会 計 発 生 高 か ら控 除す る こ と で

裁 量 的 発 生 高 を 測 定 す る８）。 本研 究 で は モ デ ル の

推 定 に、 通 常 の 最 小 ２ 乗 法 （ｏｒｄｉｎａｒｙ１ｅａｓｔｓｑｕａｒｅｓ；

０ＬＳ） を 適 用 し、 す べ て の 変 数 を 前 期 末 総 資 産 額

で 除 し て 推 定 し た９）。

３． 調 査 結 果

３．１ 強 制 的 交 代 と 裁 量 的 発 生 高

強制 的 交 代 に 関 す る 調 査 緒 果 は、 図 表 ２ に 示 し

て い る。 図 表 ２ は 測 定 さ れた 裁 量 的 発生 高 の 平 均

値 と 中 央 値 の 推 移 を 示 した も の で あ る。 そ れ ぞ れ

の 期 間 ご と に（１）対 応 の あ る ２ つ の 母 平均 差 の 検 定

と、（２）ウィ ル コ ク ス ン符 号 付 順 位 検 定 を 行 い、 各

期間における裁量的発生高あ変化を統計的に調べ

た。 図 表 中 のｔ期 が 経 営 者 の 交 代 年 度 を 示 す。

米 国の 研 究 で は、ｔ期 に 極 端 な 利 益圧 縮 行 動 （ビ

ッ グバ ス） が 観 察 さ れ た。 しか し日 本 企 業 に つ い

て、 ｔ年 度 の ビ ッ グ バ ス は 観 察 さ れ ず、 む し ろｔ期

で は 利 益 増 加 傾 向 が 見 て 取 れ る。 図 表 ２ を 見 る

と、 ｔ期 前 後 に お け る 有 意 な 差 は ほ と ん ど 検 証 さ

れ ず、 ビッ グ バ ス 仮 説 は 支 持 さ れ な か っ た。

米 国 と 異 な り ビッ グバ ス 仮 説 が 支 持 さ れ な い 理

由 と して、 例 え ば 次 の よ う な こ と が 考 え ら れ る。

２００１年 １ 月 １５日 の 日 本 経 済 新 聞 で、 キ リ ン ビ ー

ル の 経 営 者 交 代 が 報 じら れ た。 そ こ で は、 経 営 者

交 代 の 理 由 と して、 「ビ ー ル エ 場 の 再 編 な どリ ス

ト ラ が 一 段 落 し た こ と か ら、 社 長 交 代 に 踏 み 切

る」 と 報 じ ら れ て い る。 こ の よ う に 日 本 企 業 の 場

合、 リ ス ト ラ 等 に よ る 経 営 再 建 の 道 筋 （メ ド） を

つ け て 次期 の 社 長 に バ ト ン を 渡 す、 と いう 傾 向 が

多 く 見 ら れ る た め （Ｋａｎｇ ａｎｄＳｈｉｖｄａｓａｎｉ，１９９６； 乙

政、２０００）、 経 営 の ウ ミ 出 し は 前 任 経 営 者 に よ っ

て 行 な わ れ て い る 可 能 性 が 高 い。 そ の た め、 新 経

営 者 の ビ ッ グ バ ス を 行 な う 動 機 は 少 な く な る と 考

え ら れる。 こ の よ う に 米 国 と は 違 い、 強 制 的 交 代

と い う 分 類 基 準 で は、 経 営 者 交 代 時 に 有 意 な 会 計

的 裁 量 行 動 を 識 別 す る こ と が でき な い の で あ る’Ｏ）
。

図 表２． 強制 的交 代と 裁量 的発 生高

検証期間

ｔ－ ２ 期 ｔ－ １ 期 ｔ期 ｔ＋ １ 期 ｔ＋ ２ 期

強制的交代

平均値

（中央値）

ｔ検 定 ；ｐ値

Ｗ ｃｏｘｏｎ検 定 ；（ｐ値）

＿Ｏ
．
００４ ＿０，０１０

（一〇．００３） （一〇．００９）

Ｏ
．
３６９

（Ｏ．８０９）

０，３２３

（０，０７７）

一０
，
００２

（＿０，００２）

＿Ｏ
．
００８ ＿０

，
００６

（一０，０１１） （Ｏ．００１）

０
．
４８４ ０

，
８２７

（０，１２１） （Ｏ．５５３）

注） ｔ検 定； 対 応 の あ る２つ の 母 平 均 の差 の 検 定 を 行っ てい る （両 側）。

Ｗｉ１ｃｏｘｏｎ 検 定 ； ウ ィ ル コ ク ス ン の 符 号 付 順 位 検 定 を 行 っ て い る （両 側）
。

＊＊１ ％ 水 準 で 有 意。
＊５ ％ 水 準 で 有 意。

＿ ５ ＿
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図表 ３． 企業 外部 者 就任と 裁■ 的 発生 高

証 間

新経営者の属性 ｔ－ ２ 期 ｔ－ １ 期 ｔ期 ｔ＋ １ 期 ｔ＋ ２ 期

企業外部者の就任

平均値

（中央値）

ｔ検定；ｐ値

Ｗｉ１ｃｏｘｏｎ検 定 ； （ｐ値）

企業内部者の昇進

平均値

（中央値）

ｔ検定；ｐ値

Ｗ ｃｏｘｏｎ検 定 ；（ｐ値）

一 ０，００７ － Ｏ
．
０１３

（一 ０，００４） （一 ０，００８）

Ｏ
．
３６２

（Ｏ．３７５
）

一 ０
，
００３ ． Ｏ

．
Ｏ０５

（一 〇．Ｏ０３） （一 ０，００４）

０
．
Ｏ０４ 榊

（０，００３）
榊

０．６５５ ０」９７１

（α６４８） （α９０２）

０，００３

（０，０００）

一 〇．Ｏ０５

（一 〇．００６）

・ Ｏ
．
０１１ － Ｏ

．
００３

（一 〇．００８） （一 ０，００１）

Ｏ
，
０１９ξ ０，

２０９

（０，０３２）
ホ （Ｏ．１３９）

一 〇
．
００３ ‘ ０

．
Ｏ０２

（一 α００３） （一 ０，００１）

Ｏ．６４７ ０
，
８１０

（α８０８） （Ｏ．５２４）

注） ｔ検 定； 対 応 のあ る２つ の母 平 均 の 差 の 検 定 を行 っ て い る （両側）。

Ｗｉ１ｃｏｘｏｎ検 定 ； ウ ィ ル コ ク ス ン の 符 号 付 順 位 検 定 を 行 っ て い る （両 側）
。

＊＊ １ ％ 水 準 で 有 意。
＊５ ％ 水 準 で 有 意

。

３．２ 企 業 外 部 者 の 就 任 と 裁 量 的 発 生 高

強 制 的 交 代 の 場 合 と 同 じよ う に、 外 部 者 就 任 お

よ び内 部 者 昇 進 の 調 査 結 果 を 図 表 ３ に示 し た。 外

部 者 就 任 の 裁 量 的 発 生 高 の 推 移 を 見 る と、 ビ ッ グ

バ ス 仮 説 と 反 し て、 ｔ年 度 の 裁 量 的 発 生 高 が 平 均

値 お よ び中 央 値 と も に 大 き く 増 加 して い る。 ｔ期

の 利 益 増 加 傾 向 が 統 計 的 に 検 証 さ れ る た め に は、

ｔ － １ 期 とｔ 期 の 間、 さ ら にｔ期 とｔ ＋ １ 期 の 間 で

有 意 差 が 観 察 さ れ る はず で あ る。

図 表 ３ の 外 部 者 就 任 を 見 る と、 ｔ－１ 期 と ｔ 期 の

間、 さ ら にｔ期 とｔ＋１ 期 の 間 で 有 意 な 差 が 確 認 さ

れ て い る。 ｔ検 定 と ウ ィ ル コ ク ス ン 符 号 付 順 位 検

定 の 両 方 に つ い て、 ｔ－ １期 とｔ期 の 裁 量 的 発 生 高

の 差 が １ ％ 水 準 で 有 意 と な っ て お り、 か つｔ期 と

ｔ＋ １ 期 の 差 も す べ て ５ ％ 水 準 で 有 意 と な っ て い

る。 他 方ｔ－ ２ 期 とｔ－ １ 期、 あ る い はｔ＋ １ 期 と

ｔ＋ ２ 期 に つ い て は 有 意 差 が 観 察 さ れ て い な い。

した がっ て 時 系 列 的 に 見 てｔ期 の 値 が 特 に 異 常 で

あ る こ と が 分 かる。

こ れ は 就任 初 年 度に お い て、 外 部 か ら 就 任 した

新 経 営 者 が、 裁 量 的 発 生 高 を 通 じて 利 益 を 増 加 さ

せ、 そ の 反 動 でｔ＋ １ 期 に 滅 額 を 強 い ら れ た と 考

え ら れ る。 他 方、 内 部 者 昇 進 の 場 合、 す べ て の 期

間 にお い て 有 意 な 差 は 観 察 さ れ て い な い。 し た が

っ て こ の 結 果 は、 外 部 者 就任 に 特 徴 的 な 利 益 調 整

で あ る こ と が 分 か る。

こ の よ う に 外 部 者 就 任 の 経 営 者 交 代 で も、 ビ ッ

グ バス 仮 説 は 支 持 さ れ な か っ た。 本 研 究 の 調 査 結

果 を ま と め る と、 日 本 企 業 の 経 営 者 交 代 に お け る

特 徴 と して、 外 部 か ら 就 任 した 新 経 営 者 は、 就 任

初 年 度 に お い て 大 幅 な 利 益 増 加 型 の 会 計 手 続 き 選

択 を 行 う こ と が示 さ れ た。 さ ら に、 日 本 企 業 に お

け る 会 計 手 続 き 選 択 を 分 析 す る 際、 強 制 的／経 常

的 交 代 と いう 分類 よ り も、 外 部 者／内 部 者 と い う

新 経 営 者 の 属 性 が 重 要 で あ る こ と が 確 認 さ れ た。

調 査 結 果 で 注 目 す べ き は、 外 部 者 就任 の 経 営 者

交 代 で、 利 益 増 加 型 の 利 益 調 整 が 検 証 さ れ た こ と

で あ る。 こ れ は 米 国 企 業 の 調 査 緒 果 と 反 す る 緒 果

で あ り、 日 本 企 業 特 有 の 利 益 調 整 行 動 で あ る と い

える。 そ こ で こ の 調 査 結 果 の 理 論 的 根 拠 を よ り 詳

細 に 検 討 す る た め、 次 節 で 結 果 の 解 釈 に つ い て 議

論 す る。

＿ ６ ＿



経営者交代と会計手続ぎ選択 （首藤）

４． 調査 結果の 解釈

前 節 で は、 経 営 者 交 代 で 企 業 外 部 者 が 就 任 す る

場 合、 利 益 増 加 型 の 利 益調 整 が 行 わ れ る こ と が 示

さ れ た。 こ れ は、 い か に 解 釈 す べ き で あ ろ う か。

外部者就任の経営者交代を分析した先行研究では

以 下 の ２ つ の 特 徴 が 明 ら か と な っ て い る。

本 研 究 と ほ ぼ同 一 の サ ン プ ル を用 い て 経 営 者 交

代 を 分 析 した 首 藤 （２０００ａ） は、 日 本 企 業 の 経 営

者 交 代 が、 損 失 の 計 上 等 と 有 意 に 関 違 し て い る こ

と を 示 した。 ま た 新 経 営 者 が 大 株 主 や 銀 行 か ら 派

遣 さ れ る 場 合、 そ の 交 代 は 企 業 業 績と 負 の相 関 を

持 ち、 前 任 の 経 営 者 は 強制 的 交代 の 結 果 で ある こ

と を 示 した 川。 つ ま り 企 業 外 部 者 が 就 任 した 場 合

は、 前 任 の 経 営 者 は 過 去 の 業績 悪 化 の た め に 交 代

さ せ ら れ、 さ ら に 企 業 に対 す る 実 質 的 な コ ン ト ロ

ー ル 権 を 失 っ て い る こ と を 意 味す る。 こ れ が 外 部

者 就 任 の 経 営 者 交 代 に 見 ら れる 第１ の 特 徴と い え

る。

第 ２ の 特 徴 と して、 大 株 主 や メ イ ンバ ンク の 影

響力 が 大 き く、 こ れ らの 利 害 関 係 者 か ら新 経営 者

が 送 り こ ま れ る 場 合 が 多 い、 と い う こ と が あ る

（Ｋａｎｇ ａｎｄ Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ
，
１ｇｇ５

．
１９９６； 首 藤 ２０００ａ） １２）

。

こ れ ら の 研 究 に よ れ ば、 日 本 企 業の 経営 者 交 代 で

は、 大 株 主 と メ イ ン バ ン ク が ガ バ ナ ン ス・メ カ ニ

ズ ム の 重 要 な 役 割 を 果 た して お り、 モ ニ タ リ ン グ

と 規 律 の 機 能 を 有 して い る こ と に なる。 した がっ

て 新 経 営 者 は、 利 害 関 係 者 か ら 大 き な期 待 を 寄 せ

ら れ、 業 績 改 善 の 圧 力 も 大き く なる。 外 部 者 が 就

任 した 場 合 の 株 価 効 果 を 見て も、 そ の異 常投 資 収

益 率 は 正 の 値 と な り、 経常 的 交代 の場 合よ り も 有

意 に 大 き い と い う 経 験 的 証 拠 が あ る （Ｋａｎｇ ａｎｄ

Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ，１９９６）。 株 式 市 場 に お い て も、 企 業 外

部 か ら 就 任 して き た 新 経営 者 に期 待 を寄 せ て い る

こ と が わ か る。

しか し強 制 的 交代 で 就任 し た 新 経 営 者 が、 早 急

に 業 績 を 改 善 す る こ と は 難 しい。 そ こ で利 益 の 底

上 げ を 利 益 調 整 に よ り 実 施 す る こ と が 考 え ら れ

る。 外 部 者 就 任 と い う こ と で、 企 業 内 部 者 か ら の

信 頼 獲 得 お よ び 批 判 回 避 の た め に も、 就 任 初 年 度

の 業 績 に は 敏 感 に な ろう。 ま た 新 経 営 者 は、 継 続

的な契約関係に疑問を示す企業外部の取引相手や

金 融 機 関 な どに 安 心 を 与 え る た め、 利 益 の 増 加 を

通 じ た シ グ ナ リ ン グ を 行 う 可 能 性 も あ る。

５． 総 括 と 展 望

本研究では経営者交代と会計手続き選択の関係

に つ い て、 ビ ッ グ バ ス 仮 説 を 設 定 し、 検 証 を 行 な

っ た。 強 制 的 交 代 を 対 象 に し た 場 合、 経 営 者 交 代

年 度 に お け る 異 常 な 会 計 手 続 き 選 択 を 検 証 す る こ
’

と は で き ず、 仮 説 は 支 持 さ れ な か っ た。

ま た 新 経 営 者 が 企 業 外 部 者 の 場 合、 就 任 初 年 度

に お い て 裁量 的 発 生 高 を用 い た 利 益 増 加 型 の 利 益

調 整 を 行 う こ と が、 修 正 ジ ョ ー ン ズ・モ デ ル を 利

用 した 調 査 で 検 証 さ れ た。 こ れ は 米 国 企 業 の 調 査

結 果 と 相 反 する 緒 果 で ある が、 日 本 企 業 に 特 徴 的

な 興 味 深 い利 益 調 整 行 動 で あ る。 日 本 企 業 の 経 営

者 交 代 時 にお け る 会 計 手 続 き 選 択 の 分 析 に あ た っ

て は、 新 経 営 者 の 属 性 が 重 要 な 分 析 視 点 と な る。

最 後 に 本 研 究 の 制 限 お よ び 将 来 研 究 に 対 す る 展

望 を 提 示 し よう。 １ つ は 裁 量 的 発 生 高 の 測 定モ デ

ル の 改 善 で あ る。 本 研 究 で 利用 した 修 正 ジ ョー ン

ズ・モ デ ル は、 改 善 の 余 地 は 大 き く、 日 本 企 業 に

適 した モ デ ル が 望 ま れ る。 さ ら に 調 査 対 象 期 間 も

問 題 に す べ き で あ る。 本 研 究 で は、 １９９３ 年 か ら

１９９５ 年 ま で の 経 営 者 交 代 企 業 を 対 象 に し た。 こ

の 期 間 は バ ブ ル 経 済 崩 壊 の 直 後 で あ り、 そ れ が 本

研 究 の 結 果 に どの よ う な 影 響 を 与 え て い る の か は

一 概 に 判 断 で き な い。 戦 後 以 降 と い っ た 長期 の 時

系 列 に つ い て、 経 営 者 交 代 の 決 定 要 因 や 会 計 的 裁

量 行 動 の 変 化 を 調 査 す る こ と が 必 要 で あ る。

＿ ７ ＿
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〈注〉

１） 経 営 者 交 代 期 に お け る 会 計 手 続 き 選 択 の 動 機 を 説 明 した も

の と し て は
、 Ｐｏｕｒｃｉａｕ （１９９３）

， Ｍ ｕｒｐｈｙ ａｎｄ Ｚｉｍ ｍｅｒｍａｎ

（１９９３）
，
Ｓｍｉｔｈ （１９９３） ，Ｓｃｏｔｔ （１９９７） が 有 用 で あ る。

２） ② の 条 件 は、 後 に 説 明 す る 修正 ジ ョ ー ン ズ・モ デ ル の 推 定

に 必 要 な 要 件 で あ る。

３） 本 研 究 の 分 類 方 法 の 他 に、 例 え ば Ｐｏｕｒｃｉａｕ （１９９３） で は、

ｔ－１ 年 度の 識別 に 関 して、 退職 した 経 営 者 が確 実 に 影 響 を

持 っ て い た 最 終 決 算 年 度 を 識 別 す る た め に、 最 終 決 算 日 か

ら ３ ヶ 月 間 企 業 に 在 任 し て い る こ と を 条 件 と し て い る。 す

な わ ち、 経 営 者 が 年 次 決 算 後 に 第 一 四 半 期 報 告 書 を 報 告 し

て 退 職 す れ ば
、

直 近 の 年 次 報 告 書 を 退 職 す る 経 営 者 の 年 度

（ｔ－ １） と して 分 類 す る 方 法 を と っ て い る。 し か し 本 稿 で

は、 ① 先 行 研 究 の 主 要 な 調 査 結 果 がｔ－ １ 期 で は な くｔ期 に

集 中 し て い る こ と、 ② サ ン ブ ル の 分 類 に お い て、 本 研 究 で

は 新 経 営 者 の 属 性 を 重 要 視 し て い る こ と か ら、 本 文 中 の 分

類 基 準 を 採 用 した。

４） 経 営 者 が 退 職 後 取 締 役 に 留 任 す る 場 合、 そ の ケ ー ス を 降 格

と し て 強 制 的 交 代 に 分 類 す る 場 合 も あ る （Ｋａｐ１ａｎ，１９９４）。

本研究では両方の 基準で分析を行ったが、 大きな変化は見

ら れ な か っ た。

５） 日 本 企 業 に お い て は、 新 経 営 者 が 外 部 出 身 者 の 場 合、 い き

な り 経 営 者 に 就 任 す る の で…まな く、
一 度 取 締 役 に 就 任 した

後 数 年 の 期 間 を お い て 経 営 者 に な る こ と が 多 い た め、 多 く

の 先 行 研 究 で は 本 研 究 の よ う に 外 部 者 就 任 の 条 件 に、 数 年

の 猶 予 を 置 い て い る （Ｋａｎｇａｎｄ Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ，１９９５．
１９９６）。

６） 以 後 の 分 析 に あ た っ て は、 先 行 研 究 に な ら い 官 公 庁 出 身 は

サ ン プ ル か ら 除 去 す る た め （Ｋａ㎎ ａｎｄ Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ， １９９５； 首

藤、２０００ａ）、 分 析 上 の 外 部 者 就 任 サ ン ブル は１６２件 と な る。

７） 修 正 ジ ョ ー ン ズ・モ デ ル は、 現 状 で は 最 も 裁 量 的 発 生 高 の

測定 能力 の高 いモ デ ルと いわ れて いる が （Ｄｅｃｈｏｗｅｔａｌ，
１９９５）、

そ の 有 効 性 に は 議 論 の 余 地 が あ り、 と り わ け日 本 に 適 用 し

た 場 合 の 説 明 力 に は 問 題 が 残 る （須 田、２０００； 浅 野・榎 本、

１９９８； Ｇａｒｚａ－Ｇｏｍｅｚ ｅｔ ａ１．
１９９９）。 首 藤 （２００１） で は、 ジ ョ

ー ン ズ・モ デ ル を 用 い て 経 営 者 交 代 と 利 益 調 整 の 関 係 を 分

析 し た が、 調 査 結 果 は 本 稿 と 同 一 で あ っ た。

８） デ ー タ は ｒ日 経 ＮＥＥＤＳ 財 務 デー タ ＣＤ－ＲＯ Ｍ 版」 か ら 入

手 して お り、 多く の 企 業 が １ 年 決 算 に 移 行 した１９７５年 以 降

の デ ー タ を 利 用 し て い る。 ｔ期 の 裁 量 的 発 生 高 推 定 の た め

に、 ①１９７６年 か らｔ－ １ 年 度 前 で の デー タ を用 い て 回 帰 式

を 推 定 し、 ② 推 定 さ れ た 回 帰 式 にｔ期 の デ ー タ を 入 れ る こ

と で 非 裁 量 的 発 生 高 を 求 め、 ③ こ のｔ期 の 非 裁 量 的 発 生 高

の 予 測 値 をｔ期 の 会 計 発 生 高 か ら 控 除 す る、 と い う 手 順 を

踏 む。 変 数 の 定 義 は 『日 経 ＮＥＥＤＳ』 に よ る。

９） 修 正 ジ ョ ー ン ズ・モ デ ル の 決 定 係 数 の 平 均 値 は０．２０１１ で あ

っ た
。 須 田 （２０００） と 同 様 に、 修 正 ジ ョ ー ン ズ・モ デ ル の

決 定 係 数 が 米 国 の ケ ース よ り も 小 さ い、 と いう こ と に 注 目

し た い。

１０） ま た 強 制 的 交 代 の 分類 に お い て、 会 長 に 就 任 し た か 否 か と

い う 基 準 の ほ か に、
年 齢 を 考 慮 した 分 類 基 準 も 存 在 す る。

こ れ は 定 年 退 職 の 影 響 を 除 去 す る た め で あ り、 定 年 以 前 に

経 営 者 が 退 職 す る 場 合、 そ れ を 強 制 的 交 代 の 追 加 的 要 件 と

す る も の で あ る。 本 研 究 で も 定 年 を６５歳 と 想 定 し、 強 制 的

交 代 サ ン ブル か ら６４ 歳 以 下 の 交 代 の み を 抽 出 して 調 査 を 行

っ た が、ｔ期 の 利 益 増 加 傾 向 は 多 少 強 く な る も の の、 統 計 的

に 有 意 な 差 は 観 察 さ れ な か っ た。

１１） 同 様 の 結 果 は、 Ｋａｐ１ａｎ ａｎｄ Ｍｉｎｔ ㎝ （１９９４） ， Ｋａｎｇ ａｎｄ

Ｓｈｉｖｄａｓａｎｉ （１９９５） （１９９６） で も 示 さ れ て い る。

１２） 首 藤 （２０００孔 ｐ１１０） に よ れ ば、 企 業 外 部 者 が 就任 し た ケ ー

ス に お い て、 ７８．４％ の 経 営 者 が 大 株 主 順 位 １ 位 の 企 業 （一

般 事 業 法 人） か ら 就 任 して お り、 大 株 主 が実 際 に 新 経 営 者

を 派 遺 して い る こ と が 示 さ れ て い る。
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企業の情報開示に対する情報開示ルール

の影響
一実験研究の証拠から一
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野 田 昭 宏（神戸大学大学院博士後期課程）
ノｉ后乞ｂ５７０ノ〉６ 〃

要 約

本 論 文 は， 企 業 に よ る 私 的 情 報 の 測 定 と 開 示 に， ３ つ の 情 報 開 示 ルー ル が与 え る 影 響 を 検 証 し た ゲ ー

ム 論実 験 の 結 果 を 提 示 する。 こ の う ち 情 報 伝 達 が で き な い ル ー ル の 下 で は， 企 業 は資 産 タ イ プ を 測定 で

きる も の の， 投 資 家 に 開 示 する こ と が で き な い。 虚 偽 報 告 規 制 ル ー ル の 下 で は， 企 業 が 資 産 タイ プを 任

意 に測 定 し， 真 の 資 産 タイ プを 含 む任 意 の タ イ プ 集 合 を ア ナ ウ ン ス す る こと を 認 め る。 強 制 的 情 報 開示

ル ール は， 私 的 情 報 を測 定 した 企 業 に 対 して， 真 の 資 産 タ イ プ の み を 開 示 する こと を 求 め る。 実 験 結果

は， 情 報 伝 達 が で き な い ル ー ル が逆 選 抜 が 生 じ る の に 対 し， 虚 偽 報 告 規 制 ル ー ルと 強 制 的 情 報 開 示 ルー

ル がと も に市 場 の 効 率 性を 改 善 す る こと を 示 し た。
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１． は じ め に

本 論 文 の 目 的 は， 情 報 開 示 ル ー ル が企 業 に よ る

私 的 情 報 の測 定 ・ 開 示 に 与 え る 影 響 に つ い て， ゲ

ー ム 論 実 験 か ら の 証 拠 を 提 示 す る こ と に あ る。 こ

れ ま で 会 計 学お よ び 経 済 学 文 献 に お い て， 市 場 に

お け る 情 報 非 対 称 と そ れ に と も な う 逆 選 択

（ａｄｖｅｒｓｅ ｓｅ１ｅｃｔｉｏｎ） を 緩 和 す る た め に
，

情 報 優 位

に あ る 経 済 主 体 か ら 自 発 的 に 情 報 開 示 さ せ る 条 件

を 検 討 した 理 論 研 究 が 多 数 発 表 さ れ て き た’）
。 さ

ら に そ れ ら 理 論研 究 の 蓄 積 を う け て， そ の 主 張 を

実 験 室 実 験 にお い て 検 証 した 研 究 結 果 が 報 告 さ れ

て い る。 し か し，
こ れ ら 実 験 研 究 は い ず れも 測 定

さ れ た 私 的情 報 を 所 与 と して， 外 部 利 害 関 係 者 へ

の 伝 達 に 関 する 意 思 決 定 に 焦 点 を あ て て お り，
企

業 が 私 的 情 報 を測 定 す るイ ン セ ン ティ ブ を 検 討 し

た 実 験 研 究 は 報 告 さ れ て い な い。 本 論 文 は， こ の

観 点 か ら， 代 替 的 な情 報 開示 ルー ル の も と で 企 業

が ど の よ う に 私 的 情 報 の 測 定 と 開 示 を 決 定 す る

か
，

さ ら に 情 報 開 示 ル ー ル が 市 場 に お け る 効 率 性

に どの よ う な 影 響 を 及 ぼ す か， につ い て 実 験 モ デ

ル を 提 示 し， そ の 予 想 を 検 証 す る。

以 下， 次節 に お い て 実 験 モ デ ル の 基 本 的 仮 定 を

提 示 し， ３ つ の代 替 的 情 報 開示 ル ー ル の も と で 予

想 さ れ る 逐 次均 衡 を 明 ら か に す る。 こ れ を う け て

３ 節 で は 実 験 手 続 き， 実 験パ ラメ ー タ の 設 定 を 記

述 す る。 ４ 節 で 実 験 結 果 を 述 べ
， 最 終 節 に お い て

実 験 結 果 を 要 約 す る。

＿ １１ ＿
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２． 実 験 モ デ ル

実 験 モ デ ル は 市場 にお い て 資 産 を 取 り 引 き す る

２ 人 の リ ス ク 中 立 的 な プ レイ ヤ ー （企 業 と 投 資

家） か ら なる。 資 産 に は ３ タ イ プ あ り， い ず れ も

等 しい 確 率 で 生 じ る （θ ∈ ｛Ｚ， ｍ， ん｝）。 タ イ プ

θ の 資 産 に つ い て 企 業 は 評 価Ｓθ（ＳＫ Ｓ。 く 舳） を
，

投 資 家 は 評 価 〃 （わ’く わ”．くわ乃） を 与 え る。企 業 は 取

引 に 先 立ち，
資 産 タイ プを 測 定す る か 否 か を 選 択

す る。 た だ し， タ イ プθ を 測 定 で き る の は 企 業 だ

け で あ り， 投 資 家 は タ ィ プ θ を 観 察 す る こ と も
，

企 業 が タ イ プ を 測 定 し た か を 知 る こ と も で き な

い。資 産 タイ プθ の 測 定 に つ い て 選択 し た 企 業 は，

投 資 家 に 対 し て 資 産 タ イ プ の 集 合｛Ｚ， ｍ， ん｝の 部

分 集 合 をメ ッ セ ー ジと して 開 示 す る。 企 業 の 情 報

開 示ａ を う け て， 投 資 家 は 資 産 の 取 引 価 格ρθ（〃

くρ。く 〃） を 企 業 に 提 示 す る。 た だ しＳθくρθく わθ

お よ び， 〃 く 亙（ｓ）く ρ㎜ く 亙（わ）く 〃 が 成 り 立 つ も

の と す る。 こ こ で亙（ｓ）は 企 業 が 資 産 に つ い て 与

え る 評 価 の 期 待 値 を， 亙（わ）は 投 資 家 の 評 価 の 期

待 値 を 示 す。 投 資 家 か ら価 格 提 示 をう け た 企 業 は

そ の 受 諾 ま た は拒 否を 決 定す る。 企 業 が 受 諾 して

取 引 が 成 立 す る な ら ば
，

投 資 家 は 利 得ｅ＋わｒ 〃

（ゴ， ノ ∈｛Ｚ， ｍ， ん｝） を
，

企 業 は 〃 を 得 る。 企 業 が

拒 否 す る な ら ば 投 資 家 は 利 得ｅを
，

企 業 は∫５を 得

る。 こ こ で ｅ は， 取 引 の 成 立・不 成 立 に か か わ り

な く 投 資 家 に 与 え ら れる 正 の 定 数 で あ る。

本実験で検討する３つの代替的情報開示ルール

の う ち 第 １ の ルー ル は， 資 産タ イ プ を 測 定 す る か

否 か に 関 わ り なく，
企 業 が投 資 家 に 対 して 同 一 の

メ ッ セ ー ジ ｄ ＝｛ｚ， ｍ， ん｝ を 伝 達 す る こ と を 要 請

す る も の で あ り， 実 質 的 に 企 業 が情 報 開 示 で き な

い 状 況 を 設 定 す る （制 度 ＮＣ）。 こ の ル ー ル に も

と づ く モ デ ル を 展 開 形 で 示 し た の が 図 １ で あ る

（企 業 に よ る 情 報 開 示 の 選 択 は 省 略 して 示 して い

る）。 こ の ル ー ル の 下 で は，
パ ラ メ ー タ に 依 存 し

て ２つ の 異 な る 逐 次 均 衡 が予 想 さ れる。 そ の 第 １

は， （わｍ ＋ 〃）／２ く ρｍ の と き タ イ ブＺ の 資 産 の み

が 市場 に お い て 取 引 がさ れ る 均 衡 で ある。 企 業 は

資産タイ プを測定し， 投資家は価格〃を提示す

る。 こ れ に 対 して 測 定 した 資 産 タイ プ がｍ ま た は

ん で あ る 企 業 は， 投 資 家 の 提 示 価 格 〃 を 拒 否 し，

資 産 タ イ プ がｚで あ る 企 業 の み が 受 諾 す る。 予 想

さ れ る 第 ２ の 均 衡 は， （わ。 十 〃）／２ ＞ρ。 が み た さ

れる と き タ イ プｚと ｍ の 資 産 が 取 引 さ れ る 均 衡 で

あ る。 企 業 は 資 産 タ イ プ を 測 定 し， 投 資 家 は 仰

を提 示 す る。 こ れ に 対 し て 資 産 タイ プが〃で あ る

企 業 は 提 示 価 格ρ。を 拒 否 し， 資 産 タ イ プ がｚま た

はｍ で ある 企 業 は 受 諾 す る。 い ず れの 逐 次均 衡 に

お い て も，
高 水 準 の 資 産 タ イ プ の 取 引 は 成 立 せ

ず， 逆 選 抜 が 生 じ る こ と が 予 想 さ れ る。

第 ２ の 情 報 開 示 ルー ル は， 企 業 の 虚 偽 報 告 を 規

制 する ル ー ル で あ る （制 度 ＡＦ）。 こ の ルー ル の 下

で は， 企 業 は 真 の 資 産 タイ ブ が 含 ま れ る か ぎり，

任 意 の タイ プ 集 合 を 開示 で き る。 た だ し， タイ プ

を 測 定 し な か っ た 企 業 は メ ッ セ ー ジ ｄ ：ｌＺ， ｍ，

ん｝ を 開 示 し な け れ ば な ら な い。 こ の と き， 企 業

はつ ね に 資 産 タ イ プ を測 定 し，
知 り 得 た 真 の タイ

プ が最 低 水 準 と な る よ う な タイ プ 集 合 を 開 示 す る

逐 次均 衡 が 予 想 さ れる。 こ れ をう け て 投 資 家 は 企

業 の メ ッ セ ー ジａ に 含 ま れ る 最 低 水 準 の タ イ プ

ｍ１〃（ｄ） が， 真 の タ イ プ で あ る と いう 信 念 に も と

づ い て 価 格ρ・舳）を 提 示 す る・ こ の と き 企 業 は 拝

示 価 格 を つ ね に 受 諾 す る と 予 想 さ れ る か ら， す べ

て の 資 産 タイ プに つ い て 取 引 が 成 立 す る。 し た が

っ て， 虚 偽 報 告 規 制 ル ー ル の 下 で 得 ら れ る 市 場 の

効 率 性 は， 私 的 情 報 を 伝 達 す る こ と が で き な い ル

ー ル と 比 較 して 大 き く な る と 考 え ら れ る。

第 ３ の 情 報 開 示 ル ー ル は
，

企 業 が 資 産 タイ プ を

測 定 し た と き
， そ の 真 の タイ プ θ の み を 含 むメ ッ

セ ー ジ を 強 制 的 に 開 示 さ せ る （制 度 ＭＤ）。 も し

測 定 しな け れ ば 企 業 はａ：｛ｚ， ｍ， ん｝を 伝 達 す る。
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企業の情報 開示に対する情報開示ルールの影響 （野田）

Ｃ＝ ０

自 然

Ｃ＝１ （Ｃ＝ ２） Ｃ＝３

●

Ｃ ＝ ４

企一
簑 受 諸

拒 否

ρ雌
＾

ρ

測 せ ず

企 業

ρ

測 定 ル

” ρ

ρ

｛

ρ

測 せ ず

然・
㎜

ρ

測 定 ＾

ρ

’

｛

ρ

測 せ ず

測 定 ρ□

ρ

（ 企 業 ， 投 資 家 ）

（ 〃 ，
６・ ・ μ

十 ｅ ）

（ ＾ ， ｅ ）

（ ｛ ， か・ ＾ 十ｅ）

（ ふ ， ｅ ）

（ ρ ， 山 一ρ 十ｅ）

（ 心 ， ｅ ）

（ 〃 ， かパ 〃 十 ｅ）

（ ふ ， ｅ ）

（ ＾ ， ６パ ＾ 十ｅ）

（ ふ ， ｅ ）

（ ρ ，
＾ 一 ρ 十 ｅ ）

（ ＾ ， ｅ ）

（ ハ ，
＾ ・ 〃 十 ｅ ）

（ 止 ， ｅ ）

（ ＾ ，
６馬 一 ＾ 十 ｅ ）

（ 止 ， ｅ ）

（ ρ ，
＾ ・ ρ 十 ｅ ）

（ ＆ ， ｅ ）

（ μ ，
６・ 一 μ 十 ｅ ）

（ 山 ， ｅ ）

（ 〃 ，
６
・ ・ ＾

十 ｅ ）

（ 山 ， ｅ ）

（ ρ ，
６
・ ・ ρ

十 ｅ ）

（ 山
，

ｅ ）

（ 〃 ，
６１一 〃 寺 ｅ ）

（ 続 ｅ ）

（ ＾ ， ６１一｛ 十 ｅ）

（ ふ ，
ｅ ）

（ ρ ，
ム ・ ρ 十 ｅ ）

（ ６ ， ｅ ）

（ ハ ＾ 一〃 十 ｅ）

（ 損 ， ｅ ）

（ ρ・ ，
か ・ ρ馬

十 ｅ ）

（ 識
，

ｅ ）

（ ρ ，
ム ・ ρ

十 ｅ ）

（ ふ ， ｅ ）

図 １． 制 度 ＮＣ の 展 開 形
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こ の と き
，

Ｍａｔｔｈｅｗｓ ａｎｄ Ｐｏｓｔ１ｅｗａｉｔｅ （１９８５） の

分析 と 同 じ く，
パ ラ メ ー タ に 依 存 し て２つ の 異 な

る 逐 次 均 衡 が 予 想 さ れ る。 （〃 ・〃）／２ ＞ρ。 な ら

ば
，

企 業 は つ ね に 資 産 タイ プ を 測 定 し， 真 の タ イ

プの み を 含 む メ ッ セ ー ジ を 投 資 家 に 開 示 す る。 こ

れ に 対 し て （〃 ・〃）／２ ＜ρ。な ら ば， 企 業 が 資 産

タ イ プ の 測 定 を せ ず メ ッ セ ー ジ ａ ＝｛Ｚ， ｍ， ん｝を

開 示 す る。 ∂ ＝｛ｚ， ｍ， ん１ を 伝 達 し う る の は， 資

産 タ イ プを 測 定 し な かっ た 企 業 だ け で あ る こ と を

投 資 家 は 知 っ て い る か ら， 事 前 の 信 念 に した が っ

て 価 格ρ。を 提 示 す る。 ２ つ の 逐 次 均 衡 は 企 業 の

測 定 に つ い て 全 く 逆 の 選 択 を 予 想 す る も の の， い’

ず れも 任 意 の 資 産 タ イ プ に つ い て 取 引 が 成 立 す る

こ と を 予 想 す る か ら，
制 度ＮＣ に 比 べ て 市 場 の 効

率 性 を 大 き く す る も の と 予 想 さ れ る。

３． 実 験 方 法

実 験 は， ３つ の 情 報 開 示 ル ー ル と ２ つ の パ ラ メ

ー タ 集 合 か らな る ６ つ の 組 み 合 わ せ を ２ 回 ず つ 繰

り 返 し て 合 計１２ 回 の 実 験 セ ッ シ ョ ン を 実 施 し た。

表 １ に 示 し た ２ つ の 実 験 パ ラ メ ー タ の 集 合 は
，

Ｆｏｒｓｙｔｈｅ， Ｌｕｎｄｈｏ１ｍ ａｎｄ Ｒｉｅｔｚ （１９９９） の 実 験 研 究

が設 定 した も の と 同 じ で あ る。 各 実 験 セ ッ シ ョ ン

は４名 の 参 加 者２）か ら な り，（１）実 験 参加 者 へ の イ

ン ス ト ラ ク シ ョ ン・）
， （２）３０ 回 の 試 行， （３）ゲ ー ム

の 成 績 に 応 じ た 金 銭 報 酬 の 支 払 い か ら 構 成 さ れ

る 。

試 行 の は じ め に 実 験 者 は ４ 人 の 参 加 者 を ２ 組 の

ペ ア の どち ら か に 割 り 振 り，
各 ペ ア の 中 で だ れ が

企 業 ま た は 投 資 家 を 担 当 す る か を 決 め る４’。 続 い

て，
各 ペ ア の 企 業 プ レイ ヤ ー に， ３ つ の 資 産 タイ

プ のう ち，
ど れ が 真 の タイ プ で あ る か に つ い て 情

報 を 入 手 した い か， ま た は した く な い か を 実 験 者

に 意 思 表 示 を す る 機 会 が 与 え ら れ る。 情 報 入 手 を

選 択 し た 企 業 プ レイ ヤ ー に は
，

そ の 試 行 で 用 い ら

れ る 資 産 タ イ プ の 記 号 を 記 した カ ー ドが 実 験 者 よ

り 提 示 さ れ， そ う で な い 企 業 プ レイ ヤ ー に は 白 紙

の カ ー ドが 提 示 さ れ る。

情 報 伝 達 が で き な い ル ー ル （制 度 ＮＣ） で は，

企 業 プ レイ ヤ ー に よ る 情 報入 手 選 択 に つ づ い て，

投 資 家 プ レイ ヤ ー が ３ つ の 取 引 価 格 か ら ひ と つ を

選 ん で， こ れを 実 験 者 に 提 示 す る。 実 験 者 は そ の

投 資 家 プ レイ ヤ ー と ペ ア と な っ て い る 企 業 プ レイ

ヤ ー に 対 して，
投 資 家 プ レイ ヤ ー の 選 択 を 知 ら せ

る。 こ れ に も と づ い て 企 業 プ レイ ヤ ー は， 受 諾 ま

た は 拒 否 の い ず れ か を 選 択 し， そ の 試 行 で の プ レ

イ ヤ ー の 利 得 が 決 定 す る。 こ の ル ー ル の 下 で は
，

パ ラ メ ー タ Ｉ の と き タイ プｚの 資 産 の 取 引 だ け が

成 立 し， パ ラ メ ー タ Ｉ の と き に は タ イ プｚお よ び

タイ プ ｍ の 資 産 の 取 引 が 成 立 す る 均 衡 が 生 じる こ

と が 予 想 さ れ る。

虚 偽 報 告 規 制 ル ー ル （制 度 ＡＦ） で は， 情 報 入

手 の 選 択 に 続 い て， 企 業 プ レイ ヤ ー がメ ッ セ ー ジ

を 伝 達 す る。 メ ッ セ ー ジ は 資 産 タイ プを 示 す 記 号

Ｚ， ｍ， ん を 組 み 合 わ せ た 集 合 で あ る。 た だ し
，

企

業 プ レ イ ヤ ー が タイ プを 知 っ た と き に は， そ の タ

イ プ を メ ッ セ ー ジ に 含 め な け れ ばな ら な い。 こ の

表 １． 実 験 パ ラ メ ー タ‡

ｅ ｓ’ ｓｍ 舳 〃 ρ〃 〃 わ１ わ川 加

パ ラメ ー タ Ｉ ３５０

ノくラ メ ー タ ｎ ３５０

０ ２５０ ５００

０ ２５０ ５００

２００ ４５０

２００ ３００

６００ ２５０ ５５０ ８５０

６００ ２５０ ５５０ ８５０

傘
ｅ は 取 引 の 成 立 ・ 不 成 立 に か か わ り な く 投 資 家 に 与 え ら れ る 利 得 を 示 す。 ｓθは 資 産 タ イ プ が θ ∈ｌＺ， ｍ，

乃１で あ る 資 産 に

対 する 企 業 の 評価 を示 す。 ρθは 資 産 タイ プθ で あ る 資 産 の 取り 引 き 価 格 を 示 す。 わθは 資産 タ イ プ が θで あ る 資 産に 対 す

る 投 資家 の 評価 を 示 す。
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と き， 企 業 プ レイ ヤ ー は タイ プ情 報 を 入 手 す る 選

択 肢 を と り， 知 り 得 た タ イ プが メ ッ セ ー ジに 含 ま

れ る 最 低 水 準 と な る よ う な 情 報 開示 ａを す る と 予

想 さ れる。 こ れ に 対 し 投 資 家 プ レイ ヤ ー も ま た メ

ッ セ ー ジ に 含 ま れ る 最 低 水 準 の タイ プｍゴ〃（ａ） が

真 の タ イ プ で あ る と 予 想 し て 価 格ρ・１・（・）を 提 示 す

る と 予 想 さ れ る。

強 制 的 情 報 開 示 （制 度 ＭＤ） の と き
，

企 業 プ レ

イ ヤ ー は 資 産 タ イ プ の 情 報 を 入 手 し た な ら ば
， そ

の 記 号 の み を 含 むメ ッ セ ー ジ｛θ｝を 伝 達 しな け れ

ば な ら な い。 も し 入 手 し な け れ ば ｌＺ， ｍ， ん１を 伝

達 す る。 こ の ル ー ル の 下 で は， パ ラ メ ー タ Ｉ の と

き 企 業 プ レイ ヤ ー は 資 産 タ イ プ につ いて 無知 で あ

る 方 を 選 択 し，
パ ラ メ ー タ Ｉ の と き タ イ プ情 報 を

入 手 す る 方 を 選 択 す る 均 衡 が 生 じ る と 予 想 さ れ

る
。

４． 実 験 結 果

４．１ 市 場 の 効 率 性 に 関 する 結 果

本 実 験 で は， 投 資 家 プ レイ ヤ ー の 提 示 価 格 を 企

業 プ レイ ヤ ー が 受 諾 して 取 引 が 成 立 す る な ら ば
，

資産 タ イ プ を 所 与 と して 生 じ得 る 最 大 の 利 得 合 計

を 参加 者 ペ ア が 獲 得 す る。 した が っ て， も しそ の

情 報 開示 ルー ル が 市 場 に お い て 効 率 的 な 結 果 を も

た らす な ら ば， 企 業 の 受 諾 頻 度 が セ ッ シ ョ ン の 全

取 引 回 数 に 占 め る 比 率 が 大 き く な る と 予 想 さ れ

る。 こ れに も と づ い て 各 情 報 開 示 ル ー ル で 得 ら れ

た 比 率 を 示 し た の が 表 ２ で あ る。

表 ２ に も と づ い て， 制 度 ＡＦ と 制 度 ＭＤ で 得 ら

れた 効 率 的 な 取 引 の 比 率 を， そ れ ぞ れ制 度 ＮＣ の

比 率 と 比 較 す る た め に
，

パ ラメ ー タ ごと に 比 率 の

差 の 検 定 （片 側 検 定） を 行 っ た と こ ろ， い ず れ も

有 意 に 大き い こ と を示 した （い ず れ もρく．００００１）。

こ の 実 験 緒 果 は， 虚 偽 報 告 規 制 ル ー ル と 強 制 的 情

報 開 示 ル ー ル がと も に，
私 的 情 報 の 伝 達 が で き な

い ル ー ル に お け る 逆 選 抜 を 緩 和 す る こ と を 示 唆 し

て い た。

４．２ プ レイ ヤ ー の 意 思 決 定 に 関 す る 結 果

情 報 開 示 が で き な い ル ー ル （制 度 ＮＣ） に お い

て，
企 業 プ レイ ヤ ー は 資 産 タ イ プ の 情 報 を 入 手

し， こ れ に 対 して 投 資 家 は パ ラ メ ー タ Ｉ の と き 価

格 〃 を， パ ラ メ ー タ Ｉ の と き 価 格ρ。を 提 示 す る

こ と が 予 想 さ れ た。 こ れ に も と づ い て 企 業 プ レイ

ヤ ー が タイ プ に 関 す る 情 報 を 入 手 した 頻 度 を 求 め

た と こ ろ， ２４０ 回 の 選 択 機 会 す べ て に お い て 情 報

を 入 手す る 選 択 を し て い た。 さ ら に 投 資 家 プ レイ

ヤ ー に よ る 価 格提 示 を み る と， パ ラ メ ー タ Ｉ の と

き に価 格〃 を 提 示 した 頻 度 は１２０回 の 決 定 の う ち

６６回 （５５％），
パ ラ メ ー タ Ｉ の と き に 価 格ρ。を 提

示 し た 頻 度 は ７７ 回 （６４％） で あ っ た・。 ２ 項 検 定

（片 側 検 定） に よ れ ば， こ れ ら の 結 果 は 投 資 家 プ

レイ ヤ ー が無 作 為 に 価 格 を 選 択 し て 提 示 して い た

と い う 帰 無 仮 説 を 棄 却 し て い た （い ず れ もρ ＜

．
ＯＯ０１）

。

強 制 的 情 報 開 示 ル ー ル （制 度 ＡＦ） で は
，

企 業

プ レイ ヤ ー は つ ね に 資 産 タ イ プ に 関 す る 情 報 を 入

手 し， 知 り 得 た タ イ プが 最 低 水 準 と な る よう なメ

ッ セ ー ジ の 集 合 を 開 示 す る こ と が予 想 さ れ た。 実

験 デ ー タ に よ れ ば
， 制 度 ＡＦ の 実 験 セ ッ シ ョ ン に

お い て， 企 業 プ レ イ ヤ ー は２４０回 の 選 択 機 会 の う

ち ５ 回 を の ぞい て す べ て 資 産 タ イ プ に つ い て 情 報

を 入 手 す る 選 択 を して お り， 予 想 と 整 合 的 な 結 果

を し め し た。 さ ら に，
資 産 タ イ プ が ｍ で あ る こ と

を 知 っ た 企 業 ブ レイ ヤ ー の う ち９３％ （＝８１／８７）

が， ま た， 資 産 タイ プ がんで あ る こ と を 知 っ た 企

業 プ レイ ヤ ー の う ち９３％ （：７１／７６） が 予 想 に

合 致 した メ ッ セ ー ジ を 伝 達 し て い た。 ２ 項 検 定

（片 側 検 定） に よ れ ば
， こ れ ら の 比 率 は，

企 業 プ

レイ ヤ ー が ル ー ル の 認 め る メ ッ セ ー ジ 集 合 か ら 無

作 為 に 選 択 して い た 場 合 に 予 想 さ れる 比 率 よ り も
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表２． 市 場の効 率 性に 関す る実 験 結果

調 整 前ａ 調 整 後ｂ

ＮＣ ＡＦ ＭＤ ＮＣ ＡＦ Ｍ Ｄ

パ ラ メ ー タ Ｉ

パ ラメ ー タ Ｉ

．
５２

．
９３

（６２／１２０） （１１２／１２０）

．６５ ．
９４

（７８／１２０） （１１３／１２０）

．
９１

（１０９／１２０）

．
９０

（１０８／１２０）

．
３１

．
９１ ．８７

（２５／８１） （７８／８６） （６６／７６）

．
２６

．
９５

．
９０

（１２／４７） （３８／４０） （３５／３９）

ａす べて の 資 産タ イ プ （Ｚ， ｍ， ん） を 含 め た とき の 比 率 ；
ｂパ ラメ ー タ Ｉ の とき タイ プｍ と タイ プカ の資 産 に つ いて 企 業 プ

レイ ヤ ー が受 諾 した 比率 を、 パ ラメ ー タ Ｉ のと き タイ プ乃の 資産 につ い て、 企 業 プ レイ ヤー が 受 諾 した 比 率を 示 し て いろ。

企 業 プレイ ヤー と 投 資 家 ブ レイ ヤ ー が とも に 資 産タ イ プを 知っ て い る な ら ば任 意 の 資 産 タイ ブに つ いて 取 引 が成 立 す る と

予 想 さ れ る。 こ れ に 対 し て、 制 度 ＮＣ で は パ ラ メ ー タ Ｉ の そ き タ イ プ ｍ と タ イ プ 〃 の 資 産 の 取 引 が、 パ ラ メ ー タ Ｉ の と き

タイ ブｈ の 資 産の 取 引 が 成 立 し な いと 予 想 さ れ る。 制 度 ＮＣ に お い て この 逆選 抜 が生 じた と き に、 企 業 プ レイ ヤ ー が 受 諾

しな い （取引 が成 立 しな い） と予 想 さ れ る 資 産タ イ プ の み を使 っ て 比 率 を 求め た。

有 意 に 大 き い こ と を 示 し て い た （い ず れ も

ρ ＜．０００１）。 し た が っ て， 資 産 タ イ プ を 測 定 し た

企 業 プ レ イ ヤ ー が， メ ッ セ ー ジ を 開 示 す る と き

に， 知 り 得 た 真 の タイ プ が最 低 水準 と な る よう な

メ ッ セー ジ を 選 択 す る と い う 予 想 と 整 合 的 で あ っ

た と 考 え ら れ る。 一 方， 企 業 プ レイ ヤー の情 報 開

示 を 所 与 と し て， 投 資 家 プ レイ ヤ ー が そ の タイ プ

集 合 に 含ま れる 最 低 水 準 の タ イ プ に 対応 し た 価 格

仰 。（ａ）を 提 示 し て い た 比 率 は， パ ラ メ ー タ Ｉ の と

き ９５％ （１１４／ １２０） で あ り， パ ラ メ ー タ ＩＩ の と

き ９８％ で あ っ た （１１７ ／ １２０）。 こ れ ら の 結 果 よ

り， 虚 偽 報 告 規 制 ル ー ル に お ける 予 想 と 整 合 的 な

選 択 を 実 験 参 加 者 は と っ て い た も の と 考 え ら れ

る
。

実 験 モ デ ル の 予 想 と 異 な る 緒 果 を示 し た の は 強

制 的 情 報 開 示 ル ー ル （制 度 ＭＤ） で あ つ た。 パ ラ

メ ー タＩ の と き 企 業 プ レイ ヤ ー はタ イ プ情 報 を 入

手 す る も の の，
パ ラメ ー タ Ｉ の と き に情 報 を 入 手

し な い 選 択 を す る こ と が 予 想 さ れた。 し か し
，

実

験 デ ー タ に よ れ ば 企 業 プ レイ ヤ ー がタ イ プ を測 定

し た 比 率 は パ ラ メ ー タ Ｉ の と き ９０％ （１０８／１２０），

パ ラメ ー タ Ｉ の と き８９％ （１０７／１２０） で あ り， 設

定 した パ ラメ ー タ に 関 わ り な く，
企 業 プ レイ ヤ ー

は 資 産 タイ プ を 測 定 して い た こと が 明 ら か に なっ

た。 し た が つ て 制 度 ＭＤ の 実 験 緒 果 は，
パ ラ メ ー

タ Ｉ に つ い て の予 想 と 整 合 的 で あ っ た も の の，
パ

ラメ ー タ Ｉ に 関 す る 主 張 を 支 持 しな か っ た と 考 え

ら れ る。

５． お わ り に

本 論 文 は，
企 業 と 投 資 家 か ら な る ２ 人 ゲ ー ム を

分 析 し， ３ つ の 情 報 開 示 ル ー ル が 企 業 の 情 報 測 定

と 外 部 報 告 決 定 に 与 え る 影 響 を 実 験 検 証 した。 １２

回 の 実 験 セ ッ シ ョ ン か ら 得 ら れ た 検 証 結 果 は， 強

制 的 情 報 開 示 ル ー ル を 除 い て， 実 験 モ デ ル の 予 想

を 概 ね 支 持 し て い た。

私 的 情 報 の 伝 達 が で き な い ル ー ル の 下 で は， 企

業 プ レイ ヤ ー が測 定 し た 私 的 情 報 を 投 資 家 プ レイ

ヤ ー に 開 示 で き な い た め， 高 水 準 の 資 産 タ イ プの

取引 が 成 立 し な かっ た。 こ れ は 投 資 家 へ の 情 報 開

示 を と も な わ な い 私 的 情 報 の 測 定 が， 市 場 の 効 率

性 を 低 下 さ せ る こ と を 示 唆 して い た。 こ れ に 対 し

て 虚 偽 報 告 規 制 ル ー ル と 強 制 的 情 報 開 示 ル ー ル は

と も に 市 場 にお け る 情 報 非 対 称 を 解 消 し，
逆 選 抜

を 緩 和 す る 能 力 を も つ こ と を 示 した。

た だ し， 強 制 的 情 報 開 示 ル ー ル の 下 で， 企 業 が

私 的 情 報 を 測 定 し な い こ と が 予 想 さ れ た に も か か

＿ １６ ＿
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わ らず
，

実 験 で は企 業 プ レイ ヤ ー は ほ と ん どつ ね

に 情 報 を 測 定 す る 選 択 を し て い た。 こ の 理 由 と し

て 考 え ら れる の は， 企 業 プ レイ ヤ ー が タ イ プ を測

定 しな か っ た と き に到 達 さ れ る 情 報 集 合 に お ける

投 資 家 の 信 念 が，
逐 次 均 衡 が 要 請 す る 信 念 と な っ

て い な か っ た と い う も の で あ る・）。 ま た， 企 業 プ

レイ ヤ ー が 本 実 験 の 設 定 した 金 銭 報 酬 か ら で は な

く，
む しろ 社 会 的 文 脈 の 中 で 理解 さ れ る べ き 規 範

的 要 素 に も と づ い て 選 択 し て い た 可 能 性 も あ る。

本 実 験 の 参 加 者 は い ず れも， 会 計 学 を 履 修 した 経

営 学 部 学 生 ま た は 大 学 院 生 で あ っ た。 こ の よ う な

共 通 し た属 性 を も つ 参 加 者 が， 情 報 を測 定 す る 機

会 を 与 え ら れ た と き に， つ ね に 測 定す る 方 を 選 択

す る よ う に 強 く 動 機 づ け ら れ て い た 可 能 性 が あ

る。 も し そう で あ る な ら ば，
企 業 プ レイ ヤ ー は 後

続 の投 資 家 プ レイ ヤ ー に よ る 価 格 提 示 に 依 存 しな

い で
，

情 報 を測 定 す る 方 を 選 択 す る と いう 安 定 し

た 緒 果 が 生 じる で あ ろ う。 こ の 可 能 性 に つ い て

は， 他 の属 性 を もつ 参 加 者 （他 学 部 学 生） に よ る

追 試 実 験 を 行 い， 本 実 験 が 得 た の と 同 じ よう な 定

型 的 行 動 が 観 察 さ れ る か 調 査 す る 必 要 で あ る と 考

え ら れ る。

ま た 今 後 の 研 究 課 題 と して，（１脂 報 測 定 と 開 示

にと も なう 費 用 や， （２）私 的 情 報 の 開 示 に付 随 す る

監 査サ ー ビス の 購 入 決 定，（３）企 業 に よ る 資 産 タイ

プの 決 定
，

を考 慮 し て 実 験 モ デ ル を 拡 張 し， 本 論

文の 知 見 を どの 程 度 一 般 化 で き る か 検 討 す る こ と

が 必 要 で あ る。

Ｆｏｒｓｙｔｈｅ， Ｌ ｍｄｈｏ ㎞ ａｎｄ Ｒｉｅｔｚ （１９９９）
，

野 田 （１９９９） が 含

ま れ る。

２） １２ 回 の 実 験 セ ッ シ ョ ン に 参 加 し た 延 べ 人 数 は ９ 名 であ る。

そ の 内 訳 は
， 神 戸 大 学 経 営 学 部 生 ８ 名 （３ 年 生 ５ 名 と ４ 年

生 ３ 名） と 経 営 学 研 究 科 １ 名 か ら な る。 性 別 で は 男 性 ６ 名，

女性３名 で構成 されて いる。実験では 参加者を ４名と５名

の グ ル ー プ に 分 割 し
，

各 グ ル ー プを ２ つ の パ ラ メ ー タ と ３

つ の 情 報 開 示 ル ー ル を 組 み 合 わ せ た ６ つ の 実 験 セ ッ シ ョ ン

に そ れ ぞ れ１ 回 ず つ 参 加 さ せ た。 な お
，

実 験 所 要 時 間 は ２

時 間 か ら ２ 時 間 半 で あ り， 実 験 参 加 者 に 対 す る 金 銭 報 酬 は
，

１ 回 の 実 験 セ ッ シ ョ ン に つ き １ 人あ た り 平 均 ２
，
２００ 円 で あ

つ た。

３） 実 験 イ ン ス トラ ク シ ョ ン 用 紙 と 記 録 用 紙 は 筆 者 よ り 入 手 可

能 で あ る。

４） 参 加 者 の 組 み 合 わ せ と 役 割 は， 実 験 セ ッ シ ョ ン に 先 立 っ て

実 験 者 が 無 作 為 に 決 め た。 な お
，

各 参 加 者 に は 他 の どの 参

加 者 と ペ ア に な っ て い る か 知 ら さ れ な い。

５） 例 え ば， 企 業 ブ レイ ヤ ー が タイ プ 情 報 を 入 手 し な か っ た の

を 観 察 し た 投 資 家 ブ レイ ヤ ー が， タ イ ブ １ に 確 率 １ を 与 え
，

他 の 資 産 タ イ プ に確 率 Ｏ を 与 え る よ う な 信 念 に も と づ い て

価 格 提 示 を す る よ う な 完 全 ベ イ ズ 均 衡 （Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｂａｙｅｓｉａｎ

ｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍ） が 考 え ら れ る。

〈注〉

１） 自発 的 情 報 開示 研 究 の 理 論 分 析 と して はＧｒｏｓｓｍａｎ （１９８１），

Ｍｉ１ｇｒｏｍ （１９８１）， Ｊｏｖａｎｏｖｉｃ （１９８２）， Ｖｅｒｒｅ㏄ｈｉａ （１９８３），

Ｄｙｅ （１９８５）， Ｍａｔｔｈｅｗｓ ａｎｄ Ｐｏｓｔｌｅｗａｉｔｅ （１９８５）， Ｊｕｎｇ ａｎｄ

Ｋｗｏｎ （１９８８）， Ｄａ ｍｕｇｈａｎｄＳｔｏｕｇｈｔｏｎ （１９９０）， Ｗａｇｅｎｈｏｆｅｒ

（１９９０）， Ｆｅ１ｔｈａｍ ａｎｄ Ｘｉｅ （１９９２） が 含 ま れ る。 ま た 実 験

研 究 と し て は Ｆｏｒｓｙｔｈｅ， Ｉｓａａｃ ａｎｄ Ｐａ１ｆｒｅｙ （１９８９）， Ｋｉ㎎ ａｎｄ

Ｗａ１１ｉｎ （１９９０）， Ｋｉ㎎ ａｎｄ Ｗａ１１ｉｎ （１９９１ａ）， 晴 ㎎ ａｎｄ Ｗａｌ１ｉｎ

（１９９１ｂ）， Ｌｙｎｃｈ ｅｃ 〃． （１９９１）， Ｋｉ㎎ ａｎｄ Ｗａｌ１ｉｎ （１９９５），
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土壌汚染の会計
λ㏄０ω耐 加ｇ 力ｒ 〃０か０π㎜ｅ耐α７ 此 ｍ ωα抗０η 〃αω 胱ゴｅ８

阪 智 香（関西学院大学商学部）

α 励ｎ ∫ｎ加

要 約

わ が国 に お いて、 土 壌 汚染 の 実 態 が明 ら かに な り始 め、 企 業に と っ て は 巨額 の 浄 化 債務 の 負 担や 資 産価

値 の下 落 等 が 深刻 な 問 題と な っ て いる。 し か し、 こ れら の 土 壌汚 染 に 関 わる 環 境 負 債 や減 損 に つい て 扱う

会 計墓 準 が 存 在 しな い た めに、 企 業 が抱 える リ ス ク が財 務 諸 表上 に 適 切 に反 映 さ れ て いな い と いう 問 題 が

生 じて い る。 そこ で 本 稿で は、 過 去の 事 業活 動 に 関連 して 生 じた 土 壌 汚 染に 対 す る 環境 負 債 お よぴ 減 損 の

問 題に つ い て 論 じて い る。 ま ず、 既存 の 会計 基 準 にも と づ いて 環 境 負 債 お よぴ 減 損 を会 計 処 理 する 際 の留

意 点を 示 し た上 で、 既 存 の会 計 基 準を 前 提と した 会計 処 理 に は多 く の 判 断を 伴 な い、 カ’つ、 土 壌汚 染 等に

特 有の 不 確 実 性 が適 切 に反 映 さ れ ない、 また、 負 債の 計 上 と 減損 と の 区 分 が明 ら か にさ れ て い ない と いっ

た 問題 点 を 指摘 して い る。 そ の 上で、 環 境負 債 の 認識 ・ 測 定、 およ ぴ、 環境 問 題カ’ら 生 じた 減 損の 会 計処

理 を 包括 的 に 扱 う 独 立 した 会 計 基 準 の必 要 性 を提 案 して い る。
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Ｉ 土壌 汚染 の実 態と企 業への 影響

１． 土 壌 汚 染 の 実 態

最 近、 わ が 国 に お い て 土 壌 汚 染 の 問 題 がに わ か

に 注 目 さ れて き て い る。 汚 染 の 現 状 に つ い て は、

土壌 環境 基準 が 定 め ら れ て い る 重 金 属 と 有 機 塩 素

化 合 物 に よ る 汚 染 が 全 国 で 計３２ 万 カ 所 以 上 に 及

び、 土壌 汚 染 対 策 に か か る 費 用 は、 土 壌 汚 染 調 査

費用 が ２ 兆３，０００億 円、 土 壌 汚 染 浄化 費 用 が１１兆

円 の 合 計 １３ 兆 ３
，
０００億 円 と 推 定 さ れ て い る’）

。 こ

れ ら は、 過 去２０ ～３０ 年 も 前 に 廃 棄 さ れ た 有 害 物

質 によ っ て 進 行 し て き た 汚 染 が、 土 地 の 再 開 発 等

に よ る 調 査 で 明 ら か に な っ た も の で あ り、 今 後、

さ ら に 被 害 の 実 態 が 明 ら か に な れ ば汚 染 箇 所 数 は

ま す ま す 増 加 す る も の と み ら れ て い る。

現 在 の と こ ろ、 わ が 国 に は 土 壌 汚 染 を 直 接 規 制

す る 法 律 は な い が、 自 治 体 に よ る 指 導、 厳 格 な 条

例 や 要 綱 の 制 定、 社 会 的圧 力 等 に よ り、 企 業 が 汚

染 土 壌 の 浄 化 ・ 修 復 費 用 を負 担 しな け れ ばな ら な

い ケ ー ス が 多 く な っ て い る２）
。 ま た、 環 境 省 で は

２００２ 年 の 国 会 提 出 を 目 処 に ア メ リ カ の ス ー パ ー

フ ァ ン ド法 に 倣 っ た 土 壌 汚 染 防 止 法 案 の 検 討 に 着

手 し て い る よ う で あ る。 ス ー パ ー フ ァ ン ド 法 と

は、 土 壌 ・ 地 下 水 汚 染 の 汚 染 者 責 任 を 厳 格 に 問 う

法 律 で あ り、 浄 化 を 要 求 さ れ る 責 任 当 事 者 が き わ

め て広 範 で、 遡 及 責 任 や 連 帯 責 任 が 適 用 さ れる も

の で あ る ３）
。

２． 環 境 リ ス ク の 構 成 要 素

こ の よ う な 状 況 の 中 で、 企 業 は 様 々 な 環 境 リ ス

＿ １９ ＿
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ク に 直 面 す る よう に な っ て き て いる。 こ こ で、 環

境 リ ス ク と は、 企 業 活 動 を と り ま く 大 気 ・ 水 ・ 土

壌 ・ 天 然 資 源 ・ 動 植 物 お よ びそ れ ら の相 互 関 係 に

関 す る、 事 故 発 生 の 可 能 性 （Ｒｉｓｋ）、 そ の 可 能 性

の 潜 在 的 要 因 （Ｈａｚａｒｄ）、 事 故 そ れ 自 体 （Ｐｅｒｉ１）、

事 故 発 生 の 結 果 生 じ る 価 値 喪 失 （Ｌｏｓｓ） の 全 て

を 包 含 す る も の で あ る。

例 え ば、 土 壌 汚 染 の 原 因 と な る 有 害 物 質 が 持 つ

固 有 の 有 害 性 が Ｈａｚａｒｄ で あ り、 そ れ が 地 下 水 等

に よっ て 拡 散す る こ と に よ っ て 人 体 や 生 態系 に 悪

影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 がＲｉｓｋ、 実 際 に 起 き て し ま

っ た 汚 染 が Ｐｅｒｉ１ で、 そ の 経 済 的 損 失 が Ｌｏｓｓ と い

う こ と に な る４）。

は、 企 業 が こ の よ う な 重 大 な 環 境 リ ス ク に 直 面 し

て い る 場 合 で あ っ て も、 そ れ が 財 務 諸 表 上 に 反 映

さ れ ず、 そ の こ と に よ っ て 会 計 情 報 が 企 業 の 経 済

実 態 を 適 切 に 示 して い な い こ と も あ っ た。 そ こ

で、 以 下 で は、 汚 染 土 壌 に 関 す る 浄 化 ・ 修 復 責

任、 汚 染 資 産 の 価 値 下 落 の 問 題 に 焦 点 を あ て て、

そ の 環 境 負 債 ・ 環 境 偶 発 債 務 お よ び環 境 問 題 に よ

る 資 産 の 減 損 と い っ た 財 務 会 計 上 の 諸 問 題 に つ い

て 取 り 上 げる こ と と す る。 こ れ ら の 会 計 処 理 に つ

い て は、 主 と し て 国 際 会 計 基 準 （Ｉｎｔｅｍ ａｔｉｏｎａ１

Ａ ㏄ ｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ，
ＩＡ Ｓ） に も と づ い て 考 察

し て い る。

Ｉ 環 境負債 の会 計

３． 企 業 へ の 影 響

ま た、 企 業 を と り ま く 環 境 リ ス ク の 種 類 に は、

リ ー ガ ル リ ス ク、 マ ー ケ ッ ト リ ス ク、 イ メ ー ジ リ

ス ク 等 が あ る。 リ ー ガ ルリ ス ク は、 法 的 要 件 の 逸

脱 に 伴う リ ス ク お よ び 法 的 要 件 の 強 化 に 伴う リ ス

ク で あ る。 マ ー ケ ッ ト リ ス ク は マ ー ケ ッ ト 動 向 に

よ る リ ス ク、 イ メ ー ジ リ ス ク は 企 業 イ メ ー ジ の 低

下 に よ る リ ス ク で あ る。

例 え ば、 土 壌 や 地 下 水 の 汚 染 が 発 覚 し た 場 合、

企 業 は、 損 害 賠 償、 法 令 違 反 に 伴 う 罰 金、 操 業 停

止、 土 地 取 得 や 企 業 買 収 に 伴 う 環 境 負 債 の 継 承、

法 規 制 強 化 に よる 浄 化 や 修 復 責 任、 環 境 設備 投 資

と い っ た リ ー ガ ル リ ス ク に 直 面 す る。 ま た、 汚 染

資 産 の 資 産 価 値 下 落 や 暇 疵 担 保 責 任 と い っ た マ ー

ケ ッ ト リ ス ク、 お よ び、 不 買 運 動、 雇 用 や 資 金 調

達 の 困 難 と い っ た 社 会 的 信 用 や 事 業 に 影 響 す るイ

メ ー ジ リ ス ク に も 直 面 す る こ と と な ろ う５）
。

こ の よ う な 現 状 に お い て、 投 資 家 は、 土 壌 汚 染

が 企 業 の 財 政 状 態 や 経 営 成 績 に どの よ う な 影 響 を

及 ぼす か に つ い て、 ま た、 債 権 者 は、 土 地 を 担 保

と し た 融 資 が 回 収不 能 と な る 可 能 性 等 に つ い て、

関 心 を 寄 せ る よう に な っ て い る。 し か し こ れ ま で

１． 環 境 負 債 の 存 在

土 壌 汚 染 に 関 す る 環 境 負 債 と は、 当 該 土 壌 ・ 地

下 水 の 浄 化 ・ 修 復 に 要 す る 将 来 の 支 出 で、 負 債 の

認 識 規 準 を 満 た す も の で あ る。 負 債 に つ い て、

ＩＡＳＣ 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク で は、 過 去 の 事 象 か ら

発 生 し た 特 定 の 企 業 の 現 在 の 債 務 （ｏｂ１ｉｇａｔｉｏｎ）

で あ る と し て い る。 こ こ で、 債 務 と は、 あ る 一 定

の 方 法 で 実 行 ま た は 遂 行 す る 責 務 も しく は 責 任 で

あ り、 こ れ は 法 的 に 強制 さ れる 場 合 も あ る が、通

常 の 取 引 慣 行、慣 習 も しく は 良 好 な 取 引 関 係 を 維

持 し、 ま た は 公 正 と み な さ れる よ う に 行 動 した い

と い う 要 望 か ら も 生 じ る も の で あ る６’。

さ ら に、 ＩＡＳ 第３７ 号 「引 当 金、 偶 発 債 務 及 び

偶 発 資 産 （Ｐｒｏｖｉｓｉ㎝ ｓ，
Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ Ｌｉａｂｉ１ｉｔｉｅｓ ａｎｄ

Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ Ａｓｓｅｔｓ）」 で は、 現 在 の 債 務 を 生 じ さ

せ る 事 象 と し て、 法 的 債 務 と 推 定 債 務 を あ げて い

る。 こ こ で 推 定 債 務 と は、 確 立 さ れて い る 過 去 の

慣 行、 公 表 済 み の 方 針 ま た は 十 分 かつ 具 体 的 な声

明 に よ っ て、 企 業 が 他 の 利 害 関 係 者 に 一 定の 責 任

を 認 め る こ と を 明 ら か に し、 そ の 結 果、 当 該 企業

が そ の 責任 を 果 た す で あ ろ う と の 正 当 な期 待 を利

＿ ２０ ＿
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害 関 係 者 に 抱 か せ る 場 合 に、 企 業 の 行 動 か ら 導 き

だ さ れ る 債 務 と さ れ る７）
。 し た が っ て、 法 規 制 に

よ っ て 要 求 さ れな く と も、 企 業 が 自 ら の 環 境 方 針

に よ っ て 環 境 に 配 慮 し、 ま た は 浄 化 を 実 施 す る こ

と を 環 境 報 告 書 等 に お い て 公 言 して い る 場 合 に

は、 そ れ を 実 施 す る た め に 将 来 必 要 と な る 環 境 支

出 を 環 境負 債 と し て 認 識 す る こ と が 必 要 と な る。

２． 環 境 負 債 の 認 識

土 壌 の 浄 化 ・ 修 復 作 業 は 通 常 長 期 間 に 及 ぶ た

め、 将 来 の 支 出 時 期 や 金 額 に 不 確 実 性 を 伴 う こ と

が 多 く、 ま た、 浄 化 方 法 の 変 更 や 浄化 技 術 の 進 歩

に よ っ て も 影 響 を 受 け る。 そ の た め、 法 律 に も と

づ い て負 担 金 額 が 確 定 さ れ る 場 合 を 除 き、 引 当 金

に 該 当 す る か どう か が 論 点 と な る。 ＩＡＳ 第３７ 号

で は、 引 当 金 の 認 識 要 件 と して 次 の ３ つ を あ げ て

い る ８）
。

（ａ）企 業 が 過 去 の 事 象 の 結 果 と し て、 現 在 の （法

的 ま た は 推 定） 債 務 を 有 し て い る こ と。

（ｂ）債 務 の 弁 済 の た め に 経 済 的 便 益 を 有 す る 資 源

の 流 出 を 要 求 さ れ る 可 能 性 が 高 い こ と。

（Ｃ）債 務 の 金 額 に つ い て 信 頼 性 の 高 い 見 積 り が で

き る こ と。

実 際 の 認 識 時 点 は、 浄 化 ・ 修 復 の 対 象 と な る 土

壌 の 種 類 や 状 態 に よ っ て 異 な る が、 例 え ば、 訴 訟

や 補 償 請 求 の 査 定 に よ っ て、 過 去 の 事 象 が 原 因 で

当該企業が修復活動に参加する責任があると宣告

さ れ た 時 点、 ま た は、 そ の 可 能 性 が 高 く な っ た 時

点 な ど が あ げ ら れ る９）
。

な お、 上 記 の 引 当 金 の 要 件 を 満 た さ な い 場 合 に

は、 偶 発 債 務 に 該 当 す る か どう か に つ い て 判 断

し、 該当 す る 場 合 に は 開示 が 要 求 さ れ る こ と と な

る。 ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 引 当 金 と 偶 発 債 務 の 相 違

を 図 表 １ の よ う に 示 して い る。

ＩＡＳ 第３７号 で は、 偶 発 債 務 と して、 「可 能 性 が

あ る 債 務」 に 加 え て、 「現 在 の 債 務」 で あ っ て、

債務履行のために将来の経済的便益を有する資産

の 流 出 が 要 求 さ れ る 可 能 性 が 高 く な い か、 ま た

は、 十 分 に信 頼 可 能 な 測 定 が で き な い と いう 理 由

で 貸 借 対 照 表 に 計 上 さ れ な かっ た 債 務 も 含 め て い

る。 土 壌 浄 化 ・ 修 復 に 関 す る 将 来 支 出 に つ い て

は、 現 在 の 債 務 で あ る に も か か わ ら ず、 測 定 が 困

難 で あ る た め に 開 示 さ れ て い な い も の が多 かっ た

が、 偶 発 債 務 の 範 囲 が 広 が っ た こ と に よ り、 こ れ

らの 環 境 偶 発 債 務 の 開 示 が 改 善 さ れ る こ と と な ろ

う。

ま た、 ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 偶 発 債 務 の 種 類 ご と

に、 偶 発 債 務 の 性 質 の 簡 潔 な 説 明 と、 可 能 で あ れ

ば、 偶 発 債 務 の 財 務 的 影 響 額、 資 源 流 出 の 金 額 と

時 期 に 関 す る 不 確 実 性 の 兆 侯、 払戻 しを 受 け る 可

能 性 を 開 示 す る こ と を 要 求 し て い る１０）
。 環 境 偶 発

債 務 に つ い て も、 こ れ ら の 項 目 に つ い て、 経 営 者

図 表１ 引 当盆 と偶 発債 務の 相 違

過 去事 象 の 結 果と して、 （ａ）現 在 の 債務 ま た は （ｂ）完 全 に 企 業の 支 配 外 にあ る 一 つ 以 上 の 不 確 実な 将 来 事 象 の 発生 ま た は

不 発生 に よっ ての み そ の 存在 が確 認 で き る 可 能性 あ る 債 務、 の 履 行 によ り 将 来 の 経 済 的便 益 を 有 す る 資 源 の流 出 が 起 こ

る かも しれ な い場 合、

可能性

負債

開示

現 在 の 債務 が あ り、 資 源 流 出 を 要 求

さ れ る 可能 性 が 高 い。

引 当 金 を認 識 す る。

引 当 金 に関 す る 開示 が 必 要。

可 能 性 の あ る 債務 ま た は 現在 の 債 務

が あ り、 資 源の 流 出 を 要 求 さ れる か

も しれ な い が、 要求 さ れ な い可 能 性

が 高 い。

引 当 金 を 認 識 し ない。

偶 発 債 務 の 開示 が必 要。

可 能 性 の ある 債 務 ま た は現 在 の 債 務

が あ り、 資 源の 流 出 が 要 求さ れ る 可

能 性 が希 薄で あ る。

引 当 金 を 認 識 しな い。

開 示 も不 要。

出 所） Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｍ１ Ａｃｃｏｍｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｎｏ．３７
，

“Ｐｒｏｖｉｓｉ㎝ｓ，
Ｃ ㎝ｔｉｎｇｅｎｔ Ｌｉａｂｉ１ｉｔｉｅｓ ａｎｄ Ｃ ㎝ｔｉｎｇｅｎｔ Ａｓｓｅｔｓ，

” Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ａ．

＿ ２１ ＿
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の 判 断 を 反 映 し た 開 示 が な さ れる べ き で あ る。

３． 環 境 負 債 の 測 定

土壌汚染に関連する環境負債の具体的な要素と

して は、 浄 化 ・ 修 復 活 動 の 直 接 的 コス ト や、 当 該

活 動 に 携 わる と 予 想 さ れ る 従 業員 の 人 件 費 そ の 他

の 手 当 等 が 含ま れ る。 こ の よ う な 環 境負 債 の 金 額

は、 浄 化 活 動 の 方 法、 保 険 等 か ら の 回 収 額、 浄 化

活 動 の 期 間、 浄 化 技 術 の 進 歩、 共 同 浄 化 責 任 者 の

支 払 能 力 な ど に よ っ て 影 響 を 受 け る た め、 前 述 の

認 識 要 件（Ｃ）の、 信 頼 性 の 高 い 見 積 り を 行 う こ と

が 非 常 に 難 し い と さ れ て い る。 こ れ に つ い て、 ＩＡＳ

第３７ 号 で は、 例 え ば、 新 技 術 の 採 用 や 既 存 技 術

の 熟 練、 新 法 律 の 制 定 と い っ た、 債 務 の 弁 済 に 要

す る 金 額 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 合 理 的 に 予 測 さ れ

る 将 来 の 事 象 に つ い て、 十 分 に 客 観 的 な 証 拠 が あ

る 場 合 に は、 引 当 金 額 に 反 映 さ せ な け れ ば な ら な

い と し て い る。

ま た、 土 地 の 浄 化 ・ 修 復 作 業 は１０年 や２０年 と

い っ た か な り の 長 期 間 に 及 ぶ こ と も あ る が、 貨 幣

の 時 間価 値 の 影 響 が 重 要 な 場 合 は、 引 当 金 の 金 額

は債務の弁済に必要と見込まれる支出の現在価値

で な け れ ば な ら な い と し て い るｌｌ）
。

な お、 ＩＡＳ 第 ３７ 号 で は、 起 こ り う る 緒 果 を 一

定 の 幅 で 決 定 す る こ と が 可 能 な ら ば、 信 頼 性 の 高

い 見 積 り を 行う こ と が で き る と す る 立 場 を と っ て

い る。 ま た、 そ の 場 合 は、 最 善 の 見 積 り に よ る 計

上 を 求 め て い る１２ノ
。 た だ し、 見 積 り が 範 囲 を 伴 う

場 合、 見 積 範 囲 の どの 金額 が開 示 さ れ る か に よ っ

て、 投 資 家 の 判 断 に バ イ ア ス を 与 え る と い う 問 題

が 指 摘 さ れ て い る’３）
。 一 般 的 に 土 壌 汚 染 の 場 合、

汚 染 の 状 況 や 資 産 の 状 態 が 個 々 の ケ ー ス で 異 な

り、 類 似 の 汚 染 資 産 が存 在 し ない た め、 最 頻 値 と

し て の 最 善 の 見 積 額 を 決 定す る こ と は極 め て 困 難

で あ る。 そ こ で、 こ の よう な不 確 実性 に対 処 す る

た め に、 「期 待 値」 に よ る 見 積 方 法 も 示 さ れ て い

る １４）
。

こ れ らの 現 在 価 値 や 期 待 値 に 関 して は、 国 際会

計 基 準 委 員 会 で 現 在 価 値 プ ロ ジ ェ ク ト が進 行 中 で

あ り、 わ が 国 に お い て も、 一 部 の 金 融 商 品 や 退 職

給 付 偉 務 の 測 定 に 取 り 入 れ ら れ る よ う に なっ て き

て い る。 ま た、 ア メ リ カ で は、 財 務 会 計 概 念 書

（Ｓｔａｔｅ ｍ ｅｎｔ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａ１ Ａ ｃｃｏｕ ｎｔｉｎｇ Ｃ ｏｎｃｅｐｔｓ，

ＳＦＡＣ） 第 ７ 号 「会 計 測 定 に お け る キ ャ ッ シ ュ フ

ロ ー 情 報 と 現 在 価 値 の 利 用（Ｕｓｉｎｇ Ｃａｓｈ Ｆ１ｏｗ

Ｉｎｆｏｒｍ ａｔｉｏ ｎ ａｎｄ Ｐｒｅｓｅｎｔ Ｖ ａ１ｕｅｓ ｉｎ Ａ ｃｃｏｕｎｔｉｎｇ

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ）」 が２０００ 年 ２ 月 に 公 表 さ れ て い

る。 こ の 概 念 書 の 中 で、 環 境 修 復 負 債 が取 り 上 げ

ら れ、 企 業 に 活 動 の 実 施 を 要 求 す る よ う な債 務 の

公 正 価 値 は、 期 待 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ

に よ っ て 見 積 る こ と が 述 べ ら れ て い る ’５）
。

伝 統 的 な 測 定ア プロ ー チ が、 最 も 発 生 可 能性 の

高 い 最 善 の 見 積 額 を 用 い る の に 対 して、 期 待 キ ャ

ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ は、 発 生 可 能 性 の 範 囲

お よ びそ の 分布 に も と づ い て 期 待 キ ャ ッ シ ュ フロ

ー を 算 定 し、 そ れ を リ ス ク に も と づ き 修 正 した

後、 無 リ ス ク 利 子 率 で 割 引 く と い う も の で あ る。

伝 統 的 ア プ ロー チ は、 修 復 負 債 の よ う な類 似 の

資 産 ・ 負 債 が存 在 せ ず、 複 雑 な 測 定 上 の 問 題 を有

す る 項 目 に は有 効 で は な か っ た。 そ こ で、 対 象 と

な る 将 来 の キャ ッ シ ュ フ ロ ー を 直 接 分析 す る期 待

キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ を 用 い る こ と で、

時 期 が不 確 実 で最 善 の 見 積 り を 示 す こ と が で き な

い た め に 認 識 さ れ て こ な か っ た 環 境 負 債 の 測 定 が

可 能 と な る。

さ ら に、 こ れ ま で の 現 在 価 値 算 定 で はリ スク 等

を す べ て 割引 率 に 反 映 さ せ て しま う た め に、 不 明

確 と なっ て い た測 定 プ ロ セ ス の 検 証 可 能 性 を 高 め

る こ と に も な る。 環 境負 債 の 見 積 り に 範 囲 を 伴 う

場 合 も、 こ の ア プ ロ ー チ を 用 い る こ と で、 見 積 範

囲 の い ず れ か の 金 額 を 開 示 す る こ と か ら 生 じる 情

報利 用 者 の ミ スリ ー ドの 可 能 性 も 防 ぐこ と が で き
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る
。

期 待 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を 用 い て 土 壌 ・ 地 下 水 修

復 の た め の 環 境 負 債 を 測 定 す る に は、 ま ず 環 境 負

債 の 金 額 に 影 響 を 及 ぼ す 諸 要 素 を 明 ら か に し て、

す べ て の 起 こ り う る 緒 果 を そ れ ぞ れ の 確 率 によ っ

て 加 重 平 均 して 見 積 る こ と が 必 要 で あ る。 図 表２

で は、 修 復 が 必 要 と な る 可 能 性 が あ る 土 壌 の 範 囲

を ２，０００ ・ ４
，
０００ ・ ２０

，
０００ 立 方 ヤ ー ド、 支 出 が 要

求 さ れ る 可 能 性 の あ る 金 額 を １００ ・ ２００ ・ １０００

万 ド ル、 将 来 支 出 の 発 生 可 能 性 を ３０ ・ ６０ ・ １０ ％

と し、 同 様 に 地 下 水 修 復 処 理 に つ い て も、 処 理 期

間 を ２ ・ ４ 年、 金 額 を ２００ ・ ４００ 万 ド ル、 発 生 可

能 性 を ４０・ ６０ ％ と した 場 合 に 評 価 した 結 果 を 示

し た も の で あ る。

図 表 ２ で は割 引 を 考 慮 して い な い が、 本 来 は評

価 さ れ た 金 額５３０万 ド ル を 無 リ ス ク 利 子 率 で 割 引

い た も の が 環 境 負 債 の 測 定 金 額 と な る。

４． 環 境 負 債 の 潜 在 的 回 収 額 の 考 慮

環 境 負 債 の 測 定 に 関 し て さ ら に 考 慮 しな け れ ば

な ら な い こ と は、 潜 在 的 回 収 額 の 取 り 扱 い で あ

る。 つ ま り、 潜 在 的 回 収 額 が 見 込 ま れ る 場 合 に、

その金額を環境負債と相殺すべきかどうかという

問 題 で あ る。 環 境 負 債 に 関 連 す る 潜 在 的 回 収 額 と

し て は、 土 地 の 売 却 に よ る 正 味 受 取 代 金 や、 第 三

者 か ら の 回 収 額 等 を あ げ る こ と が で き る。

土地等の売却から期待される受取代金につい

て、 ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 資 産 の 予 想 売 却 益 は引 当

金 の 測 定 に あ た っ て 考 慮 し て は な ら な い と して い

る。 資 産 の 売 却 に よ る 回 収 額 を 考 慮 す る な ら ば、

図表 ２ 土 壌修 復 負債 の評 価例

土壌修復 地下水処理 金額 発生可能性 期待値

２ρＯＯ立 方 ヤー ド 処 理 ２年

１００万 ドル ２００万 ドル ３００万 ドル １８％ ５４万 ドル

発生 可 能 性３０％ ６０％

２，０００
立 方 ヤー ド 処 理４ 年

１００万 ドル ４００万 ドル ５００万 ドル １２％ ６０万 ドル

発 生可 能 性３０％ ４０％

４，ＯＯＯ
立 方 ヤ ー ド 処 理２年

２００万 ドル ２００万 ドル ４００万 ドル ３６％ １４４万 ドル

発 生可 能 性６０％ ６０％

４ρＯＯ立 方 ヤ ー ド 処 理４年

２００万 ドル ４００万 ドル ６００万 ドル ２４％ １４４万 ドル

発 生可 能 性６０％ ４０％

２０，ＯＯＯ立 方 ヤ ー ド 処 理２年

１ＯＯＯ万 ドル ２００万 ドル １２００万 ドル ６％ ７２万 ドル

発 生 可能 性１０％ ６０％

２αＯ００立 方 ヤ ー ド 処 理４年

１０００万 ドル ４００万 ドル １４００万 ドル ４％ ５６万 ドル

発 生 可能 性１０％ ４０％

計 １００％ ５３０万 ドル

出 所） Ｕ．Ｓ．Ｅｎｖｉｒ㎝ ｍ ㎝ｔａ１Ｐｒｏｔｅｃｔｉ㎝ Ａｇｅｎｃｙ， 吻 伽 加８ ｐｏ 伽 〃〃 励 凶７０〃ｍｅ 舳 川 ｏ舳 〃ｅｓ力ｒ Ｍｏηｏ８ｅ 〃 Ｄｅ 伽 ㎝一”ｏ灯〃ポ

Ａ Ｒ 〃ゴｅｗ ガ ルｏ〃ｏ〃ｅ πｃ乃〃 ψｅｓ（Ｕ．Ｓ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ａｇｅｎｃｙ， １９９６），ｐ．５８．
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仮に売却による回収額がその修復費用を超える場

合 に は、 引 当 金 を 設 定 す る 必 要 は な い と いう こ と

に も なり か ね な い か ら で あ る。 例 え ば、 修復 活 動

が 行 わ れて いる 土 地 の 価 格 が 上 昇 す れ ば、 引 当 金

額 が変 動 し、 極 端 な 場 合 に は 負 債 が 消 滅 す る と い

う 事 態 も 生 じる か ら で あ る。

ま た、 過 去 に 第 三 者 と 共 有 して い た 土 地 が汚 染

さ れて い た 場 合 や、 反 訴 ま た は 保 険 に よ っ て 第 三

者 か ら の 回 収 が 見 込 ま れ る よ う な 場 合 に つ い て、

ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 ほ ぼ 確 実 に 回 収 で き る 場 合 し

か回 収額 を 認 識 し て は な ら な い と して い る。 さ ら

に、 認 識 さ れる 回 収 額 は引 当 金 の 金 額 を 超 えて は

な らず、 回 収 額 は引 当 金 か ら 控 除 して は な ら な い

と し て い る。 ま た、 回 収 額 の 測 定 は、 負 債 金 額 の

測 定に 用 い ら れ た も の と 同 様 の 方 法 が 用 い ら れ る

べ き と さ れ て い る１６〕
。

なお、 環 境負 債 と 次 に 述 べ る 減 損 の 二 重 計上 は

回 避 さ れ な け れ ばな ら な い。

皿 土壌 汚染 と滅損 会計

土壌 汚 染 が 発 覚 し た 場 合、 当 該 土 地 の 資 産 価 値

が下 落 す る と 一 般 的 に は 考 え ら れ て い る。 こ れ に

つ い て、 環 境 負 債 と 相 殺 後 の 純 額 で み た 資 産 価 値

の 低 下 と い う 理 解 で あ れ ば 問 題 は な い が、 土 壌 汚

染 を 資 産 の 減 損 と し て 会 計 処 理 す る こ と で、 環 境

負 債 の 計 上 幸 免 れ る と 理 解 さ れ て は な ら な い。

滅 損 と は、 物 理 的 理 由 ま た は 経 済 環 境 の 変 化 に

より、 資産 の 帳 簿 価 額 の 全 額 を 回 収 す る こ と が で

き なく な っ た こ と を い う。 こ れ を 土 壌 汚 染 に 適用

す る こ と が 不 適 切 で あ る の は、 次 の 理 由 に よ る。

（ａ） 土 地 は 会 計 上 減 価 償 却 が な さ れ な い こ と か

ら も わ か る よ う に、 投 下 金 額 で あ る 帳 簿 価 額

を 回 収 す る こ と が 意 図 さ れ て い な い こ と。

（ｂ） 汚 染 土 地 に 滅 損 を 認 識 す れ ば、 当 該 土 地 を

浄 化 ・ 修 復 す る 義 務 が 認 識 さ れ な い こ と。

特 に（ｂ）は 重 要 で あ る。 減 損 は、 資 産 か ら獲 得

さ れ る 将 来 の 収 入 の 減 少 を 認 識 す る も の で あ る

が、 負 債 は 将 来 の 支 出 を 認 識 す る も の で あ り、 こ

の 両 者 は 会 計 上 明 確 に 区 別 さ れ な け れ ば な ら な

い。 汚 染 が 存 在 して い る 土 地 は、 浄 化 ま た は 修 復

し な け れ ば な ら な い の で あ り、 減 損 を 認 識 す る こ

と に よ っ て 浄 化 ・ 修 復 の 義 務 か ら 免 れる と 理 解 し

て は な ら な い。 した が っ て、 土 壌 汚 染 が 発 覚 し た

場 合 は、 基 本 的 に は 環 境 負 債 が 計 上 さ れ る べ き で

あ る。

た だ し、 次 の よ う な 状 況 にお い て は、 汚 染 土 地

に 関 連 し て 減 損 が 認 識 さ れ る こ と も あ り う る１７）
。

（ａ） 売 却 の た め に 保 有 し て い る 土 地 に 汚 染 が 発

覚 し た 場 合 で、 か つ、 売 却 に よ っ て 自 ら の 浄

化 ま た は 修 復 責 任 か ら 完 全 に 逃 れ る こ と が で

き る 場 合 は、 汚 染 が 売 却 に
一
よ る 収 入 の 滅 少 を

も た ら し た と し て 減 損 を 認 識 す る。

（ｂ） 土 壌 汚 染 の 発 覚 に よ っ て 活 動 を 申 止 しな け

れ ば な ら な い 事 業 体 に 長 期 的 に 投 資 を して い

た 場 合 で、 か つ、 自 ら が 浄 化 責 任 を 問 わ れ な

い 場 合 は、 当 該 投 資 の 減 損 を 認 識 す る。

減 損 の 会 計 処 理 に つ い て は、 国 際 的 に異 なる ２

つ の ア プ ロ ー チ が 存 在 す る。 ＩＡＳ 第３６ 号 「資 産

の 滅 損 （Ｉｍｐａｉ㎜ ｅｎｔｏｆ Ａｓｓｅｔｓ）」 で１ま、 滅 損 の 兆

侯 が あ る 資 産 に つ い て、 帳簿 価 額 が 回 収 可 能価 額

を 超 え る と き に、 回 収可 能 価 額 ま で 帳 簿価 額 を切

り 下 げ る と し て い る。 一 方、 ＦＡＳＢ は、 ２０００ 年 ６

月 に 公 表 した 公 開 草 案 咽 定 資 産 の 減 損 ・ 撤 去 お

よ び 処 分 活 動 に 伴 う 負 債 の 会 計 （Ａ㏄ｏｕｎｔｉｎｇ ｆｏｒ

ｔｈｅ Ｉ ｍ ｐａｉｒｍ ｅｎｔ ｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａ１ ｏｆ Ｌｏｎｇ－Ｌｉｖｅｄ Ａｓｓｅｔｓ

ａｎｄ ｆｏｒ Ｏ ｂ１ｉｇａｔｉｏｎｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｗ れｈ Ｄｉｓｐｏｓａ１

Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ）」 の 中 で、 ＳＦＡＣ 第 ７ 号 の 期 待 キ ャ ッ

シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ を 具 体 化 し て い る。 す な

わ ち、 保 有 ・ 利 用 目 的の 資 産 の 帳 簿 価 額 が 公 正 価

値 を 上 回 る 状 態 を 滅 損と し、 資 産 の 公 正 価 値 は 期

待 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ を 用 い て 見 積 る
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こ と を 求 め て い る。 た だ し、 現 実 的 な 理 由 か ら、

将 来 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー の 割 引 前 総 額 が 用 い ら れて

い る １８）
。

環 境 問 題 に 関 連 す る 減 損 で あ っ て も、 基 本 的 に

は他の資産の滅損と同様に会計処理されるべきで

あ る。 た だ し、 環境 関 連 の 投 資 を 資 産 と して 計 上

す る 際 の 資 本 化 の 判 断 規 準 と の 首 尾 一 貫 性 が 求 め

ら れ る。

に 適 切 に 反 映 さ れ て い な い と い え る。

そ こ で、 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク や 会 計基 準 に 適 合

し な い 現 行 の 会 計 実務 を 改 善 さ せ、 企 業 が直 面 し

て い る 環 境 リ ス ク を よ り 適 切 に 会 計 処 理 し、 開 示

す る 必 要 が あ る。 そ の た め に、 環 境 コ ス ト、 環 境

負債および環境問題から生じた減損を扱う首尾一

貫 し た 認 識、 測 定、 開示 の た め の 包 括 的 な 会 計 基

準 が 必 要 な 時 期 に 来 て い る と い え る。

〈注〉

ＩＶ’ 環境 会計 基準の必 要性

土 壌 汚 染 等 の 浄 化 に 係 る 環 境負 債 に つ い て の こ

れ ま で の 議 論 で は、 ほ と ん どの ケ ー ス で 汚 染 の 原

因 が 以 前 の 土 地 所 有 者 で あっ て 汚 染 責任 を 明 確 に

す る こ と が 困 難 で あ る こと や、 環境 負 債 の 測 定 に

多 く の 不 確 実 性 が伴 い見 積 り が 困 難 で あ る こ と な

どが 指 摘 さ れる に と どま っ て い た。

しか し、 汚 染 実態 の 把 握 や 法 規制 の 整 備、 あ る

い は、 土 壌 浄 化 の 経 験 が 蓄積 さ れつ つ あ る こ と を

背 景 と して、 浄 化 金額 の算 定の た め の 条 件 は 整 い

つ つ あ る。 土 壌 汚 染 の 問 題 が 企 業 の財 政 状 態 に 多

大 な 影 響 を も た ら し か ね な い 中 で、 す で に 存 在 す

る 環 境 汚 染 に つ い て、 企 業 は、 そ の 浄 化 ・ 修 復 の

た め の 環 境 負 債 を 財 務 諸 表 に 計 上 す る 必 要 が あ

る。 ま た、 土 壌 汚 染 の 問 題 を 単 に 土 地 の 減 損 と し

て 会 計 処 理 して し まう こ と の な い よう に、 減 損 が

認 め ら れ る 状 況 に つ い て も 明 ら か に す べ き で あ

る。

現 状 で は、 環境 コス ト や 環 境負 債 に つ い て、 既

存 の 会 計 基 準 にも と づ い て 会 計 処 理 を 行 お う と す

れ ば、 該 当 す る 基 準 を 識 別 し な け れ ば な ら ず、 そ

の 会 計 処 理 も 煩 雑 で、 か つ、 基 準 間 で 処 理 が 首 尾

一 貫 し て い な い と い う 問 題 も 生 じ て い る。 ま た、

環境負債に特有の不確実性等の問題が考慮されて

い な い た め に、 基準 の 解 釈 や 適用 が 企 業 に よ っ て

大 き く 異 な り、 企 業 の 環 境リ ス ク の 実 態 が 会 計 上

１） 土壌環境セ ンター 『我が 国における土壌 汚染対策費用の推

定一土壌汚染調査費用の推定、 土壌汚染浄化費用の推定一』

２０００ 年 ７ 月。

２） 土 壌 汚 染 に 関 連 す る 法 律 と し て は、 環 境 基 本 法 と 関 連 す る

環 境 基 準、
水 質 汚濁 防 止 法

、
環 境 影 響 評 価 法 等 が あ る。 特

に 水 質 汚 濁 防 止 法 は１９９６年 の 法 律 改 正 に よ り、 地 下 水 を 通

じ て 周 辺 に 被 害 を 与 え た 場 合、 汚 染 地 域 の 調 査 と 浄 化 の 命

令 を 出 す 権 限 が都 道 府 県 知 事 に 与 え ら れた。 ま た、 汚 染 原

因 者 に 遡 及 責 任 を、 土 地 所 有 者 に 浄 化 協 力 義 務 を 課 し た。

イ ン タ リ ス ク ・ ア ジ ア 航 測 株 式 会 社 『土 壌 と 地 下 水 の リ ス

ク マ ネ ジ メ ン ト」 工 業 調 査 会、 ２０００ 年、 ｐｐ．４８－５０．

３） ス ー パ ー フ ァ ン ド法 は 時 限 立 法 で１９９０年 以 降 更 新 さ れ て い

な い が、 現 在 で も 存 続 して い る。 しか し、 浄 化 費 用 が １ 件

２，０００万 ～３，０００ 万 ドル と 巨 額 で あ り、 リ ス ク 回 避 の 支 払 保

険 料 が 経 営 を 圧 迫 す る こ と も あ っ て、 結 果 と し て 汚 染 可 能

性 が 高 い 土 地 の 再 開 発 が 滞 る 等 の 弊 害 を 生 み 出 し た。 そ こ

で 巨 額 の 浄 化 負 担 を 見 直 し、 汚 染 を 完 全 除 去 す る 工 学 的 浄

化 か ら 自 然 浄 化 能 力 を 利 用 し た 方 法 に 代 わ り つ つ あ る。 こ

の 教 訓 を 生 か し て、 わ が 国 で 検 討 さ れて い る 土 壌 汚 染 の 浄

化 発 動 基 準 は、 土 地 利 用 状 況 に 応 じた 浄 化 の 発 動 要 件 お よ

び 対 策目 標 を 個々 に 設 定す る も の と な っ て いる。 西 村 実 「ス

ー パ ー フ ァ ン ド 法 の 挫 折 一 自 然 浄 化 能力 を 生 か す 方 向 で 修

正 一」 『日 経 エ コ ロ ジ ー』 第 １号、 １９９９年 ７月 他。

４） 黒 澤 慎 治 ・ 後 藤 敏 彦 ・ 西 川 正 義 編 ｒ戦 略 的 環 境 マ ネ ジ メ ン

ト シ ス テ ム」 日 科 技 連、 ２０００ 年、 ｐｐ．２２－２４．

５） 前 掲 書、 ｐｐ．２４－２６．
な お、 「日 本 経 済 新 聞 （２００１ 年２月 ３日

付 朝 刊）」 で は、
企 業 が抱 え る 土 壌 汚 染 等 の 環 境リ ス ク を 評

価 し、 金 融機 関 の 融 資 審 査 に 反 映 さ せ る 取 り 組 み が 本 格 化

して き た こ と を 伝 え て い る。

６） Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｎａ１ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｃｏｍ ｍｉｔｔｅｅ， 〃 舳 ｅｗｏ欣 力７

肋ｅ 〃ｅρ 〃０〃０〃 ０ 〃 〃ｅＪｅ 舳 〃０〃 ψ 舳 舳 Ｃ 〃 ∫ｆ０κ ｍｅ 舳

（Ｊ・１ｙ １９８９）， Ｐ… ．４９，
６０．

７ ） Ｉｎ ｔｅ ｍ ａｔｉｏ ｎ ａ１ Ａ ｃ ｃ ｏ ｕ ｎ ｔｉｎ ｇ Ｓｔａ ｎ ｄ ａ ｒｄ Ｎ ｏ
．
３ ７

，

“ Ｐ ｒｏ ｖｉｓｉｏ ｎ ｓ
，

Ｃ ｏ ｎｔｉｎ ｇｅｎｔ Ｌｉａ ｂｉ１ｉｔｉｅｓ ａ ｎｄ Ｃ ｏ ｎｔｉｎ ｇｅ ｎｔ Ａ ｓｓｅｔｓ
，

”
ｐａｒ

．
１０

．

８） 〃 ４ Ｐ・・．１４．

９ ） Ａ ｍ ｅｒｉｃａ ｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｃ ｅｒｔｉｆｉｅ ｄ 恥 ｂ１ｉｃ Ａ ｃｃ ｏｕ ｎｔａｎｔｓ
，

Ａｃ ｃｏ ｕｎｔｉｎｇ

Ｓｔａｎ ｄａｒｄｓ Ｄ ｉｖｉｓｉｏ ｎ，

“
Ｐｒｏｐ ｏｓｅ ｄ Ｓｔａｔｅ ｍ ｅｎｔ ｏｆ Ｐｏｓｉｔｉｏ ｎ： Ｓ Ｏ Ｐ ９６－１

＿ ２５ ＿
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２

Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｒｅｍｅｄｉａｔｉｏｎ Ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ” （ＡＩＣＰＡ
，

１９９６）． こ の

ＳｏＰ９６－１ は、 環 境 修 復 負 債 の 認 識、 測 定お よ び 開 示 に つ い

て 包 括 的 に扱 っ た 唯 一 の 会 計 ガイ ドラ イ ン で あ る。

１ ０） Ｉｎｔｅｒｌ１ａｔｉｏ ｎａ１ Ａ ｃｃｏ ｕｎｔｉｎ ｇ Ｓｔａ ｎｄ ａｒｄ Ｎ ｏ
．
３ ７

，
ｏρ．

ｃ か
， ｐ ａｒ

．
８ ６

．

１ １） 〃 〃
， Ｐ ａｒｓ

．
４ ５

，
４ ８

．

１２） 〃 ♂，Ｐａｒ．３６．

１３） 投 資 家 は、 見 積 り に 範 囲 を 伴 う 環 境 偶 発 債 務 につ い て、 最

大 額 を 開 示 した 企 業 に 対 して は よ り 高 い 不 確 実 性 を
、 最 小

額 を 開 示 し た 企 業 に 対 し て は よ り 低 い 不 確 実 性 を 期 待 す る、

と い う 実 証 研 究 の 結 果 が 示 さ れ て い る。 Ｊａｎｅ Ｋｅｍｅｄｙ，

Ｔ ｅｒｅ ｎ ｃｅ Ｍ ｉｔｃ ｈ ｅ ｕ ａ ｎ ｄ Ｓｔｅ ｐ
ｈ ａ ｎ Ｅ

．
Ｓ ｅｆｃｉｋ

，

“
Ｄ ｉｓｃ ｌｏｓ ｕｒ ｅ ｏ ｆ

Ｃ ｏ ｎｔｉｎ ｇ ｅｎ ｔ Ｅ ｎ ｖｉｒｏ ｎ ｍ ｅ ｎｔａ１ Ｌｉａ ｂｉ１ｉｔｉｅｓ： Ｓ ｏ ｍ ｅ Ｕ ｎｉｎｔｅ ｎ ｄ ｅ ｄ

Ｃ ｏ ｎｓｅｑｕ ｅｎｃ ｅｓ？
”

ノｏ 〃 〃 〃 ガ λ ｃｃｏ 〃 〃 加 ８ Ｒ ω ｅｏ ｃ乃
，

Ｖ ｏ１
．
３６

，
Ｎ ｏ．

２

（Ａｕｔｕｍｎ １９９８）， ｐｐ．２５７－２７７．

１ ４） Ｉｎｔｅ ｍ ａｔｉｏ ｎａｌ Ａ ｃｃｏ ｕｎｔｉｎ ｇ
Ｓｔａ ｎｄ ａｒｄ Ｎ ｏ．

３ ７
，

ｏρ． ｃ 〃
．， ｐ ａｒ．

３ ９
．

１５） Ｆｉｍｎｃｉａ１ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｂｏａｒｄ， Ｓｔａｔｅｍｅｎｔｏｆ Ｆｉｍｎｃｉａｌ

Ａ ㏄ ｏ ｍ ｔｉｎ ｇ
Ｃ ｏ ｎｃｅ ｐ

ｔｓ Ｎ ｏ．
７
，

“
Ｕ ｓｉｎ ｇ Ｃ ａｓｈ Ｆ１ｏ ｗ Ｉｎ ｆｏｒ ｍ ａｔｉｏｎ ａｎ ｄ

Ｐｒｅｓｅ ｎｔ Ｖ ａ１ｕｅｓ ｉｎ Ａ ｃ ｃｏ ｍ ｔｉｎｇ
Ｍ ｅａｓｕｒｅ ｍ ｅｎｔｓ

”
（Ｆ ｅｂ ｍ ａｒｙ ２ ００ ０）

，

ｐ ａｒ．
１ １７

．

１６） Ｉｎｔｅ ｍ ａｔｉｏ ｎａ１ Ａ ｃｃｏ ｕ ｎｔｉｎ ｇ Ｓｔεｍ ｄ ａｒｄ Ｎ ｏ
．
３ ７

，
ｏｐ．

ｃ 机
， ｐ 趾 ｓ

．
５ １－５３

．

１ ７） Ｃ ａ ｍ ｄｉａ ｎ Ｉｎ ｓｔｉｔｕｔｅ ｏ ｆ Ｃ ｈ ａｒｔｅｒｅｄ Ａ ｃｃ ｏｕ ｎｔａｎｔｓ
，

亙 〃 か ｏ η ｍ ｅ 〃 〃

Ｃｏ舳 ｏ〃 〃ｏ州 〃ｅｓｊλ㏄ｏ舳 伽８ ｍａ 舳 舳ｃ〃 Ｒｅρｏ〃加８

ふ ｍｓ（ＣＩＣＡ，１９９３）．
平 松 一 夫 ・ 阪 （谷 口） 智 香 訳 「環 境 会

計 一 環 境 コ ス ト と 環 境 負 債』 東 京 経 済 情 報 出 版、 １９９５ 年、

ｐｐ．１１６＿１１７．

１８） Ｆｉｎ ａ ｎ ｃｉａｌ Ａ ｃｃ ｏ ｕ ｎ ｔｉｎ ｇ
Ｓ ｔａ ｎ ｄ ａｒｄ ｓ Ｂ ｏ ａｒ ｄ

，
Ｅ ｘ ｐ ｏ ｓｕ ｒｅ Ｄ ｒａｆｔ

，

“Ａｃｃｏｍｔｉｎｇ ｆｏｒｔｈｅＩｍｐａｉｒｍｅｎｔｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａ１ｏｆ Ｌｏｎｇ－Ｌｉｖｅｄ

Ａ ｓｓｅｔｓ ａｎ ｄ ｆｏｒ Ｏ ｂ１ｉｇａｔｉｏｎ ｓ Ａ ｓｓｏ ｃｉａｔｅ ｄ ｗｉｔｈ Ｄ ｉｓｐ ｏｓａ１ Ａ ｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
”

，

（Ｊ㎜ｅ ２０００）． こ の 公 開 草 案 は、 ＳＦＡＳ１２１ 号 「長 期 性 資 産 の

減 損 及 び 処 分 予 定 の 長 期 性 資 産 の 会 計 処 理 （Ａ㏄ｏ㎜ｔｉｎｇｆｏｒ

ｔｈ ｅ Ｉ ｍ ｐ ａｉｒ ｍ ｅ ｎｔ ｏｆ Ｌ ｏ ｎ ｇ－ Ｌ ｉｖｅ ｄ Ａ ｓｓｅｔｓ ａｎ ｄ ｆｏｒ Ｌ ｏｎ ｇ －Ｌ ｉｖｅ ｄ

Ａｓｓｅｔｓｔｏ Ｂｅ Ｄｉｓｐｏｓｅｄ ｏｆ）」 の 実 施 に 伴 う 主 要 な 論 点 を 明 ら

か に し、 事 業 セ グ メ ン ト の 処 分、 お よ び、 処 分 に 伴 う 従 業

員 解 雇 給 付 や リ ー ス 契 約 中 断 に よ る 負 債 と い っ た、 処 分 予

定の固定資産や処分 活動に伴う負債 に関する統一的な会 計

を 確 立 し よ う と す る も の で あ る。

＿ ２６ ＿



／ ノー ト ∠

環 境保 全コス トの デイス ク ロ ー ジャー の

実態と問題点
〃 ω０８〃ｅ ψ 肋 柳ｏπ ｍπ ω 〃ｅ８ｅｒリα抗ｏ “ ０８応 ｏπ ０ｏψｏｒ耐ｅ

〃π０ゴｒ０π”Ｃｅητα７ 児ξρ０ｒｔ８

樋 口 豊 彦（税理士）

勿・肋・ 的 ｍ〃

國 村 道 雄（名古屋市立犬学）

〃 Ｃ〃０ Ｋシｎ５ｍｍｍ

要 約

わ が国 企業 は、 自発 的 に 環境 報 告 書を 発 行 する と い う 形で、 環 境 問 題に 関 心 を 持つ 投 資 家た ち の声 に ま

すま す 応 える よ う に なっ て きて い る。 しカ’し な がら、 環 境報 告 墓 準 の な い現 状 で は、 こ れ ら報 告 書 は、 著

しく ま ち まち で あ る。 本 稿 の目 的 は、 日 本 の 代表 的 企 業 の環 境 報 告 書を 調 査 し、 そ の 開 示 実態 の 現状 を 分

析 する こ と で ある。 そ こ で は、 ま ず、 環 境 報告 墓 準 の あ る べ きス テ ッ プは 環 境 保 全投 資 額 の 開 示で あ り、

次 に環 境 保 全 コ ス トの 開示 に 進 む べ き で ある こ と を 示 す。 環 境 保 全 コ ス トの 開 示 シス テ ム は、 １９９９ 年

に 環境 庁 か ら ガイ ドラ イ ン（案） と して 示 さ れ た。 そ こ で 最 後 に、 わ れ わ れ は、 こ の ガイ ドラ イ ン （案）

の 環境 保 全 コ ス トの 開 示 で 改善 す べ き 実務 上 の い く つ か の問 題 点 を 示 した。

Ｓｕｍ ｍａｒｙ

」ａｐａｎｅｓｅ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ ａｒｅ ｂｅｃｏｍｉｎｇ ｍｏｒｅ ｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅ ｔｏ ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ■ ｃｏｎｃｅｒｎｓ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
ｌ

ｂｙ

ｖｏｌｕｎｔａｒｉｌｙ ｉｓｓｕｉｎｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍ ｅｈｔａｌ ｒｅｐｏｒｔｓ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，

ｔｈｅｓｅ ｒｅｐｏｒｔｓ ｄｉｆｆｅｒ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ ｆｒｏｍ ｅａｃｈ ｏｔｈｅｒ ｄｕｅ

ｔｏ ｔｈｅ ａｂｓｅｎｃｅ ｏｆ ｅｎｖｉｒｏｎ ｍｅｎｔａｌ ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ ｓｔａｎｄａｒｄｓ．
Ｔｈｅ ｐｕｒｐｏｓｅ ｏｆ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｉｓ ｔｏ ａｎａｌｙｚｅ ｔｈｅ

ｐｒｅｓｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ｏｆ ｅｎｖｉｒｏｎｍ ｅｎｔａ１ｒｅｐｏｒｔｓ ｏｆ ｔｙｐｉｃａｌ 」ａｐａｎｅｓｅ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ．
ＦｉｒｓｔＩ ｗｅ

ｓｈｏｗ ｔｈｅ ｐｏｓｓｉｂ１ｅ ｓｔｅｐ ｔｏ ｔａｋｅ ｆｏｒ ｓｅｔｔｉｎｇ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｒｅρｏｒｔｉｎｇ ｓｔａｎｄａｒｄｓ． Ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｓｔｅｐ ｓｈｏｕ１ｄ ｓｔａｒｔ

ｆｒｏ ｍ ｔｈｅ ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ｏｆ ａｍｏｕｎｔｓ ｉｎｖｅｓｔｅｄ ｉｎ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ．ｔｈｅｎ ｄｅｖｅ１ｏｐ ｔｏ ｔｈｅ ｎｅｘｔｓｔｅｐ ｏｆ

ｄｉｓｃｌｏｓｉｎｇ ｔｈｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ ｃｏｓｔｓ．
Ａ ｔｅｎｔａｔｉｖｅ ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ｏｆ ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ

ｃｏｓｔｓ ｗａｓ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｔｈｅ 」ａｐａｎｅｓｅ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ａｇｅｎｃｙ ｉｎ １ ９９９
．

ＴｈｕｓＩ
ｆｉｎａｌｌｙ ｗｅ ｓｈｏｗ ｓｏｍ ｅ

ｐｒａｃｔｉｃａ１ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ ｉｎ ｏｒｄｅｒｔｏ ｉｍｐｒｏｖｅ ｔｈｅ ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ｏｆ ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ ｃｏｓｔｓ ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ．

１． は じ め に

環 境 問 題 へ の 関 心 の 高 ま り の 中 で 企 業 の 「環 境

報 告 書」 の 自 主 的 な 公 表 が こ こ 数 年 急 増 して い る

が、 環 境 会 計の 基 準 が 存 在 して い な い 現 状 に お い

て は、 環 境 会 計情 報 の 測 定 方 法 は 統 一 さ れ て お ら

ず、 そ の 緒 果 開示 さ れ る 環 境 会 計 情 報 も 当 然 な が

ら企 業 間 で比 較 可 能 な も の で は な い。 企 業 は 独 自

に 環 境 会 計 の 構 築 （「環 境 保 全 コス ト」 又 は 「環

境 投 資 額」 の 定 義 ・ 測 定） に 努 め て は い る が、 ま

だ一 部 の先 進 的 企 業 の み が 突 出 し、 産 業 間 に お い

て も、 ま た 同 一 産 業 内 の 企 業 間 に お い て も、 大 き

な 差異 を 有 し て い る の が 現 状 で あ る。 こ の よ う に

企 業 が環 境 会 計 に 取 り 組 み 始 め た 時期 に、 環 境 庁

の 「環境 保 全 コ ス トの 把握 及 び 公 表 に 関 す る ガイ

ドラ イ ン ～ 環 境 会 計の 確 立 に 向 け て （中 間 取 り ま

と め）」 （平 成１２ 年３月） が 発 表 さ れ た 三 と は 大

変 に 意 義 深 い。

環 境 庁 の 平 成１１ 年 度 の 「環 境 に や さ しい 企 業

行 動 調 査」 に お い て、
「環 境 保 全 コ ス ト に 係 る 投

資 額 や 費 用 を 他 と 区別 し て 集 計 して い る か」 と の

調 査 結 果 は、 予 算 に お い て は 上 場 企 業 の ２５．９ ％、

非 上 場 企 業 等 の１９．Ｏ％、 決 算 に お い て は 上 場 企

業 の ２４．７ ％、 非 上 場 企 業 等 の １６．６ ％ が 「投 資 額」、

「経 費」、 又 は 「両 方」 の 集 計 を 行 っ て い る と して

い る。 ま た 環 境 保 全 コ ス ト の 把 握 の 目 的 は、 「自

＿ ２７ ＿
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主 的 な 環 境 管 理 に お ける 目 標 実行 に伴 う コス ト 把

握」、 「環 境 保 全 投 資 に お ける 投 資効 果 分析」、 「規

制強化等における環境対策のコスト管理」 が挙げ

ら れ て い る。 一 方、 環 境 保 全 コ ス トの 集 計 に あ た

り、 「環 境 保 全 コ ス ト の 定 義 や 範 囲 が は っ き り せ

ず、 ど の 科 目 を ど の よ う に 集 計 す べ き か 分 ら な

い」、 「現 行 の 会 計 シ ス テ ム で は 特 別 な投 資 額 や 経

費 の 集 計 が で き る よ う にな っ て い な い」 等 の 問 題

点 が 指 摘 さ れ て い る。 ま た 「ガイ ドラ イ ン」 に つ

い て は、 上 場 企 業 の ４３．８ ％、 非 上 場 企 業 等 の

１９．６ ％ が そ の 存 在 ・ 内 容 を 知 っ て お り、 上 場 企

業 の９．９％、 非 上 場 企 業 等 の４．０
％ が 実 際 に 活用

して い る と 回 答 し、 今 後 の 環 境 保 全 コ ス ト の 把

握 ・ 集 計 等 の 推 進 の た め に は、 ６ 割 以 上の 企 業 が

「企 業 内 部 に お け る 環 境 保 全 コ ス トの 把 握、 集 計

等 に 関 す る 指 針、 ガイ ドラ イ ンの 作 成」 を 必 要 と

して お り、 「ガ イ ドラ イ ン」 へ の 関 心 の 高 さ が う

か が え る。

こ の よ う な 要 請 に応 え て、 環 境 庁 は 環 境 会 計 シ

ス テ ム を 確 立 し企 業 等 に 普及 さ せる こと は 環 境 政

策 上 有 意 義 で あ る と の 観 点 か ら、 平 成１１年 ３月

に 「ガイ ドラ イ ン」 で、 環境 保 全 コス ト （投 資 及

び コ ス ト） の 定 義 ・ 集 計 ・ 分 類 ・ 開 示 に つ い て の

指 針 を 示 し、 さ ら に 平 成１２ 年５月 に 「環 境 会 計

シ ス テ ム の 確 立 に む け て （２０００年 報告）」 で、 「効

果」 に つ い て も そ の 考 え 方 を 示 し て い る。 そ こ で

は 環 境 保 全 コス ト と 「効 果」 を 対 比 さ せ る こ と に

よ り、 企 業 等 に とっ て は、 自 社 の 環 境 保 全 へ の 取

組 を よ り 効 率 的 で 効 果 の 高 い も の に し て い く た め

の 経営 管 理 上 の 分 析 手 段、 社 会 に と っ て は、 統 一

的な枠組みを通して企業等の環境保全への取組状

況 を 理解 で き る 有 効 な 情 報 手 段 で あ る と の 認 識 を

示 し て い る。

こ れ に つ い て、 松 尾 （２０００） は “環 境 情 報 開

示 の 動 向” に お い て 環 境 会 計 の 主 た る 目 的 は 「ガ

イ ドライ ン」 が 示 す と お り、 環 境 コ ス ト ・ 環 境 負

荷 低 減 関 係、 す な わ ち 環 境 効 率 指 標 を 提 示 す る こ

と に あ る と し て い る。 ま さ に こ の 指 摘 は 正 し い。

しか しな が ら、 環境 保 全 コス ト に つ い て の 定 義 等

が 未 だ 定 ま ら な い 現 状 に お い て、 効 果 を 導 出 す る

こ と は よ り 高 度 に 技術 的 で あ り、 ま た 特 に 財 政 基

盤 が 脆 弱 な 中小 企 業 に とっ て は、 社 内 に お け る 環

境 情 報 シス テ ム の構 築 自 体 が は な は だ 困 難 で あ り

実 現 性 か ら見 れ ば 難 し い と い わ ざる を え な い。 中

小 企 業 を も 含 め て 幅広 く 社 会 的 に 環 境 会 計 の 浸 透

を 目 指 して 行く た め に は、 ま ず コ ス トに つ い て の

定義等の確立を最優先とすべきではないだろう

か 。

ま た 勝 山（１９９９）は “環 境 会 計 の 現 状 と 課 題” に

お い て 「ガイ ドライ ン」 は 企 業 に か か わ る 「環 境

保 全」 を 的 確 に 整 理 し て お り、 草 創 期 にあ る 環境

保 全 コ ス ト の 把 握 と 公 表 に あ た り 「環 境 保 全 コス

ト集 計 表」 を 示 す こ と に よ っ て、 実 務 担 当 者 によ

る コ ス ト の 把 握 が 容易 に な っ た と して 評 価 し て い

る。 た し か に、 実 務 に 指 針 を 与 え た と いう 意 味 に

お い て は 「ガ イ ドラ イ ン」 の 意 義 は 大 変 に 大 き

い。 し か し な が ら 「ガイ ドライ ン」 に 従っ て 実 際

に 環 境 報 告 書 を 分 析 し て み る と、 実務 レ ベ ル に お

い て は 「環 境 保 全 コ ス ト」 の 分 類 にお い て は 問 題

点 が多 く、 改 善 の 余 地 が か な り 多 く 残 さ れ て い る

も の と 思 わ れ る。

本 稿 の 目 的 は、 「ガイ ドラ イ ン」 の 公 表 用 Ｂ 表

（環境保全効果対比型） の項目を現在の代表的な

企 業 （東 証 １ 部 上 場 の５ 業 種２５社） の 環 境 報 告

書 が ど の 程 度 満 た して い る か を 検 証 し、 環 境 報 告

書 の あ る べ き 方 向 を 探 る こ と で あ る。 本 稿 は 「ガ

イ ドライ ン」 に 沿 っ て 「環 境 報 告 書」 を 分 析 す る

こ と を 目 的 と す る が、 「ガイ ドラ イ ン」 の 中 心 課

題 で あ る 「投 資」 ・ 「コ ス ト」 ・ 「効 果」 の う

ち、 「投 資」 ・ 「効 果」 は 分 析 の 対 象 か ら 外 し、

「コ ス ト」 の み を 対 象 と す る。 そ の 理 由 は、 「投

資」 に つ い て は 記 載 はあ る も の の、 「コ ス ト」 と

＿ ２８ ＿
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比較して金額の表示が少なく分析の対象にするに

は デ ー タ 数 か ら見 て 不 適切 と判 断 し た こ と、 さ ら

に 「効 果」 に つ い て は 事例 自体 極 め て 少 な い た め

に 同 様 の 理 由 に よ り、 分 析 対 象 か ら 外 し た。 「効

果」 に つ い て ソ ニ ー、 キ リ ン ビ ー ル、 富 士 通 の 事

例 を 見 る と、 ソ ニ ー （１９９８ 年 度） は 環 境 コ ス ト

と 環 境 効 果 の 対 比 と して コ ス トに お い て は 金 額 表

示、 効 果 に お い て は 物 量 表 示 を し て い る。 キ リ ン

ビ ー ル （１９９８年 度） は、 副 産 ・ 廃 棄 物 の 年 間 処

理 費用 と して 支 払 額 と の 対 比 と して 受 取 額 を 表 示

して い る。 富 士 通 （１９９９ 年 度） は 費 用 と 効 果 の

集 計 項 目 が そ れ ぞ れ 異 な り、 個 別 対 応 で は な い。

こ の よ う に 「効 果」 は「環 境 報 告 書」に お い て の

記 述 に 統 一 性 は 見 ら れ な い。

２． 環 境報 告書の 慨観

各 企 業 の 環 境 報 告 書 の 記 載 内 容 （一 部イ ン タ ー

ネ ッ ト上 で の 公 表 を 含 む） を も と に、 「ガイ ドラ

イ ン」 が開 示 を 目 指 す３つ の 課 題、 「投 資」 ・ 「コ

ス ト」 ・ 「効 果」 に つ い て の 概 観 を ま と め た も の

が、 次 の （表 １） で あ る。

表１ 環 境 報告 書の 慨観

投 資 コ ス ト 効 果

白動車産業 三菱自動車 無 有 無

トヨ タ 自動 車 有 有 無

マ ツ ダ 無 有 無

日 産 自動 車 無 有 無

ダイ ハ ッ エ業 無 有 無

家電産業 東芝 有 有 無

松 下 電 器 グル ー ブ 無 有 無

ソ ニ ー 有 有 有

日 本 電 器 有 有 無

日 立 製作 所 有 有 無

電力 ・ ガ ス 産 業 中 部 電力 有 有 無

東京電力 有 有 無

関西電力 有 有 無

東 京 ガス 有 有 無

大 阪 ガス 無 有 無

食晶 産 業 ア サ ヒ ビー ル 無 有 無

日 本 た ば こ産 業 有 有 有

キ リ ン ビ ー ル 無 有 有

宝酒造 有 有 無

サ ッ ポ ロ ビー ル 有 有 無

小 売産 業 三 越 有 有 無

イ ト ー ヨー カ 堂 無 有 無

ジヤ ス コ 有 有 無

ダイ エ ー 無 有 無

平和堂 無 有 無
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な お 表 中に お い て は、 「金 額 デー タ を 含 む記 述」、

「物 量 デ ー タ を 含 む 記 述」、 「文 章 だ け の 記 述」 な

どの 記 述 内 容 は 問 わ ず、 何 ら か の 記述 が ある も の

は す べ て 「有」 と し、 そ の 他 は 「無」 と す る。

「コ ス ト」 は、 記 述 の 内 容 は 企 業 ご と に 大 き く

異 な る が、 全 企 業 で 記 述 が 認 め ら れ る （詳細 は ３

で 述 べ る）。 こ の う ち、 小 売 産 業 の 一 部 で は、・寄

付、 助 成、 贈 呈 の 記 述 が あ る。

「投 資」 の 記 述 は、 「家 電 産 業」 ・ 「電力 ・ ガ ス

産 業」 ・ 「食 品 産 業」 に つ い て 多 い。 ま た、 三

越、 イ ト ー ヨ ー カ 堂 を 除 い て は 金 額 の 記 述 が 見 ら

れ る。

「効 果」 の 記 述 は 少 な い （３社）。 ソ ニ ー は 環 境

会 計 実 績 と し て、 １９９８ 年 度 か ら 公 表 を 始 め て い

る。 ま た、 キ リ ン ビ ー ル は 副 産 ・ 廃 棄 物 の 処 理 費

用 の 受 取 額、 宝 酒 造 は 副 産 物 販 売 収 入 の 記 述 で あ

る 。

３． 環境保全コス ト集計表 （環境庁 「ガ

イ ドライ ン」 公表用 Ｂ表）

こ こ で は （表 １） に お け る 「コ ス ト」 に つ い

て、 「ガイ ドラ イ ン」 の 「環 境 保 全 コ ス ト の 分 類」

の 中心 項 目 で あ る 「環 境 負 荷 低 滅 に直 接 的 に 要 し

た コス ト （直 接 環 境 負 荷 低 滅 コス ト）」 に つ い て、

公 表 用Ｂ 表 を 用 い て 詳 細 に 分 析 す る （表 ２）。

な お、 表 中 に お い て、 「１」 は 金 額 表 示 が あ る、

「２」 は 物 量 表示 が あ る、 「３」 は何 ら かの 記述 が

あ る、 と い う こ と を 示 し て い る。 ま た 「３」 に お

い て は 「％ 表 示」 を 含 む も の と す る。

ま た 表 中 「①」 と 表示 さ れ て い る も の は、 例 え

ば 「振 動 ・ 騒 音 防 止 の た め の コス ト ○ ○ 円」 と い

う 記 載 で あ り、 分 類 項 目 の ２ 以 上 に ま た が っ て い

て、 環 境 保 全 コ ス ト の 分 類 毎 に 明 確 に 区 分 が で き

な い 場 合 で あ る こ と を 意 味 し て い る。

表の 作 成 に あ た り、 基 本 的 に は、 各 社 の 環 境 報

告書 （末尾の参考文献参照） に記載されているタ

イ ト ル を 重 視 し て 項 目 の 特 定 を 行 っ て い る が、 タ

イ トル が ガイ ドライ ン の 分 類 に 合 致 しな い も の は

記 述 内 容 によ り 特 定 を 行 な っ た。 ま た 記 述 内容 が

２以 上 の 項 目 に ま た が っ て い る よ う な 場 合 に は 重

複 表 記 して あ る。

公 書 防 止 コ ス ト

１． 大 気 汚 染 の た め の コ ス ト

「家 電 産 業」・ 「電力 ・ ガス 産 業」・「食 晶 産

業」 に お い て は、 詳 細 な 記 述 が 見 ら れ る が、

「自 動 車 産 業」 に お い て は、 トヨ タ を 除 い て

具 体 的 な 記 述 が 少 な く、 「小 売 産 業」 に お い

て は 記 述 が な い。

こ こ で 留 意 す べ き こ と は、 た と え ば、 中 部 電

力 に お い て ＳＯｘ・ ＮＯｘ を、 大 気 汚 染 防 止 に 関

連 し て 記 述 し て い る の に 対 し、 キ リ ン ビ ー ル に

お い て は そ れ を 温 暖化 防 止 に 関 連 して 記 述 して

い る と い う よ う に、 各 企 業 に お い て 分 類 ・ 特 定

に 違 い が あ る。

２． 水 質 汚 濁 の た め の コ ス ト

「家 電 産 業」 ・「電 力 ・ ガス 産 業」 の う ち 電

力 ３ 社 ・ 「食 品 産 業」 の う ち２ 社 に お い て 詳

細 な 記 述 が あ る が、 「自 動 車 産 業」 に お い て

は ト ヨ タ を 除 き や や 具 体 性 に 欠 け、 「小 売 産

業」 に お い て は 記 述 が な い。

宝 酒 造 にお い て は 排 水 規 制 項 目 （カ ドミ ウ ム

な ど２６ 項 目） と し て、 規 制 値 ・ 自 主 基 準 ・ 実

測 値 の 記 述 が あ り、 ま た 東 芝 にお い て は 全 社 で

は なく 特 定 工 場 の 記 述 で は ある が、 水 質測 定 の

詳 細 な 記 述 が あ る。

３． 土 壌 汚 染 の た め の コ ス ト

「家 電 産 業」 の う ち２ 社、 「食 品 産 業」 の う

ち１社 の み に 記 述 が あ る。

東 芝 に お い て は 名 古 屋 分 工 場 の 地 下 水 問 題、

松 下 に お い て は 揮 発 性 有 機 化 合 物 に よ る 地 下 水

＿ ３０ ＿



環境 保 全 コ ス トの ディ ス ク ロ 〒 ジャ ー の 実 態 と問 題 点 （樋 口 ・ 國 村）

表２ 環 境保 全コ ス ト集 計表 （環 境庁 ガイ ドライ ン公 表用 Ｂ表 抜 粋）

環 境 保 全コ ス ト の 分類 自 動 車産 業 家 電 産 業 電力・ガス産業 食晶 産 業 小 売 産 業

一
二

菱

ト

ヨ

タ

マ

ツ

タ

日

産

ダ

イ

ノ、

ツ

松

下

ソ

ニ

１

Ｎ

Ｅ

Ｃ

日

立

中

部

電

力

関

西

ヨ三

力

ア

サ

ヒ

キ

リ

ン

サ

ツ

ポ

ロ

Ｊ

Ｔ

｛

、
７
’
口

一
二

越

ヨ

１

カ

堂

ジ

ヤ

ス

コ

ダ

イ

エ

１

、ノ

芝 京

電

力

京

ガ

ス

ガ

ス

大気 汚 染 防 止 の ため の コ ス ト ①

２

①

２

①

２

環 境負 荷

低 減 に直

接 的 に要

し たコ ス

ト （直 接

環境 負 荷

低 減コ ス

ト）

公 害 防止

コス ト

３ ２ ３ ３ ３ ２ ２ ２ ３ １

２

２ ３ ２ ２ ２ １

２

水 質 汚 濁 の た め の コ ス ト
’
３ ２ ３ ２ ３ ２ ２ ① ２ ①

２

①

３

３ １

２

１

２

土 壌 汚 染 の ため の コ ス ト ３ ２ １

騒 音 防 止 の ため の コ ス ト ３ ２ ３ ３ ３ ①

３

①

３

３ ①

振 動 防 止 の ため の コ ス ト ３ ３ ３ ① ① ①

３

３ ①

悪 臭 防 止 の ため の コ ス ト ３ ３ ３ １ ３ １

地 盤 沈 下 の ため の コ ス ト

その他の公害防止の ためのコスト １

地球 環 境

保 全 コ ス ト

温 暖 化 防 止の た め の コ ス ト ３ ２ ３ ２ ３ ２ ２ ① ２ ２ ①

２

２ ２ ①

２

２ ２ ２ ２ ３ １

２

２ ３ ２

オ ゾン層破壊防止のための コス ト ３ ２ ３ ３ ３ ２ ２ ① ２ ２ ２ ２ １

２

①

２

３ ２

省 エ ネ ル ギ｝ の た め の コス ト ３ ２ ３ ３ ３ ２ ２ ①

２

２ ３ ２ ① ２ ２ ①

２

２ ２ ２ ２ ２ ２

省 資 源 の た め の コ ス ト ３ ３ ３ ３ ２ ①

２

２ ３ ２ ２ ２ ① ２ １

２

２ ２

節 水、 雨 水 利 用 等 の た め の コス ト ３ ２ ２ ２ ２ ２

その 他の地 球環境保 全のた めのコス ト ２ ３ ２ ３ ２ ３ ３ ３ ３ ２ ２ ２

産 業 廃 棄 物 の 減 量 化、 削 減 の

た め の コ ス ト

３ ２ ３ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １

２

２ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ３ ２産 業 廃 棄 物

及 び事 業 系

一 般 廃 棄 物

の 処 理 ・ リ

サ イ ク ル コ

ス ト

産 業廃 棄 物 の 処 理 ・ 処 分 （埋

立 を含 む） の た め の コス ト

３ ２ ①

２

２ ３ ２ ① １ １

産 業 廃 棄 物 の リ サ イ ク ル 等 の

コ ス ト

３ ２ ３ ２ ２ ①

２

２ １ ２ ３ ２ ２ ２ １ ２ ２ ２

事 業系 一 般 廃 棄 物 の 減量 化、

削 減の た め の コ ス ト

３ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ３ ２

事 業系 一般 廃棄 物の 処理 ・処 分

（埋 立） のた めの コス ト

２ ２ ２

事 業系 一般 廃棄 物のリ サイ ク ル

等 の ための コス ト

３ ２ ２ ３ ２ ２ ２ ２ ２ ３

その 他

「１」 は金 額 表示 が ある、 「２」 は物 量 表示 があ る、 「３」 は何 ら か の記 述 が ある、 と いう こと を 示 して いる。 ま た 「３」 に

お い て は 「％ 表 示」 を 含 む も のと す る。 ま た 表中 「①」 と 表示 さ れ て いる も の は、 例 え ば 「振 動 ・ 騒音 防 止 の ため の コ ス

ト○ ○ 円」 と いう 記 載 で あ り、 分 類 項 目 の ２ 以上 に ま た がっ て い て、 環 境 保 全 コ ス ト の分 類 毎 に 明確 に 区 分 がで き な い 場

合 で あ るこ と を 意 味 して い る。

＿ ３１ ＿



● 現 代 ディ ス ク ロ ー ジャ ー 研 究 ● ２００１ 年３ 月 Ｎｏ．２

汚 染 の 記 述 と 今 後 の 対 策 に つ い て の 詳 細 な 記 述

が あ る。 宝 酒 造 に お い て は 環 境 コ ス ト と し て、

土壌汚染防止 （薬液タンク防液堤） の経費額の

記 述 が あ る。

４． 上 記 以 外 の 公 害 防 止 コ ス ト

騒 音 防 止 の た め の コ ス ト・ 振 動 防 止 の た め の

コ ス ト ・ 悪 臭 防 止 の た め の コ ス ト に つ い て

は、． ひ と ま と め で の 記 述 が 多 く 見 ら れ、 具 体

的 な デ ー タ の 記 述 が 少 な い。

宝 酒 造 に お い て は 悪 臭 防 止 と し て 焼 却 設 備 脱

臭 装 置、 騒 音 ・ 振 動 防 止 と し て 防 音 壁 装 置 の 経

費 額 の 記 述 が あ る．。

地 盤 沈 下 の た め の コス ト に つ い て は、 記 述 が

な い。

そ の 他 の 公 害 防 止 の た め の コ ス ト に つ い て

は、 ＪＴ に お い て 環 境 対 応 経 費 の 中 で、 法 規 制

対 応 費 と して 金 額 の 記 述 が あ る。

地 球 環 境 保 全 コ ス ト

１． 温 暖 化 防 止 の た め の コ ス ト

全 産 業 に お い て （ダイ エ ー、 平 和 堂 を 除 く。）

幅 広 く 記 述 が 見 ら れる。 「気 侯 変 動 枠 組 み 条 約

第 ３ 回 締 約 国 会 議」 （ＣＯＰ３） で 採 択 さ れ た 京

都 議 定 書 （９７年 １２月） で 定 め ら れ た 温 室 効 果

ガ ス の 種 類 は、 二 酸 化 炭 素 （Ｃｏ 。） ・ メ タ ン

（ＣＨ 。） ・ 亜 鉛 化 窒 素 （Ｎ ．０） ・ ハ イ ド ロ フ ル

オ ロ カ ー ボ ン （ＨＦＣ） ・ パ ー フ ル オ ロ カ ー ボ ン

（ＰＦＣ） ・ 六 フ ッ 化 硫 黄 （ＳＦ ６） と な っ て い る

が、 全 産 業 に お い て の 記 述 は Ｃ０２ だ け で あ る。

「電 力 ・ ガ ス 産 業」 の 電 力 ３ 社 に お い て は、

原 子 力 発 電 が Ｃ０２の 削 減 の 決 め 手 で あ る と の

共 通 の 記 述 が あ る。

２． オ ゾ ン 層 破 壊 防 止 の た め の コ ス ト

「食 品 産 業」・ 「小 売 産 業」 に お い て の 記 述

が 少 な い。

松 下 に お い て、 オ ゾ ン層 を 破 壊 す る 主 な 原 因

と さ れ る 特 定 フ ロ ン （ＣＦＣ） は、 家 電 製 品 や 電

子 部 品 の 洗 浄 剤 な ど に 使 用 さ れ て い た が、 ９５

年 度 末 に は 全 廃 した と の 記述 が あ る よ う に、 他

の 企 業 も 全 廃 し た と の 記 述 が 多 く 見 ら れ る。

３． 省 エ ネ ル ギ ー の た め の コ ス ト ・ 省 資 源 の た め

の コ ス ト

省 エ ネ ル ギ ー の た め の コ ス ト と省 資 源 の た め

の コ ス ト は、 厳 密 に 区 分 す る こ と が 難 し い が、

全 産 業 に お い て 幅 広 く 記 述 が 見 ら れ る。

ＮＥＣ に お い て、 省 エ ネ ル ギ ー 活 動 と し て エ

ネ ル ギ ー の 使 用 効 率 を 高 め て Ｃ０２の 排 出 抑 制

に 寄 与 す る コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン ・ シ ス テ ム

（熱電供給） の導入実績についての記述がある

が、 他 の 企 業 も コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン ・ シ ス テ

ム の 記 述 が 多 い。 ま た 省 資 源 は、 リ サイ ク ル と

関 連 して 記 述 さ れ て い る こ と が 多 い。

４． 節 水、 雨 水 利 用 等 の た め の コ ス ト

「自 動 車 産 業」 に お い て ト ヨ タ１ 社、 「家 電

産 業」・「小 売 産 業」 に お い て そ れ ぞ れ２社 に 記

述 が あ る。

ソ ニ ー に お い て、 水 資 源 の 有 効 利 用 と し て 省

資 源 に 関 連 して 記 述 さ れ て い る よ う に、 他 の 企

業 も 省 資 源 に 関 連 して 記 述 し てい る こ と が 多 い。

５． そ の 他 の 地 球 環 境 保 全 の た め の コ ス ト

そ の 他 の 環 境 保 全 の た め の コ ス ト は、 「自 動

車 産 業」 に お い て は、 交 通 環 境 改 善 に よ る 環 境

負 荷 の 削 減 の 観 点 か ら、 高 度情 報 通 信 を 利用 し

た 道 路 交 通 に お け る 管 理 シ ス テ ム （ＩＴＳ） に つ

い て、 「家 電 産 業」 に お い て は、 科 学 物 質 の 管

理 と して 環境 汚 染物 質の 排出 ・移 動 登録 （ＰＲＴＲ）

に つ い て、 「電 力 ・ ガ ス 産 業」 の う ち 電 力 ３ 社

にお い て は、 放 射 性 廃 棄 物 の 管 理 につ い て の 記

述 で あ る。

産 業 廃 棄 物 及 び 事 業 系 一 般 廃 棄 物 の 処 理 ・ リ サ イ

クルコスト

＿ ３２ ＿



環 境 保 全コ ス トの デ ィ ス ク ロー ジ ヤ ー の 案 態と 問 題 点 （樋 口 ・國 村）

ＮＥＣ ・ ＪＴ ・ 東 京 ガ ス に お い は、 産 業 廃 棄 物 と

一 般 廃 棄 物 の 区 分 を し て 記 述 して い る が、 他 の 企

業 は 産 業 廃 棄物 の 記 述 の み、 も しく は単 に廃 棄 物

と し て 記 述 し て い る と こ ろ が多 い。

ま た、 廃 棄 物 の 減 量 化、 削 減 ・ 処 理 ・ 処 分、 リ

サイ ク ル は相 互 に 関 連 し て い る た め、 一 連の 過 程

と し て 厳 密 な 区 分 は 難 し い。

以 上 の 分 析 か ら、 「コ ス ト」 に お い て は 産 業 間

に お い て も、 同 一 産 業 内 の 企 業 間 に お い て も、 大

き な 差 異 が 見 ら れ る。 全 般 的 に 見 て 「金 額 表 示」

は極 端 に 少 な く 「物 量 表 示」 に お い て も 少 な く、

や っ と 「何 ら か の 記 述 が あ る」 と い う 状 況 で あ

る。 「ガイ ドラ イ ン」 が 公 表 さ れた こ と は、 「環 境

保 全 コ ス ト」 の 定 義 と 測 定 方 法 が 示 さ れ た と い う

意 味に お い て は 評 価 で き る。 し か し、 現 状 の 環 境

報 告 書 の 分 析 か ら 見 て み る と、 そ の ギ ャ ッ プは あ

ま り に も 大 き い と い わ ざる を え ず、 理 想 は 高 く 超

え る べ き ハ ー ドル は 高 い。 大 企 業 に お い て さ え も

こ の よ う な 現 状 で あ り、 中小 企 業 に お い て は よ り

険 しい こ と が 予 想 さ れ、 現 時 点 に お い て は 実 行 可

能 性 と い う 観 点 か ら 見 る と 限 界 が 感 じ ら れ る。

ま た、 こ の 「ガイ ドラ イ ン」 に も と づ い て 実 際

に 分 類 す る 場 合 に、 「公 害 防 止 コ ス ト」 と 「地 球

環 境 保 全 コ ス ト」 及 び 「省 エ ネ ル ギ ー」 ど 「省 資

源」 な どに 重 複 部 分 が 多 く、 ま た 廃 棄 物 の 「滅 量

化 ・ 削 減」 ・ 「処 理 ・ 処 分」 ・ 「リ サ イ ク ル」 の 一

連 の 過 程 の 区 分 が 困 難 で あ る な どの 間 題 点 を 指 摘

し て お き た い。

以 上 見 て き た よ う に 「環 境 報 告 書」 の 開 示 の 現

状 と 実 行 可 能 性 の 視 点 か ら 次 の よ う な 提 言 を した

い。 ま ず 第１ に、 「環 境 保 全 コ ス ト」 の 分類 を さ

らに 整 理 統 合 す る と と も に、 例 え ば 「温 暖 化 防 止

の た め の コ ス ト」 に 含 ま れ る 科 学 物 質 は Ｃｏ。で

あ る と い う よ う に、 分 類 項 目 毎 に 該 当 す る 科 学 物

質 の 範 囲 を 暫 定 的 に で も 特 定 す る こ と が 必 要 で あ

る。 第 ２ に、 比 較 的 に 多 い 「物 量 表示」 か ら 「金

額 表 示」 へ と 段 階 的 に 進 め る こ と が、 現 実 的 な 問

題 と し て 企 業 に お い て は 取 り 組 み や す い で あ ろ

う。 第 ３ に、 特 定 ・ 集 計 の し や す い 「環 境 投 資

額」 の 公 表 を 促 し、 次 に 「環 境 保 全 コス ト」 の 開

示 へ と 進 む こ と が よ り 現 実 的 な の で は な い か。 第

４ に、 こ の 「ガイ ドラ イ ン」 は 当 然 の こ と な が

ら、 企 業 又 は 産 業 の 個 別 的 な 特 殊性 を排 除 し 普 遍

的 な 様 式 を 模 索 して い る た め、 そ の 産 業 の 特 殊 性

が 表 示 し にく い。 産 業 毎 に 十 分検 討 し、 産 業 別 さ

らには企業規模別の統一基準の確立を急ぐべきで

は な い だ ろ う か。

環 境 会 計 を構 築 す る こ と は、 現 行 の 会 計 シス テ

ム に 大 き な 変 更 を 迫 り、 大 き な 追 加 的 コ ス ト が 必

要 と な る こ と も予 想 さ れ る。 そ の た め 人 材 面、 資

金 面 を 含 め た 企 業 体 力 の あ る 大 企 業 以 外 に は、 環

境 会 計 の 導 入 は 困 難 で あ る と 予 想 さ れる た め、 大

企業のみならず中小企業をも対象とした実行可能

性 の 視 点 か ら 「ガイ ドライ ン」 の さ ら なる 改 善 を

要 望 す る。

４． む す び

本 稿 に お い て は、 「コ ス ト」 に つ い て の み 検 証

し て い る。 「ガイ ドラ イ ン」 に お け る ３つ の 重 要

課 題 で あ る 「投 資」・ 「効 果」 に つ い て は 「環 境

報 告 書」 に お い て 記 述 量 が 少 な い と の 理 由 か ら 検

証 の 対 象 か ら 除 い て い る。 ま た 「環 境 報 告 書」 を

公 表 す る 企 業 数 自 体 も 多 く な く、 検 証 の 精 度 は 高

く な い か も し れ な い。 しか し環 境 会 計 の 一 つ の 指

針 と し て 「ガイ ドライ ン」 が 公 表 さ れた こ と は 大

変 に 意 義 深 く、 こ の 「ガイ ドラ イ ン」 の 公 表 に よ

り、 今 後 「環 境 報 告 書」 の 発 行 は 年 々 増 加 し、 そ

の 精 度 も 上 が っ て い く も の と 期 待 さ れ る。

「ガイ ド ラ イ ン」 に お け る 「環 境 会 計」 は 「制

度 会 計」 の 枠 組 み の 外 に お い て、 現 代 の 環 境 問 題

＿ ３３ ＿
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の 深 刻 化 か ら 緊急 の 課 題 と し て 議 論 を さ れて き て

い る。 い い か え れ ば、 環 境 保 全 を 優 先 し、 資 本 の

論 理の 主 導 によ る 経 済 シ ス テ ム の 転 換 を 目 指 す も

の で あ る。 こ の こ と は 伝 統 的 な 会 計 の 枠 組 み で

は、 現在 の 複 雑化 ・社 会 化 し た 企 業 環 境 を 把 握 す

る こ と が 困難 に なっ て き て い る こ と を 示 して いる

が、 複 数の 「会 計制 度」 の 存 在 は、 企 業 側、 利 用

者 側 双 方 か ら見 て も 望 ま し い も の で あ る と は 言 え

な い。 で き う る 限 り は、 「環 境 会 計」 ・ 「制 度 会

計」 双方の側から一つの 「会計制度」 に収鮫され

る べ く 努 力 を期 待 す る も の で あ る。

「環 境 報 告 書」 は、 「制 度 会 計」 と は そ の 目 的 を

異 に す る も の と して、 現 行 の 「制 度 会 計」 の 枠 組

み を 超 え た 幅 広 い 範 囲 をカ バ ー し よ う と して いる

の も 事 実 であ ろ う。 し か し な が ら、 中 小 企 業 に と

っ て は 本当 に 「環 境 報 告 書」 を 作 成 す る こ と が で

き る の で あろ う か。 環 境 問 題 が 本 当 に 緊急 の 課 題

で ある と する な ら ば、 中 小 企 業 も そ の 重 要 な 一員

で あ る こ と は 言 う ま で も な い。 「環 境 報 告 書」 が

「環 境 会 計」 を 具 現 す る 一 つ の 方 法 で あ る と す る

な ら ば、 「環 境 報 告 書」 を 大 い に 叩 き 台 と し な が

ら そ の 成 果 を 「制 度 会 計」 に 取 り 入 れる と いう ス

タ ン ス も 必 要 で は な い だ ろ う か。 「環 境 会 計」 と

「制 度 会 計」 は 別 物 と い う 議 論 か ら は そ の 展 望 は

見 え にく い よう に 思 わ れ る。 何 が 出 来 て、 何 が 出

来 な い の か の 論 議 は 当 然 必 要 で あ る が、 「制 度 会

計」 に 取 り 入 れ ら れ る も の は 取 り 入 れる こ と も 必

要 で あ る と 思 わ れ る。 全 企 業 を 巻 き 込 ん で 「環 境

会 計」 を 実 行 可 能 性 の あ る も の に して い く こ と が

重 要 で あ る と 思 わ れ る。
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生保 デイ スク ロー ジャ ーの 現状と 課題
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植 村 信 保（格付投資情報センター）
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要 約

１９９７ 年 に 日 産 生 命 保 険 が 経 営破 綻 して 以 来、 生 保 の経 営 内 容 に 関 す る 情 報 開 示 の 重要 性 が 認 識 さ れ

る よ う に な っ た。

生 保 の ディ ス ク ロー ジ ャ ー は かつ て に比 べ れ ば開 示 項 目が 増 え、 銀 行 な ど に引 け を 取 らな い 開示 内 容と

さ れ る。 しカ’し、 案 際 に は デイ ス ク ロ ー ジャ ー がう まく 機 能 して いる と は 言 い難 い。 財務 諸 表 のわ か り に

く さ、 生保 の 事業 特 性 を 反 映 した 開 示に な っ て いな い こと や、 監 督会 計 に 財 務会 計 が 加わ っ た 中途 半 端な

保 険 会 計 など、 様 々 な 理 由 があ る。

情 報 開示 の 改 善 を求 め る動 きは ま すま す 強 まる と み ら れ、 横 並 ぴ の開 示カ’ら の脱 却 が期 待 さ れる。 な か

で も、 逆 ざ やに よ る 経 営 悪 化 が深 刻 視 さ れ る なカ’、 将 来 の経 営 の 健 全 性 を 示 す 情報 が早 急 に求 め ら れ る。

ま た、 国 際 会計 墓 準 の 動 向 をに らみ、 日 本 の保 険 会 計 の あり 方 に つ い て 具 体 的 に取 り 組 む必 要 が ある。
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１． は じ め に

生 命 保 険の 情 報 開示 に は 主 に ３ つ の テ ー マ があ

る 。

ま ず は、 生 命 保 険 会 社 そ の も の の 経 営 内 容 につ

い て の 情 報 開 示 で ある。 事 業 会 社 や 金 融 機 関 と 同

様 に、 生 保 会 社 が ど の よ う な 事 業 を 行 っ て い て、

経 営 内 容 や 財 政 状 態 が どう な っ て い る の か を示 す

も の だ。 保 険 契約 者 や 債 権 者、 株 式 や 社 債 な ど の

投 資 家、 デリ バ テ ィ ブ の 取 引 相 手 な ど が生 保 の信

用 リ ス ク を 把握 し た り、 株 式 投 資 家 が 将 来 の 会 社

価 値 を判 断 する 材 料 と して 活 用 した り す る た め の

基 礎 的 な 情 報 で あ る。 生 保 の ディ ス ク ロー ジ ャ ー

と 言 っ た 場 合 に は、 通 常 こ れ を 指 し て い る。

次 に、 保 険 契 約 に 関 す る 情 報 開 示 が 挙 げ ら れ

る 。

保 険 契 約 に 関 す る 情 報 開示 と は、 生 保 が 主 と し

て プロ で は な い 一 般 の 消 費 者 に対 し、 ど の よう な

保 険商 品 や サ ー ビス を提 供 し て いる か を 示 す も の

だ。 事 業 会 社 の 場 合 に も、 自社 で 取 り 扱う 製 晶 や

商 晶 の 「情 報 開 示」 が 問 題 と な る こ と も あ る が、

保 険 を 含 め た 金 融 商 品 は 消 費 財 と 異 な り 目 に 見 え

ず、 直 接 金 銭 に 関 わ るう え、 仕 組 み が 一 般 に わ か

り にく い こ と も 多 い た め、 そ の 影 響 は 大 き い。 例

え ば、 消 費 者 が 保 険 に よ っ て 期 待 さ れ る 効 用 や リ

ス ク を 納 得 し た う え で 購 入 し な か っ た （も しく
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は、 で き な か っ た） 場 合 に は、 老 後 の 十 分 な 保 障

が 得 ら れ な か っ た り、 当 て に して い た 資 金 が 確 保

で き な か っ た り す る な ど、 大 き な 損 害 を 被 る こ と

が あ る。 日 本 で は 生 命 保 険 の 世 帯 普 及 率 が 九 割 を

超 え る な ど、 生 命 保 険 は 広 く 国 民 に 浸 透 し て い る

が、 保 険 契 約 に 関 す る 情 報 開 示 は 他 の 先 進 国 に 比

べ 見 劣 り す る。 変 額 保 険 の 不 適切 な 販 売、 保 険 契

約 転 換 時 の 説 明 不 足 な ど、 不 十 分 な情 報 開 示 が 原

因 で 社 会 問 題 に ま で 発 展 した ケ ー ス も多 い。 消 費

者 へ の 十 分 な 情 報 開 示 が 行 わ れな け れ ば、 自 由 化

が進む生命保険市場のなかで被害者が増大するば

か り で は な く、 生 命 保 険 シ ス テ ム そ の も の へ の 不

信 感 が ま す ま す 高 ま る だ ろ う。

も う 一 つ、 資 産 運 用 機 関 と して の 情 報 開 示 も 重

要 な テ ー マ で あ る。

生 保 は 保 険 契 約 者 か ら預 か っ た 保 険 料 の 運 用 機

関 と いう だ け で は な く、 保 険 契 約 と いう 形 を と っ

て い る が、 実 態 と して は 信 託 銀 行 や 投 資 顧 問 会 社

の よう に 年 金 基 金 な どに 対 し資 産 運 用 サ ー ビ ス を

提 供 し て い る。 運 用 機 関 は 年 金 基 金 な ど の 顧 客 に

対 し、 資 産 運 用 の 哲 学 や 投 資 方 針、 リ ス ク と 期 待

リ タ ー ン な どに つ い て 開 示 す る 必 要 が あ る。 しか

し、 生 保 の 運 用 機 関 と して の 情 報 開示 は、 他 の 運

用 機 関 に 比 べ 見 劣 り す る と い う 指 摘 が あ る。 例 え

ば、
一 般 勘 定 に は 純 粋 に 資 産 運 用 を 目 的 と した と

は 言 い 難 い 株 式 や 貸 付 金 （い わ ゆ る 政 策 投 融 資）

を 保 有 して い る 疑 い が あ る し、 区 分 経 理 の 開 示 も

団 体 年 金 区 分 の み に と どま っ て いる。 加 え て、 生

保 へ の 運 用 委 託 者 は、 現 行 の 法 令 で は 特 別 勘 定 と

い え ども 委 託 した 生 保 の 信 用 リ ス ク も 意 識 しな け

れ ば な ら ず、 第 一 の テ ー マ であ る 経 営 内 容 の デイ

ス ク ロ ー ジ ャ ー の 問 題 に も 突 き 当 た る。

以 上 の ３つ の ディ ス ク ロー ジ ャ ー は い ず れ も 重

要 な テ ー マ で あ る が、 そ れ ぞ れ 完 全 に 独 立 した も

の で は な い。 保 険 契約 に 関 す る 情 報 開 示 や 資 産 運

用 機 関 と して の 情 報 開示 と し て は、 第 一 の テ ー マ

として挙げた経営内容の開示も重要な事項であ

る。 反 対 に、 生 保 の 経 営 内 容 を 把 握 す る た め に

は、 適 正 な 販 売 が 行 わ れ て い る か と い う 情 報 が評

判 リ ス ク の 判 断 材 料 と な る し、 資 産 運 用 方 針 や リ

ス ク、 期 待 リ タ ー ン の 開 示 は 生 保 の 経 営 内 容 を 分

析 す る 際 に 不 可 欠 で あ ろ う。

そ の よ う な な か で、 今 回 は 生 保 の 経 営 破 た ん が

相 次 い で い る 現 状 等 を 鑑 み、 経 営 内 容 の 情 報 開 示

に 焦 点 を 絞 り、 そ の 現 状 と 課 題 に つ い て 報 告 した

い
。

２． なぜ ディス クロ ー ジャー が求め ら

れるの か

保険業界は典型的な 「護送船団方式」 の行政が

と ら れ た 業 界 で あ り、 厳 しい 規 制 の も と、 大 蔵 省

が経営全般に対し強い権限を持つことで保険会社

の 経 営 の 健 全 性 を維 持 し、 契 約 者 の 利 益 を 守 っ て

き た （よ う に 見 え た）。 大 手 を 中 心 に 多 く が 相 互

会 社 と い う 形 態 を と っ て い る こ と も あ り、 上 場 ・

公 開 会 社 が な く、 外 部 か ら の 資 金 調 達 も 限 ら れて

い た。 「生 保 は 儲 け す ぎ」 と 言 わ れ、 経 営 内 容 の

透 明 性 に つ い て 批 判 さ れ る こ と は あ っ た に して

も、 大 筋 で は、 契 約 者 を は じめ 関 係 者 が 生 保 の 経

営 内 容 に 関 す る 情 報 開 示 を 利 用 す る 必 要 は ほ と ん

ど な か っ た の が 実 状 だ ろ う。

し か し、 生 保 の ディ ス ク ロ ー ジャ ー を め ぐる 環

境 は こ こ 数年 で 急 速 に 変 化 して い る。 何 と い っ て

も、 １９９７年 に 日 産 生 命 保 険 が 経 営 破 綻 し、 金 融

機 関 な どの プ ロ ば か り で な く、 一 般 の 保 険 契約 者

も 否 応 な し に 自 己 責 任 を 問 わ れる よ う に なっ た こ

と が 大 き い。 「護 送 船 団」 行 政 が 名 実と も に 過 去

のも の と なっ た の で あ り、 以 来、 生 保 の 信 用 リ ス

ク が広 く 意 識 さ れ、 同 時 に 情 報 開示 の 重 要 性 も 認

識 さ れ る よ う に な っ た。

破 綻 生 保 の 契 約 者 は 何 ら かの 形 で 損 失 を 被 る こ
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と に な る。 例 え ば日 産 生 命 や 東邦 生 命 の 場 合、 契

約 者 に 保 証 して い た 利 回り （予 定利 率） が 引 き 下

げ ら れ た。 こ の 結 果、 個 人 年 金 や 終 身 保 険 な ど、

貯 蓄 性 が 強 く、 か つ 満 期 が 長 い 商 品 ほ ど 将 来 受 け

取 る 保 険 金 額 が 大 幅 に削 減さ れた。 今 後 の 運 用 利

回 り が 予 定 利 率 を 上 回り、 そ こ か ら生 じ る 収 益 が

内 部 留 保 や 株 主 配 当 な ど に 充 て ら れ な い な ら ば、

契約 者 配 当 と して 還 元 さ れる 可 能 性 も あ る が、 保

証さ れ た 利 率 と は 性 格 が異 な る。 さ らに、 東 邦 生

命 や 第 百 生 命 で は こ れま で 積 み 立 て ら れて き た 責

任 準 備 金 の 削 減 も 行 わ れた。 しか も 「営 業 権」 と

い う も の が 損 失 の 先 送 り と して 資 産 計 上 さ れ、 そ

の 多 く は 既 契 約 者 の 将 来 収 益 で 償 却 さ れ る。 そ の

後 も 生 保 の 経 営 破 綻 が 相 次 い で い る な か で、 契 約

者 が 自 分 の加 入 し て い る 生 保 の 経 営 内 容 を つ か も

う と す る の は 当 然 だ。

こ こ 数 年 の 間 に 債 権 者 も 増 加 して い る。 経 営 の

健 全 性 を 示 す 指標 の 一 つ で あ る ソ ル ベ ン シ ー ・ マ

ー ジ ン比 率 を 高 め る た め に、 各 社 が 劣 後 ロ ー ン な

ど を 外 部 か ら 積 極 的 に 取 り 入 れ た た め だ。 万 一、

生 保 が 更 生 手 続 き に 入 っ た 場 合 に は、 劣 後 ロ ー ン

の 回 収は 期 待 で き な い だ ろう。 一 般 の 契 約 者 と は

違 い、 こ ち ら は 金 融 機 関 な ど プ ロ が 対 象 で あ る。

大半が相対取引であり情報開示の詳細は不明だ

が、 自 らの 資 本調 達 と セ ッ ト、 つ ま り 資 本 等 の 持

ち 合 い と い う こ と も しば しば 見 ら れ る た め、 債 権

者 が 必 ず しも 踏 み 込 ん だ 情 報 開 示 を 受 け て い な い

可 能 性 が あ る。 一 般 の 契 約 者 ば か り で は な く、 プ

ロ に 対 して も ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー が 必 要 な の は 言

う ま で も な い。

さ らに、 相 互 会 社 を 株 式 会 社 化 した う え で、 株

式 を 公 開 す る 計 画 を 打 ち 出 し た 生 保 も 現 れ て い

る。 こ れま で生 保 に は 上 場 ・ 公 開 会 社 が な か っ た

（外 国 部 を 除 く） が、 い よ い よ 一 般 の 株 主 が デ ィ

ス ク ロ ー ジャ ー の 利 用 者 と し て 登 場 し て く る。 保

険契約者と株式投資家では情報開示の利用目的が

異 な り、 契 約 者 と 株 主 の 利 益 は 相 反 す る 面 も あ る

が、 共 通 す る 情 報 も 多 い。 今の と こ ろ 大 同 生 命 保

険、 太 陽 生 命 保 険 な ど３ 社 だ け で あ る が、 保 険業

界 の 合 従 連 衡 が 進 む に つ れて、 そ の 数 が 増 え る 可

能 性 は 高 い。

３． デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー の 現 状

事 業 会 社 の ディ ス ク ロ ー ジャ ー が 商 法 や 証 券 取

引 法 の 要 請 で 実 施 さ れ て い る の に 対 し、 生 保 の デ

ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー は 次 の ２ つ の ルー ト か ら 行 わ れ

て い る。

１ つ は１９９６ 年 に 施 行 さ れ た 保 険 業 法 第１１１ 条

に よ る も の で ある。 各 社 は 業 務 お よ び財 産 状 況 の

説 明 書 類 を 本 支店 に備 え 置 き、 公 衆 の 縦 覧 に 供 す

る 義 務 を 負 っ て い る。 こ れ は １９８１年 に 導 入 さ れ

た 銀 行 法 第 ２１ 条 の 規 定 を、 保 険 会 社 に も 適 用 し

た も の だ。 当 初、 様 式 や 記 載 内 容 に つ い て の 規 定

は な か っ た が、 ９８ 年 の 改 正 で 具 体 的 な 内 容 が 規

定 さ れ る よ う に な っ た。

図 表１ 保 険業 法 施行 規則 第 ５９条

１ 保 健会 社 の 概 況 及 び組 織 に 関 す る 次 に掲 げる 事 項

経 営組 織、 基 金拠 出 者、 取 締 役 及 び 監査 役 な ど

保健 会 社 の 主 要 な業 務 の 内 容

保健 会 社 の 主 要 な業 務 に 関 す る 次 に掲 げる 事 項

主 要な 指 標 の推 移、 業 務 の 状 況 を示 す 指標 な ど

４ 保健 会 社 の 運営 に関 す る 次 に 掲 げ る 事項

リ ス ク 管 理 の 体制、 法 令 遵 守 の 体 制

５ 保健 会 社 の 直近 の ２ 事 業 年 度 にお ける 財 産 の 状 況

に関 す る 次 に掲 げる 事 項

賃 借 対 照 表
、 損 益 計 算 書

、 ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー

ジ ン 比 率
、 な ど

も う １ つ は生 命 保 険協 会 が 作 成 して いる 「ディ

ス ク ロ ー ジャ ー 開 示 基 準」 に よ る も の で、 経 営 内

容 の 自 主 的 な 開 示 で あ る。 各 社 に よ る 開 示 基 準 に

な い 項 目 の 開 示 を 妨 げ る も の で は な い と さ れ、

１９７９年 の 策 定 以 来、 情 報 開 示 の 底 上 げ に 一 定 の
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成 果 を上 げ て いる が、 業 界 統 デ 基 準 で あ る こ と か

ら生 じ る 横 並 び の 弊 害 も 目 立 つ。

図 表２ 生 命保 険協 会 『デイ ス クロ ー ジヤ ー開 示基 準」

Ｉ． 生命 保 険の概 要お よ び組織

沿革、 地 区別 総代氏 名、 取 締役 及 び監査 役、 な ど

Ｉ． 保健 会社 の主 要な 業務 の内 容 （経営 方 針な ど）

経営 方針、 な ど

皿． 直近 事業 年 度にお ける 事業 の 概況

事 業 の成 果、 保険 商品 一覧、 な ど

ｌＶ． 直近 ５事 業年 度に お ける主 要な 業務 の状 況 を示 す指

標

Ｖ．
財 産 の 状 況

賃 借 対 照 表
、

損 益 計 算 書、 ソ ル ベ ン シ ー ・ マ ー ジ

ン 比 率、
な ど

ｗ． 業務の 状況を 示す 指標 （保険契約、 経 理、 資産運用）

保険 契約、 経 理、 資産 運用 に関 する 指標

㎜． 保 健会 社の 運営

リス ク管 理の 体制、 法 令遵 守の 体制、 な ど

㎜． 特 別勘 定の 状況

１Ｘ． 保 健会 社及 びそ の子 会社 等の 状 況

連結 賃 借対照 表、 連 結損益 計算 書、 な ど

こ れ ら２ つ の ルー ト か らの 要 請 を 受 け、 作 成 さ

れ て い る の が ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー 資 料 （「○ ○ 生

命 の 現 状」 と い う 名 前 で あ る こ と が多 い） だ。 年

１ 回、 決 算 発 表 後 に 作 成 さ れ、 各社 の 本 ・ 支 社 や

生命保険協会で閲覧できる。 保険契約者や被保険

者、 債 権 者 な どに 限 らず、 誰 で も情 報 を 得 ら れ る

よ う に な っ て い る。

例 え ば 「日 本 生 命 の 現 状 ２０００」 は２０００ 年 ７

月 に 作 成 さ れ、 全 体 で１７８ ぺ 一 ジ に お よ ん で い

る。 資 料 は大 ま か に い え ば 事 業 概 況 編 と デー タ 編

に 分 か れ て お り、 こ の う ち デ ー タ 編 だ け で８４ ぺ

一 ジ、 １００ 項 目 が 開 示 さ れ て い る。 か つ て、 破 綻

し た 日 産 生 命 は 保 有 す る 有 価 証 券 の ５ 割 弱 し か 時

価 情 報 を 開 示 せ ず、 破 綻 して み た ら１５００ 億 円 の

含 み 損 を 抱 え て い る こ と が 判 興 した。 だ が、 現 在

は 開 示 項 目 が 増 え、 保 有 す る 有 価 証 券 の 時 価 は 理

論 価 格 を 含 め１００％ 近 い 開 示 と な っ て い る 会 社 が

多 い。 「日 本 生 命 の 現 状 ２０００」 に は 有 価 証 券 の

時 価 情 報 に 加 え、 保 有 し て い る 土 地 の 含 み 損 益 や

貸 付 金 の 自 己 査 定 （事 業 概 況 編 に 掲 載）、 ソ ル ベ

ン シ ー ・ マ ー ジ ン 比 率 な ど も 掲 載 さ れ て い る。

こ の た め、 生 保 の デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー は 少 な く

と も 事 業 会 社 や 銀 行 並 み 水 準 に 達 して い る、 と い

う の が 業 界 の 見 解 で あ る よ う だ。 「（生 保 の デイ ス

ク ロ ー ジ ャ ー は） 銀 行 等、 金 融 機 関 に 比 して も 遜

色 の な い レベ ルま で の 積 極 的 な 対 応 が な さ れ て い

る」 （ニ ッ セ イ 基 礎 研 ＲＥＰ０ＲＴ １９９９．４） と さ

れ て い る。

４． 埋ま らな い情 報格 差

しか し、 実 際 に は 生 保 の ディ ス ク ロ ー ジャ ー が

う ま く 機 能 して い る と は 考 え に く い。 １９９９ 年 に

破 綻 した 東 邦 生 命 保 険、 ２０００ 年 に 破 綻 した 第 百

生 命 保 険 や 千 代 田 生 命 保 険 は、 そ れ ぞ れ破 綻 し た

時 点 で 債 務 超 過 状 態 に あ る と 発 表 さ れ た が、 直 前

の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー 資 料 か ら 推測 す る こ と は で

き な い。

外 国 部 を 除 き 上 場 ・ 公 開 会 社 が な く ア ナリ ス ト

が 少 な い た め、 他 の 産 業 に 比 べ て マ スメ ディ ア に

よ る 情 報 発 信 が 占 め る 位 置 づ け が 大 き い の が 日 本

の 生 保 の 現 状 だ が、 経 済 誌 な どに 掲 載 さ れ る 記 事

に は、 ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー 資 料 を 活 用 して い る と

思 わ れ る も の の、 保 険 会 社 の 経 営 内 容 に 関 す る 基

本 的 な 認 識 を 疑 わせ る よう な 誤 解 が し ば し ばみ ら

れ る。 例 え ば、 保 険 料 収 入 か ら 保 険 金 や 年 金、 解

約 返 戻 金 な どを 差 し引 い た 数 字 が マ イ ナ ス だ と 経

営 が 危 な い と い う も の や、 広 義 の 自 己資 本 （自 己

資本に資産含み損益を加えたもの） と公表逆ざや

額 を 比 べ る こ と で 生 保 の 「耐 久 年 数」 を 測 る も の

な ど、 経 営 内 容 を 示 さ な い （な ぜ 示 さ な い か は、

こ こ で は 省 略す る） 指 標 を し ば し ば目 に す る。 も

＿ ３８ ＿
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ち ろ ん、 マ ス メ ディ ア は 社 会 へ の 影 響 が大 き く、

執 筆 者 の 不 勉 強 な 点 は 非 難 さ れな け れ ば な ら な い

だ ろう。 しか し、 経 営 内 容 の 基 本 的 な 事 項 に 関 す

る 誤 解 が 何 年 に も わ た り 続 き、 し かも そ れ が 一 定

の 影 響 力 を 持 っ て い る と い う 例 は、 他 の 産 業 で は

見 ら れ な い の で は な い か。 こ れも 適 切 な ディ ス ク

ロ ー ジ ャ ー が 行 わ れ て い な い 一 つ の 証 左 で あ ろ

う 。

そ れ で は、 な ぜ 生 保 の デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー が う

ま く 機 能 して い な い の だ ろ う か。 生 保 も 日 本 の 会

計 基 準 に則 り 財 務 諸 表 を 作 成 し、 開示 して い る 以

上、 現 在 の 会 計 制 度 や 開 示 制 度 か ら生 じる 問 題 は

も ち ろ ん 生 保 に も 当 て は ま る。 こ れま で 日 本 で は

経 営 破 綻 した 会 社 の 債 務 超 過 額 が当 初 示 さ れ て い

た 金 額 の 何 倍 に も 膨 ら ん だ り、 銀 行 によ る 債 権 放

棄 と セ ッ ト に 突 然 多 額 の 損 失 を 計 上 し た り す る ケ

図 表３ 日 本生 命 の貸 倍対 照表

一 ス も 多 く、 日 本 の 会 計 制 度 は 海 外 か ら極 め て 厳

し い 目 で 見 ら れ て い る。

他 方、 生 保 の ディ ス ク ロ ー ジャ ー が 機 能 し な い

の は、 生 保 独 自 の 要 因 も 大 き い と 考 え ら れ る。 以

下 ４ 点 に つ い て 述 べ て み た い。

①財務諸表がわかりにくい

事 業 会 社 の 財 務 諸 表 を 見 慣 れた 人 で も、 保 険 会

社の貸借対照表や損益計算書には面食らうよう

だ。 も ち ろ ん、 他 産 業 で も 特 殊 な 項 目 は あ る が、

生 保 の 財 務 諸 表 は か な り 特 殊 な 部 類 に 入 る だ ろ

う。 し か も、 他 の 産 業 と は 異 な り、 利 用 者 が プ ロ

だ け で は な く 一 般 の 消 費 者 ま で 対 象 と な っ て い る

こ と を 忘 れ て は な ら な い。

ま ず、 財 務 諸 表 の 形 式 が 特 殊 で あ る。 資 産 の 部

に は 流 動 ・ 固 定 の 区 別 は な く、 負 債 の 部 の 大 半 は

単位 ： 億 円

１９９９／３ ２０００／３ 構 成 比

現 預 金 ・ コ ー ル ロ ー ン １５，４０６ １０
，
６０６ ２

．
５％

金 銭 の 信 託 ４，１２１ ４
，
５６５ １

．
１％

有 価 証 券 ２２８，９４０ ２４８
，
０３６ ５７

．
４％

う ち 株 式 ７０
，
６２３ ７５，６

９８ １７
．
５％

貸 付 金 １４０
，
３２０ １３３，３０２ ３０

．
９％

不 動 産 及 び 動 産 ２２
，
５４０ ２０，０

２５ ４
．
６％

繰 延 税 金 資 産 ４
，
６５４ ５，

４５３

貸 倒 引 当 金 一２
，
２５９

資 産 の 部 合 計 ４２６
，
８２３ ４３２，０５４ １００

．
Ｏ％

保 険 契 約 準 備 金 ３９７
，
９３０ ４０５，９３９ ９４

．
Ｏ％

う ち 責 任 準 備 金 ３７８
，
７３７ ３８７，２９７ ８９

．
６％

貸倒 引 当 金 ２，８７３

価格 変 動 準 備 金 ９８２ ９８２ Ｏ．２％

負 債 の 部 合 計 ４１７
，
１４２ ４２１

，
３７５ ９７．５％

基 金 ２
，
９９０ ２

，
７００ Ｏ．６％

法 定 準 備 金 ３３ １
，
５３７ Ｏ．４％

う ち 基 金 償 却積 立 金 １０ １，５００ Ｏ．３％

剰 余 金 ６，６５６ ６，
４４１ １

．
５％

資 本 の 部 合 計 ９
，
６８０ １Ｏ，６７８ ２

．
５％

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計 ４２６
，
８２３ ４３２，０５４ １ＯＯ

．
Ｏ％

＿ ３９ ＿
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責 任 準 備 金 で 占 め ら れ、 資 本 の 部 に 資 本 金 の な い

会社も多い （相互会社の場合）。 損益計算書には

「責任 準備 金 等 繰 入 額」 と いう 項 目 が あ る が、 「繰

入 額」 と 「戻 入 額」 の ネ ッ ト表 示 で あ る こ と を 知

っ て い る 人 は 意 外 に 少 な い。 ま た、 保 険 会社 に 特

有 の 項 目 が 並 ん で い る こ と、 相 互 会 社 と いう 保 険

会 社 だ け に 認 め ら れ た 形 態 が あ る こ と、 契約 者 配

当 と 株 主 配 当 の 違 い な ども 理 解 の 壁 に な っ て い る

よ う だ。

こ れ に 対 し、 生 命 保 険 協 会 で は 「虎 の 巻 生 命

保 険 会 社 の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー」 を 作 成 し、 主 と

して 保 険 契 約 者 の 啓 蒙 に 役 立 て よ う と し て い る

が、 用 語 解 説 に と ど ま っ て い る 感 が あ る。 例 え

ば、 基 本 的 な 資 金 の 流 れ を 財 務 諸 表 に 則 し て 解 説

した り、 収 益 や 契 約 者 配 当 の 仕 組 み を 具 体 的 な 数

字 で 示 した り す る こ と で、 様々一な 誤 解 の う ち か な

り の 部 分 は 解 消 す る の で は な い か。

②事業特性を反映させた開示になっていない

生 保 デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー の 最 大 の 問 題 と 考 え

る。 生 保 事 業 の 特 徴 は、 負 債 が 超 長 期 に わ た る こ

と、 保 険料 の 中 に 予 め マ ー ジ ン が確 保 さ れて い る

こ と で あ る。

銀 行 の 苦 境 は 主 と して 不 良 債 権 問 題 に よ り も た

ら さ れ た も の で あ り、 資 産 内 容 の 情 報 開 示 が 焦 点

と な る。 生 保 に も バ ブ ル 期 の 不 動 産 関 連 投 融 資 が

経 営 の 健 全 性 を 損 ね た ケ ー ス が あ り、 自 社 が 抱 え

て い る 信 用 リ ス ク の 情 報 は 無 視 で き な い 情 報 だ

が、 困 っ た こ と に 現 状 の 開 示 だけ で は 保 有 リ ス ク

を 把 握 で き そ う に な い。

しか し、 生 保 に と っ て 資 産 内 容 の 劣 化 は 問 題 の

一 部 に す ぎず、 む しろ 資 産 運 用 利 回 り と 負 債 コ ス

図 表４ 日本 生 命の 損益 計 算書

単 位 ：億 円

１９９９／３ ２０００／３

経 常 収 益 ８２
，
５７６ ８５，８１４

保 険 料 等 収 入 ５８
，
２２５ ５８，０９８

資 産 運 用 収 益 １８
，
６７２ ２３，８８８

経 常 費 用 ８０
，
５８５ ８２，８６５

保 険 金 等 支 払 金 ５２
，
７３１ ４９，９０２

貢 任 準 備 金 等 繰 入 額 ５
，
１３６ ９

，
１４７

資 産 運 用 費 用 １１
，
６６８ １２，８４９

事 業 費 ６
，
８９３ ６

，
４２８

経 常 利 益 １
，
９９０ ２

，
９４９

特 別 利 益 ６６ ４
，
４０８

不 動 産 動 産 等処 分 益 ６５ ４９９

保 険業 法 第１１２条 評 価 益 ０ ３，１９７

特 別 損 失 １
，
８３７ ３

，
２１７

不 動 産 動 産 等処 分 損 ３３６ １，６９８

税引 前 当 期剰 余 ２１９ ４，１４０

法 人税 及 び 住民 税 ５４０ １，３２０

法 人 税 等 調 整 額 一１，２０４ 一７９９

当 期 剰 余 ８８４ ３
，
６１８

当 期 未 処 分 剰 余 金
．

４
，
３５２ ３

，
６３３

＿ ４０ ＿
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ト （平 均 予 定 利 率） の 逆 ざや や、 保 険 関 係 収 益 の

悪 化 こ そ が 根 本 的 な 問 題 で あ る。 と こ ろ が、 逆 ざ

や の 状 況 や 保 険 関 係 収 益 に つ い て の 開 示 は ほ と ん．

ど行 わ れ て い な い。 現 状 で は 「逆 ざや 額」 だ け が

一 部 に 対 し公 表 さ れ て い る に す ぎず、 費 差 益 や 死

差 益 と いっ た 収 益 が どの 程 度 あ る の か、 逆 ざや を

こ れ ら の 収 益 で カ バ ー で き て い る の か、 負 債 の 内

容 は ど の よう な 状 況 な の か、 な どと い っ た 根 本 的

な 間 題 を 正 し く 把 握 す る の に 有 効 と 思 わ れる 情 報

が ほ と ん ど 開 示 さ れ て い な い。 こ の よ う な 状 態

で、 ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー が 事 業 会 社 や 銀 行 並 み 水

準 に 達 し て い る と 言 え る の だろ う か。

さ ら に 言 え ば、 逆 ざや 問 題 の 深 刻 さ を 把 握 す る

に は、 将 来 の 収 益力 を 見 る 必 要 が あ る。 一 定 の 前

提 を 置 い たう え で、 将 来 に わ た り 逆 ざや を 費 差 益

や 死 差 益 で カ バ ー して い け る か どう か の シミ ュ レ

ー シ ョ ン は、 経 営 の 健 全 性 を 判 断 す る 際 に 有 用 な

情 報 と 考 え ら れ る。 言 い 方 を 変 え れ ば、 こ れ は不

完 全 な が ら負 債 の 時 価 評 価 と も 言 え る だ ろ う。

に は 経 営 内 容 が 改 善 す る に も か か わ ら ず、 会 計 上

は 債 務 超 過 に 陥 る 可 能 性 も あ る （も っ と も、 こ の

点を考慮して保険会社独自の区分が導入されてい

る）。

米 国 の 開 示 はＳＡＰ と ＧＡＡＰ の 二 本 立 て で あ り、

保 険 会社 の ソ ル ベ ン シー を確 保 す る 目 的 で はＳＡＰ

が、 期 間 損 益 の 測 定 に は ＧＡＡＰ が 利 用 さ れ て い

る。 オ ー ス ト ラ リ ア の よ う に Ｇ ＡＡＰ を 基 礎 に ソ

ル ベ ン シ ー 確 保 の 見 地 か ら別 途 の 対 応 を 図 っ て い

る 国 も あ る。 日 本 で も 主 と し て 投 資 家 に 対 す る

ＧＡ ＡＰ の 導 入 や、 ＳＡＰ を 本 来 の ソ ル ベ ン シ ー 確

保 の 目 的 に 相 応 しい 内 容 に 改 め る な ど の 措 置 が 必

要 と 考 え る。

図 表 ５ 各 国の 保険 会 計の 特色

英 国 Ｓ Ａ Ｐ とＧ Ａ Ａ Ｐ の 二 本立 て

米 国 〃

カ ナ ダ Ｇ Ａ Ａ Ｐと Ｓ Ａ Ｐ を 調 整

オ ー ス ト ラ リ ア 〃

日 本 Ｓ Ａ Ｐ の 変形

③保険会計の問題

日 本 の 保 険 会 計 は、 生 保 の 経 営 内 容 の 実態 を 正

しく 示 して い な い と 考 え ら れ る。 な ぜ な ら、 日 本

の 保 険 会 社 の 開 示 は 監 督 会 計 （ＳＡＰ） に 財 務 会 計

（ＧＡＡＰ） が 加 わ っ た 中 途 半 端 な も の だ か ら で あ

る。 ＳＡＰ の 目 的 は 本 来、 保 険 会 社 の 健 全 性 の 維

持 と 考 え ら れ る が、 日 本 の 場 合 に は 保 有 株 式 の 原

価 法 に よ る 評 価 や 繰 延 税 金 資 産 の 計 上 な ど、 明 ら

か に 目 的 と は 反 す る も の が あ る。 他 方、 ＧＡＡＰ は

投 資 家 に 対 す る 情 報 提 供 を 第 一 と して い る が、 事

業 費 を 発 生 主 義 で 計 上 す る た め、 新 規 契約 が多 い

会 社 ほ ど見 か け 上 の 収 益 が 圧 迫 を 受 ける と い っ た

現 象 が 生 じる。

２００１ 年 ３ 月 期 か ら 金 融 商 品 の 時 価 評 価 が 段 階

的 に 導 入 さ れ て い る が、 保 有 す る 多 額 の 公 社 債 を

「そ の 他 有 価 証 券」 に 区 分 し た 場 合、 金 利 上 昇 時

④アナリス ト機能の弱さ

上 場 ・ 公 開 会 社 がな い た め、 生 保 を 専 門 に 分 析

す る ア ナ リ ス トは 少 な い。 そ の 分 を マ スメ デ ィ ア

が 補 っ て き た の が 現 状 だろ う。 し か し、 情 報 の 非

対 称 性 を 埋 め る に は、 ア ナ リ ス ト 機 能 の 充 実 は 不

可 欠 で あ る。

５一 今 後 の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ーの 方 向 性

以 上 の よ う に、 生 保 の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー は 必

ず しも 機 能 して い る と は 言 い 難 い が、 情 報 開 示 の

改 善 を 求 め る 動 き は 今 後 ま す ま す 強 ま る だ ろ う。

金 融 機 関 な どの プ ロ ば か り で は な く、 一 般 の 保

険 契約 者 が 生 保 を 信 用 力 に応 じ て 選 別 す る 動 き も

定 着 し つ つ あ る。 現 在 は 業 界 統 一 基 準 に よ る 横 並

びの 情 報 開 示 が 中 心 だ が、 大 同 生 命 に よ る ソ ルベ
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ン シ ー ・ マ ー ジ ン 比 率 の 詳 細 開 示 の よ う に、 個 々

の 会 社 が 戦 略 と し て 開示 を 充 実 さ せ る ケ ー ス が 増

え て く る だ ろ う。 逆 に、 経 営 内 容 を き ち ん と 伝 え

る こ と の で き な い 会 社 は、 契約 者 の信 用 を つ か む

こ と が で き な く な る だろ う。 こ れ は 経 営 内 容 の 情

報 開 示 に 限 っ た 話 で は なく、 保 険 契約 に 関 す る 情

報 開 示 に つ い て も、 資 産 運 用 機 関 と し て の 情 報 開

示 に つ い て も 同 様 だ。 会 社 に 都 合 の よ い 情 報 開 示

（広 告 宣 伝 が 典 型） や、 都 合 の 悪 い こ と は 出 さ な

い と い う ス タ ン ス で は な く、 契 約 者 や 投 資 家 等 の

利益を促進するような情報開示に真剣に取り組む

必 要 が あ る。

こ の と こ ろ、 退 職 給 付 債 務 や 金 融 商 品 の 時 価 評

価 な ど重 要 な 改 革 が 実 現 して お り、 一 般 に は 会 計

上 の ソ ル ベ ン シ ー と 実 際 の 状 態 が 大 き く 乖 離 す る

と いう 事 態 は 少 な く な る こ と が 期 待 さ れる。 特 に

金 融 商 晶 の 時 価 評 価 に 関 して は、 株 式 な ど 「そ の

他有価証券」 の資本直入を通じて相場変動が直接

資 本 の 増 滅 に 結 びつ く た め、 生 保 にと っ て も 従 来

の 経 営 が 変 化 す る き っ か け と な る だ ろ う。

他 方、 生 保 独 自 の 問 題 につ い て も 改 善 が 求 め ら

れ る。 い く つ か の 点 に つ い て す でに 触 れ た が、 と

り わ け、 将 来 の 経 営 の 健 全 性 を 示 唆 す る 情 報 が 早

急 に 求 め ら れ て い る。 逆 ざや に よ る 経 営 内 容 の 悪

化 が 深 刻 視 さ れ る な か、 一 定 の 前 提 の も と で 将 来

も 逆 ざや を 収 益 で カ バ ー し続 け ら れる の か、 と い

っ た負 債 を 一 定 程 度時 価 評 価 した 情 報 の 開 示 は も

は や 不 可 欠 で あ ろ う。 「逆 ざ や 問 題 で 大 変 な の で

既 契 約 の 予 定 利 率 を 下 げた い」 と 言 わ れ て も、 そ

れ が どの 程 度 深 刻 な の か示 さ れな い 限り、 契 約 者

は 納 得 しな い。 例 え ば 欧州 で は、 既 契約 か ら 将 来

発 生 す る 収 益 の 現 在 価 値 の 総 額 で あ るｅｍｂｅｄｄｅｄ

Ｖａ１ｕｅ が 多 く の 会 社 で 開 示 さ れ て い る が、 こ れ も

負 債 の 時 価 評 価 の 一種 と 言 える。 一 般 に 企 業 は 将

来 情 報 に 関 す る 開示 に は消 極 的 （そ の 一 方 で、 将

来の収益を前提に繰延税金資産が計上されてい

る） だ が、 生 保 事 業 の 特 性 や 現 在 生 保 が 置 か れ て

いる 状 況を 考 え れ ば、 検 討 の 余 地 は 大 き い だろ う。

国 際 会 計 基 準 の 動 向 も 無 視 で き な い。 す で に 金

融 商 品 の 時 価 評 価 が導 入 さ れ て い る が、 今 後 は 負

債 を 含 め た 全 面 的 な 時価 会 計 の 方 向 が 示 さ れ て い

る よ う だ。 し か し、 こ の よ う な 会 計 基 準 の 導 入

は、 健 全 性 の 確 保 を 目 的 と す る ＳＡＰ か ら は む し

ろ 乖 離 して い く と 考 え ら れる。 し か し、 日 本 の 現

状 を 考 え た 場 合、 こ の ま ま 行 け ば 現 行 の 保 険 会 計

がそ の ま ま 国 際 会 計 基 準 に 移 行 す る こ と に も な り

か ね な い。 負 債 の 時 価 評 価 と いう 点 で は 前 進 な の

か も し れ な い が、 健 全 性 を確 保 す る た め の 保 守 的

な 制 度 な どが 否 定 さ れ、 ソ ル ベ ン シ ー 確 保 の 目 的

が 果 た せ な く な る 懸 念 が あ る。 米 国 の よ う にＳＡＰ

と ＧＡＡＰ の 二 本 立 て に す る の も 一 案 だ が、 生 保

ディ ス ク ロ ー ジャ ー の 独 自性 が さ ら に 増 す こ と に

も なる た め、 会 計 情 報 の 利 用 者 が 混 乱 しな い よ う

に 十 分 配 慮 す る 必 要 が あ る。 同 時 に、 ＳＡＰ が 国

際 会 計 基 準 の 安 易 な 逃 げ 道 と な ら な い よ う に、

ＧＡＡＰ （こ の 場 合 は 負 債 の 時 価 評 価 の 導 入 が 前

提） べ 一 ス の 開 示 と の 調 和 を 図 る こ と に な る だ ろ

う。 い ず れ に して も、 資 産 ・負 債 の 全 面 的 な 時 価

評 価 の 是 非 を 論 ず る 前 に、 日 本 の 保 険 会 計 の あ り

方 につ い て 具 体 的 に 取 り 組 む 必 要 が あ る の で は な

い か。
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場 所 ： 関 西 大 学１００周 年 記 念 会 館 日 時 ：２０００年 ９ 月 ２３ 日 ～２４日

１． 第 １ 日 （９ 月 ２３ 日 １２ 時 か ら １９ 時 半）

基 調 報 告 「金 融 サ ー ビス 法 と ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー」 吉 田 和 男 京 都 大 学 教 授

特 別 セ ツ シ ョ ン 「金 融 機 関 の デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー」

司 会 國村道雄 （名古屋市立大学）

報 告 「銀 行 の 不 良 債 権 の デイ ス ク ロ ー ジ ヤ ー」 及 能 正 男 （西 南 学 院 大 学）

「銀 行 の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー の 内 外 比 較」

・ 佐 々 木 健 仁 （プ ラ イ ス ウ ォ ー タ ー ハ ウ ス パ ー ク ・ フ ァ イ ナ ン シ ャ ル

ア ドバ イ ザ リ ー ・ サ ー ビ ス）

「生 保 デイ ス ク ロ ー ジャ ー の 現 状 と 課 題」

植村 信保 （格付投資情報センター）

１． 第 ２ 日 （９ 月 ２４ 日 ９ 時 半 か ら１５ 時 半）
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第一会場 （市場問題関連報告）

「経営者交代と会計手続き選択に関する実証研究」 首藤 昭信 （関西大学大学院）

「国 際 公 会 計 基 準 （ＩＰＳＡＳ） に お け る 連 緒」 有 働 明 子 （九 州 産 業 大 学 大 学 院）

「排 出 権 取 引 の デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー 問 題 ： デリ バ テ イ ブ 取 引 の 一 形 態 と して」

村井 秀樹 （日本大学）

第二会場 （社会問題関連報告）

「デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー ・ ルー ル と 企 業 デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー ： 実 験 研 究 の 証 拠 か ら」
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「環境報告書における環境会計」 阪 智香 （関西学院大学）

「環 境 保 全 コ ス ト と デ イ ス ク ロ ー ジ ャ ー の 実 態 と 問 題 点」

樋 口 豊 彦 （小 野 孝 児 事 務 所）・ 國 村 道 雄 （名 古 屋 市 立 大 学）

公開シンポジウム

テ ー マ ： 『２１世 紀 の デ イ ス ク ロ ー ジ ャ ー ２０世 紀 の そ れ を 反 省 し て』

司 会 吉村 光威 （日本大学）

パネリスト 秋山 純一 （国際会計基準委員会解釈指針委員会委員・多摩大学）

岡部 孝好 （神戸大学）

岡村 雅 仁 （日 経 ＱＵＩＣＫ 情 報 ㈱ 営 業 推 進 部 長）

佐 藤 淑 子 （日 本イ ン ベ ス タ ー ・ リ レー シ ョ ン ズ 協 議 会 主 任 研 究 員）



編集後記

○ 会 計 ビ ッ グ バ ン の 影 響 を 見 極 め よ う と、 第２ 回 研 究 大 会 を ９ 月 に 関 西 大 学 で 開 催 し た。

基 調 報 告 「金 融 サ ー ビ ス 法 と デイ ス ク ロ ー ジ ャ ー」、 特 別 セ ッ シ ョ ン 「金 融 機 関 の デイ

ス ク ロ ー ジ ャ ー」 及 び 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 「２１ 世 紀 の ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー 一 ２０ 世 紀 の そ

れ を 反 省 して」 と 集 中 的 に 論 議 した。 ま た、 大 学 院 生 ４ 名 の 報 告 を 含 め、 自 由 論 題 も 活

発 で あ っ た。

○ こ れ ら 報 告 を 主 に、 さ ら に 一 般 応 募 も 含 め て、 第 ２ 号 の 編 集 が 始 ま っ た。 一 般 応 募 を 考

慮 して、 原 稿 を 「論 文」 （第 １ 号 で は 研 究 論 文 に 相 当） と 「ノ ー ト」 （同 じく 報 告 論 文 に

相 当） と 呼 ぶ よ う に 改 め た。

○ 編 集 委 員 会 と 査 読 体 制 を 強 化 し た。 編 集 委員 会 を ３ 名 体 制 か ら ７ 名 体 制 に 増 員 した。 ま

た、 編 集 委 員 の 推 薦 に よ り 投 稿 論 文 ご と に 査 読 委 員 ２ 名 を 決 定 し た。 本 号 は ６ 本 の 投 稿

が あ り１２名 が 査 読 に 関 わ っ た。 そ の 結 果 は、 「論 文」 採 択 ３ 本、 「ノ ー ト」 採 択 ２ 本、

不 採 択 １ 本 で あ っ た。

○ 採 択 さ れ た 論 文 は 査 読 委 員 か ら の コ メ ン ト に 従 っ て 何 度 も 書 き 直 し さ れ た。 最 初 の 投 稿

か ら 本 誌 の 最 終 確 定 ま で 年 末 年 始 を は さ ん で ２ ヶ 月 半 を 要 し た。 ち な み に 事 務 局 の Ｐ Ｃ

の 記 録 を 見 る と、 こ の 査 読 関 係 で 受 信 が１５３通、 発 信 が２１２通 の 合 計３６５ 通 が ネ ッ ト 上

を 行 き 交 っ た。 しか し、 本 誌 が 出 来 上 が る ま で、 図 表 の 確 認 の た め の１ 回 を 例 外 と して、

郵 便 は 利 用 さ れ て い な い。

○ 第 １ 回 大 会 時 の 会 員 が８８名、 そ の 後 退 会 １ 名、 入 会 ６１名 で あ り、 第 ２ 回 大 会 時 に は１４８

名 と な っ た。 第 ３ 回 大 会 は２００１年１０月 ２０ 日、 日 本 大 学 商 学 部 に て 「新 世 紀 の 情 報 公 開

と 開 示」 を 統 一 論 題 と し て 開 催 の 予 定 で あ る。

○ ネ ッ トの 世 界 か ら 誕 生 し た 本 学 会 も、 リ ア ル な 世 界 で 第 ３ 回 大 会 を 迎 え る。 し か し、 イ

ン タ ー ネ ッ ト は 広 く 浸 透 して い る こ と か ら、 ホ ー ム ペ ー ジ の 再 強 化 を 図 る 必 要 が あ る。

バ ー チ ャ ル と リ ア ル の 多 次 元 的 情 報 交 換 を 実 現 した い。

（柴）

現 代 ディ ス ク ロ ー ジ ャ ー 研 究 Ｎｏ．２

２００１ 年 ３ 月 ２０日 発 行

◎発行 者 デ イ ス ク ロ ー ジ ャ ー 研 究 学 会

発 行 所 〒５６４－８６８０

大 阪 府 吹 田 市 山 手 町 ３－３－３５

関西 大学 商 学部 ：柴 研究 室 内

ＴＥＬ ０６－６３６８－１１２１（代）

印刷 所 ナ ニ ワ 印 刷 株 式 会 社
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